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序１

問
題
関
心
の
所
在

ド
ラ
ゴ
マ
ン
（dragom

an

）
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ

う
か
？

ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
つ
い
て
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
百
科
事
典
』
で
は

│
│

T
ardjum

ān

（
通
訳
）
の
項
を
見
よ
と
の
指
摘
が
あ
り
、
中
世
ア

│
│

ラ
ブ
地
域
に
お
け
るT
ardjum

ān

に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
点
が

説
明
さ
れ
て
い
る
（
1
）
。

①
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
に
お
い
て
官
庁
（dı̄w

ān

）
に
籍
を
置
く
事

例
が
見
ら
れ
る
が
、
外
交
、
通
商
関
係
に
お
け
る
通
訳
の
具

体
的
な
情
報
は
十
字
軍
の
時
代
以
降
に
限
ら
れ
る
こ
と
。

②
中
世
後
期
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
と
イ
タ
リ
ア
の
商

業
都
市
等
と
の
外
交
文
書
や
通
商
条
約
か
ら
通
訳
の
役
割
に

つ
い
て
の
情
報
が
得
ら
れ
る
こ
と
。

③
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
な
ど
で
交
易
に
携
わ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

商
人
た
ち
に
と
っ
て
通
訳
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の

商
業
取
引
が
彼
ら
を
仲
立
ち
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
。

④
通
訳
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
地
元
の
港
湾
局
か
ら
任
命
さ
れ
た
が
、
特
別
の
通
訳
が
外

国
勢
力
の
利
益
を
監
視
す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
こ
と
。

⑤
エ
ル
サ
レ
ム
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
巡
礼
の
中
心
地
で
も

通
訳
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

ま
た
、『
新
イ
ス
ラ
ム
事
典
』
で
は
概
ね
以
下
の
説
明
が
な
さ

れ
る
（
2
）
。

①
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
は
東
地
中
海
地
域
に
お
け
る
通
訳
、
案
内
人

を
意
味
し
、
ア
ラ
ビ
ア
語
のturjum

ān

が
語
源
で
あ
る
こ

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る

マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

嘉

納

孝
太
郎

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

七
三
（
七
三
）



と
。

②
多
言
語
併
存
の
環
境
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
公
的
通
訳
の

み
な
ら
ず
、
商
人
や
旅
行
者
に
便
宜
を
図
る
案
内
人
の
よ
う

な
制
度
化
さ
れ
な
い
通
訳
も
存
在
し
た
こ
と
。

両
資
料
の
説
明
は
主
と
し
て
外
交
や
通
商
の
場
に
お
け
る
通
訳
、

仲
立
ち
と
し
て
の
姿
で
あ
り
、
公
的
性
格
を
持
つ
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が

い
た
点
、
旅
行
者
な
ど
に
対
す
る
案
内
人
の
よ
う
な
役
割
が
あ
っ

た
点
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
巡
礼
地
で
も
通

訳
が
見
ら
れ
た
点
は
本
稿
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
と
深
く

関
係
す
る
が
、
具
体
的
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
聖
職
者
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ

リFelix
Fabri

（
一
四
三
四
ま
た
は
一
四
三
五
〜
一
五
〇
二

年
）
が
残
し
た
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
一
四
八
三
年
の
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
（
3
）

か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
、
シ
ナ
イ
山
を
経
て
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
に
至
る
巡
礼
行
に
つ
い
て
の
記
録
（
巡
礼
記
）
に
は
こ
れ
ら

と
は
異
な
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で

は
こ
の
巡
礼
記
を
基
本
史
料
に
用
い
て
、
外
交
や
通
商
の
場
に
お

け
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
は
異
な
る
そ
の
姿
の
考
察
を
試
み
た
い
。

マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
に
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の

実
態
的
な
情
報
は
総
じ
て
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
管
見
の
限

り
で
は
イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
スIbn

Iyās

（
一
四
四
八
〜
一
五
二
四

年
頃
）
の
年
代
記
に
は
通
訳
の
テ
ィ
ム
ル
ブ
ガ
ーT

im
urbughā

T
ardjum

ān

の
死
去
の
記
述
が
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
（
4
）
、
イ

ブ
ン
・
タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ーIbn

T
aghrı̄B

irdı̄

（
一
四
一

一
〜
一
四
六
九
年
）
の
年
代
記
（
5
）
に
は
通
訳
に
つ
い
て
の
記
述
は
見

ら
れ
な
い
。
サ
リ
ク
リ
ュR

.Salicrú
Lluch

は
中
世
末
期
イ
ベ

リ
ア
半
島
の
通
訳
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
論
考
に
お
い
て
、

個
々
の
通
訳
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
不
詳
で
あ
り
、
実
態
的
な
情
報

が
極
め
て
少
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
6
）
。
ま
た
フ
ァ
ブ
リ
の
他
に
も
同

時
代
の
い
く
つ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
巡
礼
記
を
参
照
し
た

が
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
記
述
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。

そ
の
様
な
中
で
本
稿
の
基
本
史
料
と
し
た
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記

に
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コSabathytanco

、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロE

lpha-

hallo

、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ンT

anguardin

、
ハ
リ
ュH

alliu

、
シ
ャ

ム
ベ
ッ
クScham

beck

と
い
う
五
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
登
場
す

る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
巡
礼
行
に
随
伴
し
て
い
る
が
、
随
伴

の
区
間
や
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
し
て
の
立
場
が
各
々
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
巡
礼
記
は
他
に
比
し
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
関
す
る
情
報
量

が
格
段
に
多
く
、
そ
の
記
述
は
実
態
的
で
あ
る
の
で
、
マ
ム
ル
ー

ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
一
つ
の
側
面
を
考
察
す
る
に
は
極
め

て
貴
重
な
史
料
と
言
え
る
。

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
の
概
要
は
次
章
で
述
べ
る
が
、
ラ
テ
ン
語

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

七
四
（
七
四
）



版
原
典F

ratris
F

elicis
F

abri
E

vagarorium
in

T
errae

Sanc-

tae,
A

rabiae
et

E
gypti

Peregrinationem （
7
）
と
ド
イ
ツ
語
版
原
典

が
あ
り
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
ラ
テ
ン
語
版
原
典
の
英
訳
版T

he

W
anderings

ofF
elix

F
abri （

8
）
と
仏
訳
版le

voyage
en

E
gypte

de

F
éix

F
abri,

1483
,

（vol.1

�2

（
9
）
）
を
用
い
、
ド
イ
ツ
語
版
原
典
の

仏
訳
版le

voyage
en

E
gypte

de
F

éix
F

abri,
1483

,

（vol.3 （
10
）
）

を
適
宜
参
照
し
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
「
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼

記
」
あ
る
い
は
単
に
「
巡
礼
記
」
と
表
す
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
呼
称
及
び
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
階
層
性
に
つ

い
て
は
第
四
章
で
考
察
を
行
う
が
、
ラ
テ
ン
語
版
原
典
で
はtrut-

schelm
annus

と
記
さ
れ
、
英
訳
版
で
はdragom

an

、
仏
訳
版

で
はtruchem

an

と
訳
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
職
位
の
上
下
を

表
す
言
葉
が
合
わ
せ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
本
稿
で
は

dragom
an

、truchem
an

は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
、
職
位
の
上
下
の
あ

る
場
合
に
は
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
、
下
位
ド
ラ
ゴ
マ
ン
な
ど
と
表
記

す
る
。
ま
た
、
巡
礼
記
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を
カ
リ
ヌ
ス

（calinus

（
11
）
）
と
呼
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
が
、
本
稿
で

も
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
そ
し
て
職
位
の
上
下
が
あ
る
場
合
に
は
主

席
カ
リ
ヌ
ス
、
下
位
カ
リ
ヌ
ス
等
と
表
記
す
る
。
カ
リ
ヌ
ス
の
呼

称
に
つ
い
て
も
第
四
章
で
考
察
を
行
う
が
、
特
定
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
そ
の
意
味
は
同
じ
と
考
え

ら
れ
る
。

２

先
行
研
究
に
つ
い
て

マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
巡
礼
者
に
随
伴
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を
取

り
扱
っ
た
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
で
は
な
い
。
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー

J.
E

.
W

ansbrough

の
論
考“A

M
am

luk
A

m
bassador

to

V
enice

in
913/1507 （

12
）”

は
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
も
現
れ
る
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
ス
ル
タ
ン
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
に
派
遣
さ
れ
た
外
交
特
使
と
し
て
の
彼
に
焦
点
を
あ
て
た
論

考
で
あ
り
、
巡
礼
者
に
随
伴
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
は
な
い
。
プ
レ

ス
コ
ッ
トH

.F.M
.Prescott

の
三
冊
の
著
述F

riar
F

elix
at

Large
:A

F
ifteenth-century

Pilgrim
age

to
the

H
oly

Land （
13
）
、

Jerusalem
Journey

:Pilgrim
age

to
the

H
oly

Land
in

the
F

if-

teenth
C

entury

（
14
）
、O

nce
to

Sinai （
15
）
は
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
つ

い
て
の
解
説
的
性
格
が
強
く
、
特
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
焦
点
を
あ
て

た
も
の
で
は
な
い
。
ム
レ
イG

.W
.M

urray

の
論
考“Ferix

Fabri’s
Pilgrim

age
from

G
aza

to
M

ount
Sinai

and
C

airo,

A
.D

.1483 （
16
）”

は
主
に
ガ
ザ
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
の
行
程
を
日
程
順
に

確
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ

な
い
。

西
ア
ラ
ブ
地
域
に
関
す
る
サ
リ
ク
リ
ュ
の
論
考
は
中
世
後
期
の

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

七
五
（
七
五
）



通
訳
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
砂
漠
を
旅
す
る
巡

礼
者
た
ち
に
と
っ
て
の
通
訳
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
記
述
が
見
ら

れ
る
が
（
17
）
、
主
に
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
通
訳
の
言
語
能
力
の
獲

得
を
論
じ
て
い
る
点
、
ム
ス
リ
ム
の
通
訳
が
そ
の
中
心
で
は
な
い

と
い
っ
た
点
は
本
稿
の
考
察
対
象
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ

ス
マ
ン
朝
期
に
つ
い
て
は
黒
木
英
充
に
よ
る
論
考
（
18
）
、
ナ
タ
リ
ー
・

ロ
ス
マ
ン
の
論
考
（
19
）
が
あ
る
が
、
宮
廷
や
外
国
公
館
に
所
属
す
る
通

訳
官
や
通
商
交
渉
に
関
わ
る
通
訳
を
取
り
扱
っ
て
お
り
、
巡
礼
者

に
随
伴
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

３

史
料
（
一
五
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
巡
礼

記
）
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
本
稿
で
史
料
と
し
て
用
い
た
フ
ァ
ブ
リ
以
外
の
巡
礼

記
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。

（
１
）
メ
シ
ュ
ラ
ム
・
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
巡
礼
記

メ
シ
ュ
ラ
ム
・
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
巡
礼
記
はR

abbi

M
eshullam

ben
R

.M
enahem

of
V

olterra

（1481

）
と
題
さ

れ
、Jew

ish
T

ravellers （
20
）
に
そ
の
一
部
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
在
住
の
裕
福
な
ユ
ダ
ヤ
人
（
21
）
で
あ
る
彼
の
巡
礼
記
は

一
四
八
一
年
五
月
四
日
の
ロ
ー
ド
ス
島
到
着
に
始
ま
り
、
ア
レ
ク

サ
ン
ド
リ
ア
、
カ
イ
ロ
を
経
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
滞
在
、
そ
の
後
ヤ

ッ
フ
ォ
ー
、
ベ
イ
ル
ー
ト
、
ダ
マ
ス
カ
ス
等
を
訪
問
、
十
月
一
九

日
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
帰
着
し
て
終
わ
る
。
彼
の
巡
礼
行
は
フ
ァ

ブ
リ
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
カ
イ
ロ
で
は
フ
ァ
ブ
リ
に
随
伴
し

た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
も
接
触
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
巡
礼
記
に
は
旅

の
途
中
で
見
聞
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
集
落
に
つ
い
て
の
記
述
も
多
く

見
ら
れ
る
。
旅
の
同
行
者
は
仲
間
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
と
随
行
の
ア
ン

ト
ニ
オ
と
あ
り
（
22
）
、
ま
た
五
名
と
す
る
記
述
も
あ
る
の
で
少
人
数
で

の
個
人
旅
行
の
形
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
ヨ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記

原
典
は
フ
ラ
ン
ド
ル
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
仏
訳
版
で

あ
るle

voyage
en

E
gypte

de
Joos

van
G

histele
1482

�1483 （
23
）

を
用
い
た
。
仏
訳
版
の
導
入
部
に
よ
る
と
ヨ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
ギ

ー
ス
テ
ルJoos

van
G

histele

（
一
四
四
六
年
頃
〜
一
五
一
六

年
）
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
名
家
に
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
り
、
四
年
に

及
ぶ
東
方
探
訪
の
旅
を
行
い
（
24
）
、
仏
訳
版
は
そ
の
巡
礼
記
の
一
部

（
一
四
八
二
〜
八
三
年
）
が
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
記
述
者

で
あ
る
家
付
き
司
祭
の
ゼ
ー
ブ
ー
トA

m
boise

Zeebout

は
フ

ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
及
び
同
行
の
フ
ァ
ン
・
ク
ィ
シ
ュ
ー
トvan

Q
uisthout

の
残
し
た
も
の
を
も
と
に
記
述
を
完
成
さ
せ
た
と
さ

れ
る
が
（
25
）
、
聖
地
巡
礼
に
関
す
る
こ
と
の
他
に
も
、
カ
イ
ロ
の
街
の

雑
踏
や
住
居
、
奴
隷
売
買
、
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
の
作
法
な
ど
が

史
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記
さ
れ
て
お
り
、
話
題
は
多
岐
に
亘
る
（
26
）
。
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
と

時
期
が
重
な
っ
て
お
り
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
も
登
場
す
る
ド

ラ
ゴ
マ
ン
や
カ
イ
ロ
の
貴
金
属
商
に
つ
い
て
の
記
述
も
見
ら
れ
る
（
27
）
。

（
３
）
ア
ー
ノ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
の
巡
礼
記

原
典
は
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
英
訳
版T

he

Pilgrim
age

of
A

rnold
von

H
arff

knight
from

C
ologne

,

through
Italy,

Syria,
E

gypt,
A

rabia,
E

thiopia,
N

ubia,
Pal-

estine,
T

urkey,
F

rance,
and

Spain

（1496

�99 （
28
））
を
用
い
た
。

英
訳
版
の
訳
者
マ
ル
コ
ム
・
レ
ッ
ツM

alcom
Letts

は
、
ア
ー

ノ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フA

rnold
von

H
arff

（
一
四
七
一

〜
一
五
〇
五
年
）
は
ケ
ル
ン
近
郊
の
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
、
約

三
五
年
の
短
い
生
涯
で
あ
っ
た
が
勇
気
と
決
断
力
に
優
れ
、
歳
に

似
合
わ
ず
俊
敏
で
判
断
力
や
観
察
力
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と

述
べ
て
い
る
（
29
）
。
彼
は
一
四
九
六
年
に
ケ
ル
ン
を
出
発
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
、
カ
イ
ロ
、
シ
ナ
イ
半
島
な
ど
を
経
て
イ
ン
ド
、
中
央

ア
フ
リ
カ
な
ど
を
旅
し
、
一
四
九
九
年
秋
に
帰
郷
し
た
と
さ
れ
る

が
、
訳
者
は
イ
ン
ド
か
ら
先
は
彼
の
創
作
と
判
じ
て
い
る
（
30
）
。
ま
た

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
の
一
五
年
ほ
ど
後
で
は
あ
る
が
、
フ
ァ
ブ
リ

の
巡
礼
記
に
現
れ
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
会
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い

る
（
31
）。

（
４
）
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
の
巡
礼
記

原
典
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
英
訳
版T

ravels

and
A

dventures

（1435

�1439 （
32
））
を
用
い
た
。
ペ
ロ
・
タ
フ
ー

ルPero
T

afur

（
一
四
一
〇
頃
〜
一
四
八
四
年
頃
）
は
コ
ル
ド
バ

生
ま
れ
と
思
わ
れ
る
人
物
で
、
家
系
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
地
方
貴

族
で
あ
っ
た
。
そ
の
巡
礼
記
は
一
四
三
五
〜
三
九
年
に
エ
ル
サ
レ

ム
、
キ
プ
ロ
ス
、
シ
ナ
イ
半
島
、
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

等
を
旅
し
た
記
録
で
あ
り
、
カ
イ
ロ
で
は
セ
ヴ
ィ
ー
リ
ャ
生
ま
れ

の
ユ
ダ
ヤ
教
棄
教
者
で
あ
る
サ
イ
ムSaym

と
い
う
名
の
ス
ル
タ

ン
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
知
り
合
い
、
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
33
）
。

４

一
四
〜
一
五
世
紀
の
巡
礼
行
と
巡
礼
記

（
１
）
一
四
〜
一
五
世
紀
の
巡
礼
行

一
四
〜
一
五
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
巡
礼
行
は
船
で
ヤ
ッ

フ
ォ
ー
に
到
着
後
エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
を
行
い
、
再
び
ヤ
ッ
フ
ォ
ー

か
ら
同
じ
船
で
帰
国
す
る
コ
ー
ス
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
エ
ル
サ

レ
ム
か
ら
シ
ナ
イ
半
島
、
カ
イ
ロ
に
旅
し
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

か
ら
帰
国
す
る
コ
ー
ス
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）
も
存
在
し
た
が
、

シ
ャ
レ
イ
ロ
ン
が
「
大
胆
で
も
な
く
、
裕
福
で
も
な
い
巡
礼
者
た

ち
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
旅
を
終
え
た
が
、
懐
に
余
裕
が
あ
り
冒
険
を

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

七
七
（
七
七
）



好
む
の
な
ら
、
シ
ナ
イ
山
の
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
、
さ
ら
に
紅

海
を
経
て
カ
イ
ロ
へ
の
旅
が
可
能
で
あ
っ
た
（
34
）
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
コ
ー
ス
は
危
険
と
費
用
を
伴
う
も
の
で
あ
り
一
般

的
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
35
）
。
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
か
ら

も
、
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
シ
ナ
イ
半
島
を
経
て
カ
イ
ロ
に
至
る
砂
漠

を
越
え
て
の
旅
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
み
の
巡
礼
行
と
は
異
な
る
厳
し

い
旅
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

フ
ァ
ブ
リ
は
生
涯
に
二
度
エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
を
行
っ
た
が
、
最

初
の
巡
礼
行
で
は
一
般
的
な
コ
ー
ス
で
旅
を
し
て
お
り
、
本
稿
の

考
察
対
象
で
あ
る
二
回
目
の
巡
礼
行
（
36
）
に
お
い
て
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
で
巡
礼
船
の
船
長
と
交
わ
し
た
巡
礼
契
約
（
37
）
で
は
エ
ル
サ
レ
ム
巡

礼
後
は
同
じ
船
で
帰
国
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
カ
イ
ロ
、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
の
旅
に
参
加
し
な
い
巡
礼
者
た
ち
は
往
路
と

同
じ
船
で
帰
国
し
た
（
38
）
。
フ
ァ
ブ
リ
の
二
回
目
の
巡
礼
行
は
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
船
船
長
が
一
括
し
て
請
け
負
う
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ヤ

ッ
フ
ォ
ー
上
陸
の
際
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
、
ラ
ー
マ
（
39
）
、
ガ
ザ
の
統
治

者
（G

ouvernors

）
が
そ
ろ
っ
て
港
で
巡
礼
者
た
ち
を
出
迎
え

た
こ
と
（
40
）
、
ラ
ー
マ
で
は
現
地
の
修
道
院
長
（Father

G
uard-

ian

）
か
ら
巡
礼
の
心
得
二
七
ヶ
条
（
41
）
を
読
み
聞
か
さ
れ
て
い
る
が
、

内
容
の
整
理
さ
れ
た
旅
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
ヤ
ッ
フ
ォ
ー

上
陸
の
直
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
こ
の
コ
ー
ス
が
標
準
的
な

巡
礼
の
旅
で
あ
り
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
も
こ
の
形
態
の
巡
礼
行
を
認

め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
42
）
。

（
２
）
一
四
〜
一
五
世
紀
の
巡
礼
行
及
び
巡
礼
記
の
特
徴

一
四
〜
一
五
世
紀
の
巡
礼
行
及
び
巡
礼
記
に
つ
い
て
、
シ
ャ
レ

イ
ロ
ン
は
、
巡
礼
行
が
特
定
の
社
会
階
層
に
属
す
る
人
た
ち
の
み

の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
（
43
）
、
巡
礼
者
た
ち
の
関
心
や
巡
礼
記

の
記
述
内
容
が
宗
教
的
な
事
柄
に
限
ら
れ
ず
多
岐
に
亘
っ
て
い
た

こ
と
（
44
）
、
巡
礼
記
が
第
三
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
45
）
。
フ
ァ
ブ
リ
の
巡

礼
記
の
特
徴
は
次
章
で
論
述
す
る
が
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
話
題

は
実
に
多
彩
で
あ
り
、
巡
礼
記
の
訳
者
マ
ッ
ソ
ン
は
フ
ァ
ブ
リ
自

身
も
楽
し
み
や
気
晴
ら
し
に
読
ま
れ
る
本
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

と
記
し
て
い
る
（
46
）
。
ま
た
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
や
フ
ァ
ン
・
ギ
ー

ス
テ
ル
、
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
の
巡
礼
記
で
も
同
様
の
特
徴
が
確
認

で
き
る
。

５

ア
マ
ー
ン
に
つ
い
て

古
来
よ
り
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
領
域
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
か

ら
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ア
マ
ー
ン
（am

ān

）
を
付
与
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
そ
の
領
域
内
で
の
滞
在
・
移
動
が
認
め
ら
れ
、
身
体
お

よ
び
財
産
の
安
全
が
保
障
さ
れ
た
。
ア
マ
ー
ン
に
つ
い
て
、『
イ

史
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ス
ラ
ー
ム
百
科
事
典
』
で
は
ダ
ー
ル
・
ア
ル
イ
ス
ラ
ー
ム
を
訪
れ

る
非
ム
ス
リ
ム
の
異
邦
人
に
対
し
与
え
ら
れ
る
通
行
・
滞
在
許
可

（safe-conduct

）、
あ
る
い
は
安
全
の
公
約
（pledge

of
secu-

rity

）
を
意
味
し
、
ア
マ
ー
ン
を
与
え
ら
れ
た
異
邦
人
で
あ
る
ム

ス
タ
ー
ミ
ン
（m

usta’m
in

）
は
ム
ス
リ
ム
の
地
に
個
人
的
な
所

持
品
や
武
器
、
什
器
、
財
産
を
所
持
し
て
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
（
47
）
。
そ
し
て
ハ
ッ
ド
ゥ
ー
リM

ajid
K

hadduri

は
ア

マ
ー
ン
に
つ
い
て
、
ム
ス
リ
ム
や
非
ム
ス
リ
ム
が
互
い
の
領
域
を

旅
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
適
格
性
を
与
え
る
原
則
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
（
48
）
。

ダ
ー
ル
・
ア
ル
ハ
ル
ブ
か
ら
の
来
訪
者
で
あ
る
フ
ァ
ブ
リ
が
そ

の
巡
礼
の
旅
を
無
事
に
終
え
帰
国
し
た
こ
と
は
ア
マ
ー
ン
の
適
用

を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
巡
礼
記
で

は
通
行
・
滞
在
許
可
に
関
す
る
記
述
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長

と
の
契
約
書
（
49
）
、
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
上
陸
時
（
50
）
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
カ

イ
ロ
ま
で
の
巡
礼
契
約
書
を
新
た
に
締
結
し
た
時
（
51
）
、
ガ
ザ
到
着
の

時
（
52
）、
カ
イ
ロ
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
入
る
た
め
の
ス
ル
タ
ン
の

書
状
を
取
得
し
た
時
（
53
）
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
城
門
で
の
検
査

時
（
54
）や
そ
の
地
の
統
治
者
を
訪
問
し
滞
在
の
許
可
を
得
た
時
（
55
）
な
ど
に

そ
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
本
稿
第
三
章
に
お
い
て
触
れ
る

が
、
多
く
の
場
合
に
随
伴
し
て
い
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
そ
の
取
得
や

確
認
に
関
与
し
て
い
る
。

ア
マ
ー
ン
は
通
常safe-conduct

（
英
語
（
56
）
）、sauf-conduit

（
仏
語
）
と
訳
さ
れ
る
が
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
（
ラ
テ
ン
語
版

原
典
）
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
の
契
約
書
、
ヤ
ッ
フ
ォ

ー
上
陸
時
、
カ
イ
ロ
ま
で
の
新
た
な
巡
礼
契
約
締
結
時
、
ア
レ
ク

サ
ン
ド
リ
ア
の
城
門
で
の
検
査
時
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ド
ラ

ゴ
マ
ン
の
請
求
内
訳
に
はsafe-conduct

を
表
すsalvus

con-

ductus

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
（
57
）
、
ガ
ザ
で
の
滞
在
許
可
で
はli-

centia （
58
）
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
現
地
の
統
治
者
か
ら
滞
在
許
可

を
得
た
と
こ
ろ
で
はperm

itto

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
（
59
）。
ま
た
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
入
る
の
に
際
し
カ
イ
ロ
で
取

得
し
た
ス
ル
タ
ン
の
書
状
に
つ
い
て
はlittera

testim
onialiet

prom
otoria

、littera
prom

issa
libertatis （

60
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

フ
ァ
ブ
リ
が
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
お
け
る
ア
マ
ー
ン
の
制
度
的
な
側

面
に
つ
い
て
ど
の
様
に
理
解
し
て
い
た
か
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
通
行
・
滞
在
許
可
を
表
す
言
葉
は
必
ず
し
も
一
様
で

は
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
ア
マ
ー
ン
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
ア
マ
ー
ン
を
意
味
す
る
言
葉
は
原

則
と
し
て
「
通
行
・
滞
在
許
可
」
を
用
い
た
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

七
九
（
七
九
）



第
１
章

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
と
そ
の
巡
礼
記

１

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
巡
礼
記
の
仏
訳
版
に
付
さ
れ
た
訳
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ

ッ
ソ
ンJacques

M
asson

に
よ
る
導
入
部
に
基
づ
き
、
フ
ェ
リ

ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
生
涯
と
そ
の
人
物
像
を
概
観
す
る
（
61
）
。

フ
ァ
ブ
リ
は
一
四
三
四
ま
た
は
三
五
年
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
貴

族
の
家
系
に
生
ま
れ
、
一
七
歳
の
時
に
ド
メ
ニ
コ
会
の
修
道
士
と

な
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
歳
代
の
頃
か
ら
ウ
ル
ム
（
62
）
の
修
道
院
で
過
ご

し
、
一
五
〇
二
年
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
聖
職
者
で
あ
る
。
旅
好

き
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
は
一
四
八
〇
年
と
一
四

八
三
年
の
二
度
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
フ
ロ
ツ
ハ
イ
ム
、

ア
ー
ヘ
ン
、
ロ
ー
マ
に
旅
し
、
巡
礼
後
も
二
度
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に

旅
し
た
と
述
べ
ら
れ
、
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
一
四
八
九
年
に
は

三
度
目
の
エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
を
計
画
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

フ
ァ
ブ
リ
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
マ
ッ
ソ
ン
は
活
力
に
溢
れ
た

旅
行
者
で
あ
り
、
好
奇
心
が
旺
盛
で
、
表
裏
の
な
い
純
朴
で
率
直
、

飾
り
気
な
く
分
け
隔
て
の
な
い
善
い
性
格
の
人
物
と
述
べ
て
い
る
。

巡
礼
記
に
も
、
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
随
伴
し
た
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
と
は
冗
談
を
言
い
合
い
（
63
）
、
ロ
バ
使
い
と
は

途
中
で
水
や
食
料
を
分
け
合
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
な
ど
（
64
）
、
現
地

の
人
と
も
良
好
な
人
間
関
係
を
構
築
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま

た
、
無
花
果
を
食
べ
過
ぎ
て
唇
に
潰
瘍
が
出
来
た
話
（
65
）
や
ド
ラ
ゴ
マ

ン
の
制
止
を
無
視
し
て
紅
海
を
見
に
行
き
砂
漠
で
迷
っ
た
話
（
66
）
な
ど

の
失
敗
談
は
彼
の
飾
り
気
の
な
い
人
柄
を
物
語
る
も
の
と
言
え
る
。

２

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
に
つ
い
て

フ
ァ
ブ
リ
の
一
回
目
の
巡
礼
行
は
一
四
八
〇
年
四
月
に
ウ
ル
ム

を
出
発
し
、
一
一
月
に
帰
郷
す
る
約
七
ヶ
月
の
旅
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
巡
礼
行
に
つ
い
て
は
二
回
目
の
巡
礼
記
の
冒
頭
に
短
い
記
述

が
見
ら
れ
る
（
67
）
。
そ
こ
で
は
彼
は
苦
労
し
、
危
険
を
冒
し
、
時
間
と

費
用
を
費
や
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
何
ら
得
る
こ
と
の
な
い
旅
で

あ
っ
た
と
述
べ
（
68
）
、
そ
の
旅
の
途
中
で
エ
ル
サ
レ
ム
や
シ
ナ
イ
半
島

を
巡
る
二
回
目
の
巡
礼
行
を
決
意
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
69
）
。

そ
し
て
記
述
の
多
く
は
地
中
海
の
船
旅
に
つ
い
て
で
あ
り
エ
ル
サ

レ
ム
の
巡
礼
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ

る
二
回
目
の
巡
礼
行
は
一
四
八
三
年
四
月
一
四
日
か
ら
翌
年
一
月

三
〇
日
ま
で
の
約
九
ヶ
月
半
に
及
ぶ
旅
で
あ
り
、
フ
ァ
ブ
リ
四
八

歳
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
旅
程
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
70
）
。

ウ
ル
ム
を
出
発
後
、
四
月
二
七
日
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
到
着
（
71
）
、

四
月
三
〇
日
に
ガ
レ
ー
船
船
長
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
ン
ドM

aster
Pe-

ter
Lando

と
巡
礼
行
の
契
約
を
交
わ
し
た
（
72
）
。
契
約
は
エ
ル
サ
レ

史
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ム
巡
礼
後
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
か
ら
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

契
約
書
第
一
六
条
、
第
一
七
条
に
シ
ナ
イ
山
へ
行
く
場
合
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
り
、
当
初
よ
り
シ
ナ
イ
山
、
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
へ
の
旅
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

六
月
一
日
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
出
港
、
七
月
五
日
に
ヤ
ッ
フ
ォ

ー
に
上
陸
。
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
か
ら
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
、
エ
ル
フ
ァ

ー
ロ
の
二
名
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
巡
礼
者
た
ち
に
随
伴
し
、
ラ
ー
マ

の
街
を
経
由
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
は
七
月
一
二
日
に
到
着
、
八
月

二
四
日
ま
で
滞
在
し
聖
地
等
の
巡
礼
を
行
っ
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
に

お
い
て
フ
ァ
ブ
リ
た
ち
は
二
隻
の
船
（
73
）
の
巡
礼
者
た
ち
か
ら
改
め
て

希
望
者
を
募
り
、
シ
ナ
イ
山
、
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ

の
巡
礼
の
旅
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
（
74
）
。
そ
し
て
七
月
二
二
日
に
随

伴
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
の
間
で
新
た
な
巡
礼

契
約
を
行
い
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
統
治
者（lord

governor
of

Jeru-

salem

）
と
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
連
署
の
契
約
書
を
作
成
し
た
（
75
）
。
な

お
、
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
の
旅
に
参
加
し
な
い
人
た

ち
は
同
日
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
と
も
に
エ
ル
サ
レ
ム
を
出
発

し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
の
帰
途
に
つ
い
た
。

八
月
九
日
に
は
カ
イ
ロ
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン

が
ス
ル
タ
ン
の
命
を
受
け
一
行
の
査
問
に
エ
ル
サ
レ
ム
を
訪
れ
、

そ
の
際
彼
の
カ
イ
ロ
に
お
け
る
随
伴
が
決
ま
っ
た
（
76
）
。
一
行
は
八
月

二
四
日
に
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
と
共
に
エ
ル
サ
レ

ム
を
発
ち
、
ガ
ザ
を
経
て
九
月
二
二
日
に
シ
ナ
イ
山
に
至
り
、
カ

イ
ロ
近
郊
の
マ
タ
リ
ア
に
は
一
〇
月
六
日
に
到
着
し
た
。
な
お
、

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
は
ガ
ザ
で
離
任
し
、
そ
の
後
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ

だ
け
が
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
し
て
随
伴
し
た
（
77
）
。
マ
タ
リ
ア
で
は
ド
ラ
ゴ

マ
ン
が
交
代
（
78
）
、
そ
こ
か
ら
一
〇
月
一
九
日
に
ブ
ー
ラ
ー
ク
で
自
ら

の
代
理
に
指
名
し
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
ハ
リ
ュ
に
引
き
継
ぐ
ま
で
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
随
伴
し
た
。
ブ
ー
ラ
ー
ク
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
へ
至
る
旅
は
代
理
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
ハ
リ
ュ
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
職

責
を
果
た
さ
ず
、
巡
礼
者
た
ち
に
と
っ
て
は
艱
難
辛
苦
の
旅
で
あ

っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
は
一
〇
月
二
三
日
に
到
着
、
翌
日

検
閲
の
後
に
街
に
入
り
、
以
後
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
い
う
名
の
ド

ラ
ゴ
マ
ン
が
随
伴
し
た
。
そ
し
て
一
一
月
五
日
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
を
出
港
。
翌
年
一
月
八
日
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
到
着
、
ウ
ル

ム
に
帰
着
し
た
の
は
一
月
三
〇
日
で
あ
っ
た
（
79
）
。

３

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
第
二
回
巡
礼
行
に
つ
い
て

の
巡
礼
記
（
80
）

本
稿
の
基
本
史
料
と
し
て
用
い
る
の
が
、
こ
の
二
回
目
の
巡
礼

行
の
記
録
（
巡
礼
記
）
で
あ
る
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

八
一
（
八
一
）



（
１
）
ラ
テ
ン
語
版
原
典
と
ド
イ
ツ
語
版
原
典

巡
礼
記
の
仏
訳
版
の
訳
者
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
ッ
ソ
ン
に
よ

れ
ば
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
ラ
テ
ン
語
版
原
典
と
ド
イ
ツ
語

版
原
典
の
二
つ
が
存
在
す
る
。
ラ
テ
ン
語
版
原
典
はF

ratris
F

e-

licis
F

abri
E

vagatorium
in

T
errae

Sanctae,
A

rbiae
et

E
gypti

Peregrinationem

で
あ
り
、
一
八
四
三
年
か
ら
四
九
年

に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
ハ
ッ
ス
ラ
ーK

.D
.H

assler

に
よ
る
校

訂
版
が
最
も
知
ら
れ
た
版
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
版
原
典
は
、
例
え

ば
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
出
港
の
日
が
ラ
テ
ン
語
版
原
典
と
異
な
っ

て
い
る
な
ど
（
81
）
内
容
に
些
か
の
相
違
が
散
見
さ
れ
、
マ
ッ
ソ
ン
は
大

筋
は
ラ
テ
ン
語
版
原
典
に
沿
う
が
別
個
に
編
ま
れ
た
も
の
と
し
て

い
る
（
82
）
。
そ
し
て
巡
礼
記
の
記
述
は
ラ
テ
ン
語
版
原
典
、
ド
イ
ツ
語

版
原
典
の
い
ず
れ
も
日
程
に
沿
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
二
つ

の
原
典
の
仏
訳
版
は
と
も
に
ガ
ザ
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で

の
記
述
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
版
原
典
の
仏
訳
版
が
七
九
〇
頁
で

あ
る
の
に
対
し
ド
イ
ツ
語
版
原
典
の
仏
訳
版
は
僅
か
一
八
五
頁
で

あ
る
。

（
２
）
英
訳
版
と
仏
訳
版

ラ
テ
ン
語
版
原
典
に
は
英
訳
版
と
仏
訳
版
が
あ
る
。
英
訳
版
は

T
he

W
anderings

ofF
elix

F
abri

で
あ
り
、
基
本
史
料
と
し
て

用
い
た
復
刻
版
で
は
二
巻
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
四
八

三
年
四
月
一
四
日
の
ウ
ル
ム
出
発
か
ら
カ
イ
ロ
近
郊
の
マ
タ
リ
ア

に
到
着
す
る
前
日
の
一
〇
月
五
日
ま
で
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
仏

訳
版
はle

voyage
en

E
gypte

de
F

éix
F

abri,
1483

の
第
一
巻
、

第
二
巻
と
し
て
八
月
二
九
日
の
ガ
ザ
到
着
か
ら
一
一
月
五
日
の
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
出
港
ま
で
の
記
述
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
の
特
徴

巡
礼
記
の
原
題
に
あ
るE

vagatorium

は
ラ
テ
ン
語
で
「
放

浪
記
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
訳
者
マ
ッ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
そ
こ
に

付
さ
れ
た
フ
ァ
ブ
リ
自
身
に
よ
る
導
入
部
で
は
単
な
る
巡
礼
の
記

録
で
は
な
く
、「
修
道
士
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
戯
言

（D
ivagations

du
Frère

Féix
Fabri

）」
と
し
て
楽
し
み
や
気

晴
ら
し
に
読
ま
れ
る
本
で
あ
り
、
聖
な
る
こ
と
や
価
値
あ
る
こ
と

の
他
、
珍
し
い
こ
と
や
興
味
深
い
こ
と
を
敢
え
て
混
ぜ
合
わ
せ
た

と
記
さ
れ
て
い
る
（
83
）
。
そ
の
内
容
は
実
に
多
様
で
、
聖
地
巡
礼
、
エ

ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
へ
至
る
砂
漠
の
旅
の
様
子
の
他
、
例
え
ば

ラ
マ
ダ
ー
ン
の
夜
の
騒
ぎ
、
奴
隷
市
場
の
話
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
私
生
活
の
こ
と
な
ど
が
幅
広
く
記
さ
れ
て
お
り
、

第
三
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
巡
礼
記
で
あ
る
。

そ
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
か
ら
フ
ァ
ブ
リ
が
信
仰
の
違
い
や

先
入
観
に
と
ら
わ
れ
ず
状
況
を
冷
静
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

が
窺
え
、
こ
の
点
も
彼
の
巡
礼
記
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

史
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死
海
へ
の
小
旅
行
の
際
に
は
案
内
を
し
た
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
統
治

者
で
あ
る
ア
メ
スA

m
eth

に
つ
い
て
、「
勇
敢
で
信
頼
で
き
る
人

物
で
、
現
地
の
遊
牧
民
と
姻
戚
関
係
に
あ
り
彼
ら
を
恐
れ
ぬ
ム
ス

リ
ム
で
あ
る
（
84
）
」
と
記
し
、
ま
た
シ
ナ
イ
半
島
で
の
巡
礼
者
同
士
の

刃
傷
沙
汰
に
際
し
て
一
人
の
ア
ラ
ブ
人
が
恐
れ
ず
に
間
に
入
っ
て

争
い
を
収
め
た
時
に
は
、「
ア
ラ
ブ
人
は
寿
命
は
神
が
決
め
る
と

考
え
て
い
る
の
で
死
を
恐
れ
な
い
（
85
）
」
と
い
っ
た
彼
ら
の
死
生
観
に

つ
い
て
触
れ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
サ
ラ
セ
ン
（saracen

）」

同
士
の
争
い
に
つ
い
て
は
刃
物
を
投
げ
捨
て
素
手
で
乱
闘
を
演
じ

て
い
る
と
述
べ
、「
一
見
女
々
し
く
見
え
る
が
、
相
手
を
死
に
至

ら
し
め
る
こ
と
無
く
、
理
に
適
っ
た
争
い
の
や
り
方
で
あ
る
（
86
）
」
と

記
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
到
着
時
に
街
の
内
外

を
隔
て
る
二
重
の
城
門
の
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
惨
め
な
一
夜
を
過

ご
し
た
時
に
は
そ
こ
が
安
全
で
清
潔
な
場
所
で
あ
っ
た
と
も
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
（
87
）
。

第
二
章

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
現

れ
る
五
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

こ
こ
で
は
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
に
随
伴
し
た

五
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
つ
い
て
、
随
伴
期
間
と
随
伴
地
域
、
信
仰
、

マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か
、
職
位
・
職
名
、
社
会
的
地
位
、
言
語
能
力
、

人
物
像
や
職
務
遂
行
状
況
に
注
目
し
て
述
べ
る
。

１

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ

Sabathytanco

（
１
）
随
伴
期
間
と
随
伴
地
域

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
の
随
伴
は
巡
礼
者
た
ち
が
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
に
上

陸
し
た
七
月
五
日
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
滞
在
を
経
て
ガ
ザ
で
離
任
す

る
九
月
一
〇
日
ま
で
の
六
八
日
間
で
あ
っ
た
。

（
２
）
信
仰
、
マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
は
「
サ
ラ
セ
ン
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
88
）
。
キ

リ
ス
ト
教
を
棄
て
た
マ
ム
ル
ー
ク
た
ち
が
巡
礼
者
た
ち
と
親
し
げ

に
話
す
こ
と
に
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
た
ち
が
立
腹
し
た
と
の
記
述
が

あ
り
（
89
）
、
ま
た
「
サ
ラ
セ
ン
・
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
主
席
カ
リ
ヌ
ス
が
サ

ラ
セ
ン
の
作
法
で
祈
っ
て
い
る
（
90
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
マ

ム
ル
ー
ク
で
は
な
い
現
地
の
ア
ラ
ブ
人
ム
ス
リ
ム
と
推
察
さ
れ
る
。

（
３
）
職
位
・
職
名

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
の
職
位
・
職
名
は
主
席
カ
リ
ヌ
ス
（chief

calinus

）、
上
位
カ
リ
ヌ
ス
（elder

calinus

）、
大
カ
リ
ヌ
ス

（greater
calinus,grand

cali

）
等
と
表
記
さ
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム

の
巡
礼
者
宿
泊
施
設
の
館
長
（m

aster
of

the
hospice

for
pil-

grim
s

at
Jerusalem

）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
91
）
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

八
三
（
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三
）



（
４
）
社
会
的
地
位

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
主
席
カ
リ
ヌ
ス
の
職
位
に
あ
り
、
エ
ル
サ

レ
ム
の
統
治
者
た
ち
が
修
道
院
で
饗
応
を
受
け
る
場
で
は
彼
も
列

席
しLord

Sabathytanco

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
（
92
）
、
そ
の
様

な
場
に
列
席
で
き
る
社
会
階
層
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
言
語
能
力

巡
礼
団
の
あ
る
貴
族
と
「
通
訳
を
通
し
て
」
話
し
合
っ
た
と
の

記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
言
語
能
力
に
は
疑
問
が
残
る
（
93
）
。

（
６
）
人
物
像
、
職
務
執
行
の
状
況

巡
礼
記
で
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
品
格
の

あ
る
老
人
で
厳
格
だ
が
契
約
事
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
（
94
）
。
職
務
執
行
状
況
に
つ
い
て
は
巡
礼
者
た
ち
を
一
応
真
摯

に
擁
護
し
援
助
し
た
と
述
べ
ら
れ
、
擁
護
者
で
あ
っ
た
カ
リ
ヌ
ス

（
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
）
の
離
任
後
、
困
難
に
耐
え
る
よ
う
勇
気
づ

け
あ
っ
て
旅
を
続
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
95
）
、
彼
が
納
得

で
き
る
職
務
を
遂
行
し
、
巡
礼
者
た
ち
も
一
定
の
信
頼
を
置
い
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

エ
ル
フ
ァ
ー
ロ

E
lphahallo

（
１
）
随
伴
期
間
と
随
伴
地
域

エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
随
伴
期
間
は
巡
礼
者
た
ち
の
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
上

陸
の
翌
日
（
七
月
六
日
）
か
ら
一
〇
月
一
〇
日
に
カ
イ
ロ
で
別
れ

る
ま
で
の
九
七
日
で
あ
り
、
五
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
う
ち
最
も
長

い
。（

２
）
信
仰
、
マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か

「
サ
ラ
セ
ン
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
棄
教
し
た

マ
ム
ル
ー
ク
を
呪
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
マ
ム
ル
ー

ク
で
な
い
現
地
の
ア
ラ
ブ
人
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
拉
致
さ
れ
た
時
に
も
改
宗
を
拒
み
通
し
た
こ
と
か
ら
ム
ス
リ

ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
96
）
。

（
３
）
職
位
・
職
名

エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
職
位
・
職
名
は
下
位
カ
リ
ヌ
ス
（lesser

calinus,under-calinus

、petit
cali

）
と
記
さ
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム

の
巡
礼
者
宿
泊
所
副
所
長
（sub-governor

of
the

hospice

）

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
97
）
。

（
４
）
社
会
的
地
位

社
会
的
地
位
は
不
明
で
あ
る
。
彼
の
自
宅
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
中

心
域
に
位
置
し
、
大
き
な
中
庭
と
沐
浴
用
の
水
槽
を
備
え
、
修
道

院
に
逗
留
し
た
フ
ァ
ブ
リ
を
除
く
十
九
名
の
巡
礼
者
た
ち
が
滞
在

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
（
98
）
、
一
定
の
経
済
力
を
保
持
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
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（
５
）
言
語
能
力

彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拉
致
さ
れ
た
時
に
学
ん
だ
イ
タ
リ
ア
語
（
99
）
、

ド
イ
ツ
人
巡
礼
者
と
の
四
十
八
回
に
お
よ
ぶ
シ
ナ
イ
山
行
を
通
じ

て
学
ん
だ
片
言
の
ド
イ
ツ
語
が
話
せ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
（
100
）
。

（
６
）
人
物
像
、
職
務
執
行
の
状
況

フ
ァ
ブ
リ
が
彼
は
八
〇
歳
を
超
え
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
か

な
り
高
齢
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
彼
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ブ
リ
は

「
謙
虚
で
誠
実
な
サ
ラ
セ
ン
で
道
徳
的
な
美
徳
を
備
え
た
人
物
で

あ
る
」
と
述
べ
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
自
分
が
死
ん
だ
場
合
に
巡
礼

者
た
ち
が
故
国
ま
で
無
事
に
戻
れ
る
か
非
常
に
心
配
し
た
と
記
さ

れ
て
い
る
（
101
）
。
ま
た
、
カ
イ
ロ
で
の
別
れ
の
際
に
は
巡
礼
者
た
ち
は

悲
し
み
に
涙
し
、
あ
た
か
も
父
無
し
子
の
如
く
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
い
る
（
102
）
。
そ
し
て
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
へ

向
か
う
途
中
の
荒
野
で
、
近
道
だ
が
些
か
の
危
険
を
伴
う
ル
ー
ト

か
、
遠
回
り
だ
が
安
全
な
ル
ー
ト
か
の
選
択
を
巡
礼
者
た
ち
に
さ

せ
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
（
103
）
、
ま
た
水
場
に
つ
い
て
の
助
言
等
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
104
）
、
彼
が
こ
の
地
域
を
熟
知
し
た
経
験
豊

か
な
案
内
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

以
上
か
ら
彼
が
熟
練
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
り
、
誠
実
に
そ
の
職

務
を
遂
行
し
た
と
同
時
に
巡
礼
者
た
ち
が
人
間
的
な
面
も
含
め
彼

に
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン

T
anguardin

（
１
）
フ
ァ
ブ
リ
以
外
の
巡
礼
記
に
み
え
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン

前
述
の
通
り
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
の
二
四
年

後
で
あ
る
が
ス
ル
タ
ン
の
外
交
特
使
と
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
派

遣
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
フ
ァ
ブ
リ
以
外
の
巡
礼
記
に
も
記
述
が

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
重
要
な
人
物
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
フ
ァ
ブ
リ
以
外
の
巡
礼
記
の
記
述
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

①
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
に
み
え
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
（
105
）

フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
が
カ
イ
ロ
で
会
っ
た
人
物
は
ア
ン
タ

ル
・
ガ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ンA

ntale
G

averdyn

と
い
う
。
ス
ペ
イ
ン

の
ヴ
ァ
レ
ン
ス
出
身
の
キ
リ
ス
ト
教
棄
教
者
と
さ
れ
、
ス
ル
タ
ン

の
大
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（grand

interprète
du

sultan

）
と
記
さ
れ

る
。
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
現
れ
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
氏
名
に
類

似
性
が
み
ら
れ
、
ま
た
時
期
、
場
所
、
そ
し
て
巡
礼
者
の
対
応
に

あ
た
る
公
的
な
立
場
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、

同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
巡
礼
記
に
み
え
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
（
106
）

ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
が
カ
イ
ロ
で
会
っ
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
サ
グ
リ

ー
・
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
ーSagriV

ardi

、
あ
る
い
は
タ
グ
リ
ー
・
ヴ

ァ
ル
デ
ィ
ーT

agriV
ardi

と
記
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
の
血
を
引
く
ス

ペ
イ
ン
人
で
あ
り
、
国
王
付
き
の
主
席
通
訳
官
（chief

inter-

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

八
五
（
八
五
）



preter
of

the
king

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
カ
イ
ロ
滞
在

は
一
四
八
一
年
六
月
〜
七
月
で
あ
り
、
フ
ァ
ブ
リ
よ
り
二
年
ほ
ど

時
期
が
早
い
が
、
氏
名
、
場
所
、
公
的
な
職
位
に
あ
る
ド
ラ
ゴ
マ

ン
で
あ
る
点
に
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
同
一
人

物
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
そ
の
論
考
に
お
い

て
、
史
料
に
フ
ァ
ブ
リ
と
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
巡
礼
記
を
挙
げ
、

そ
こ
に
み
え
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
や
サ
グ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
ー
を

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
派
遣
さ
れ
た
大
使
の
タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー

と
同
一
人
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
107
）
。

③
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
の
巡
礼
記
に
み
え
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン

フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
の
巡
礼
記
に
現
れ
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
、
氏
名

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
ジ
ェ
ノ
バ
生
ま
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
棄
教
者
、

マ
ム
ル
ー
ク
で
あ
り
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（principaldrago-

m
an

）
と
述
べ
ら
れ
、
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
が
彼
の
自
宅
に
投
宿
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
108
）
。
そ
の
巡
礼
記
の
訳
者
レ
ッ
ツ
は
フ
ァ

ブ
リ
た
ち
も
そ
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（head

dragom
an

）
の
家

に
投
宿
し
た
と
述
べ
、
彼
を
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
同
一
人
物
で
あ
る

と
し
て
い
る
（
109
）
。

（
２
）
随
伴
期
間
と
随
伴
地
域

巡
礼
者
た
ち
が
マ
タ
リ
ア
に
到
着
し
た
一
〇
月
六
日
か
ら
ブ
ー

ラ
ー
ク
を
発
つ
一
九
日
ま
で
の
一
四
日
間
が
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
随

伴
期
間
で
あ
り
、
第
四
章
で
述
べ
る
が
そ
の
地
域
は
カ
イ
ロ
市
街

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
出
自
、
信
仰

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
シ
チ
リ
ア
の
出
身

と
さ
れ
（
110
）
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
は
ス
ペ
イ
ン
の
ヴ
ァ
レ
ン
ス
出

身
（
111
）、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
ス
ペ
イ
ン
人
と
述
べ
（
112
）
、
フ
ォ
ン
・
ハ

ル
フ
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
出
身
と
記
し
て
い
る
（
113
）
。
そ
し
て
ワ
ン
ズ
ブ

ロ
ー
は
ア
ラ
ゴ
ン
の
公
文
書
館
に
残
る
記
録
か
ら
ス
ペ
イ
ン
生
ま

れ
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
確
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
114
）
。

信
仰
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
カ
イ
ロ
の
貴
金

属
商
フ
ラ
ン
ソ
ワFrançois （

115
）
よ
り
聞
い
た
話
と
し
て
、
タ
ン
ゲ

ル
ダ
ン
は
生
ま
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
っ
た
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
し
、
そ
の
後
「
サ
ラ
セ
ン
」
の
国
で
ム
ス
リ
ム
に
改
宗
し
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
116
）
、
彼
自
身
は
い
つ
ま
で
も
ム
ス
リ
ム
で
い
る

つ
も
り
は
な
い
と
言
っ
て
棄
教
を
匂
わ
せ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い

る
（
117
）。
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
は
彼
を
キ
リ
ス
ト
教
棄
教
者
と
述
べ

て
い
る
（
118
）
。
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
、
彼
は
ユ
ダ
ヤ
の
血
を
引
く
人

物
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
迫
害
を
逃
れ
ユ
ダ

ヤ
教
徒
に
復
帰
す
る
た
め
カ
イ
ロ
に
来
て
改
宗
し
て
ム
ス
リ
ム
に

な
っ
た
と
述
べ
（
119
）
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
に
対

し
て
極
め
て
好
意
的
な
対
応
を
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
120
）
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
可

能
性
が
高
く
、
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
改
宗
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
か
ユ

ダ
ヤ
教
か
ら
か
は
不
詳
と
し
て
い
る
が
（
121
）
、
も
と
は
迫
害
を
逃
れ
る

た
め
故
国
を
捨
て
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
、
彼
の
棄
教
を
匂
わ
せ
る
発
言
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
へ
の
復
帰

を
意
味
す
る
と
推
察
さ
れ
る
。

（
４
）
マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
ス
ル
タ
ン
の
宮

廷
に
入
り
、
有
力
な
マ
ム
ル
ー
ク
と
な
っ
た
と
す
る
貴
金
属
商
フ

ラ
ン
ソ
ワ
の
話
が
記
さ
れ
て
お
り
（
122
）
、
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
も
彼
が
マ

ム
ル
ー
ク
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
123
）
。
そ
し
て
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
そ
の

論
考
で
、
彼
を
幼
少
の
頃
に
奴
隷
と
し
て
買
わ
れ
た
マ
ム
ル
ー
ク
（
124
）

で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
派
遣
さ
れ
た
マ
ム

ル
ー
ク
の
大
使
」
と
し
て
い
る
（
125
）
。

（
５
）
言
語
能
力

タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
フ
ァ
ブ
リ
た
ち
と
の
初
対
面
の
場
で
ラ
テ
ン

語
と
イ
タ
リ
ア
語
で
挨
拶
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
126
）
。
ま
た
、
フ

ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
は
、
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
場
面
で
フ
ァ
ン
・

ギ
ー
ス
テ
ル
の
述
べ
る
内
容
を
彼
が
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
し
て
奏
上

し
た
と
記
し
て
お
り
（
127
）
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
彼
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、

イ
タ
リ
ア
語
、
ト
ル
コ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ド
イ

ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
七
カ
国
語
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
（
128
）
。
以

上
の
点
か
ら
彼
が
諸
言
語
に
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
職
位
・
職
名

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
た
め
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（dragom

an
of

the
christians

）、
カ

イ
ロ
の
通
訳
官
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
（m

aître
T

anguardin,le

truchem
an

du
C

aire

）、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
通
訳
で
あ
る
マ
ム

ル
ー
ク
の
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
（m

am
elouk

T
anguardin,truche-

m
an

des
chrétiens

）
等
と
記
さ
れ
て
い
る
（
129
）
。

タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
職
位
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ブ
リ
は
主
席
ド
ラ
ゴ

マ
ン
と
い
っ
た
表
現
は
用
い
て
い
な
い
が
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ

ル
は
ス
ル
タ
ン
の
大
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（grand

interprèt
du

sul-

tan （
130
）
）、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
国
王
付
き
の
主
席
通
訳
（chief

in-

terpreter
of

the
king

）、ス
ル
タ
ン
付
き
の
大
ド
ラ
ゴ
マ
ン（sul-

tan’s
great

dragom
an

）
と
述
べ
（
131
）
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
の
一

五
年
ほ
ど
後
で
あ
る
が
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
の
巡
礼
記
で
は
、
大
ド

ラ
ゴ
マ
ン
（great

dragom
an

）、
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（principal

dragom
an

）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
132
）
。
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
も
彼
を
主

席
ド
ラ
ゴ
マ
ンchief

dragom
an

と
表
し
、
極
め
て
重
要
な
人

物
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
133
）
。

ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
一
四
八
一
年
の
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
エ
ジ

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

八
七
（
八
七
）



プ
ト
訪
問
時
に
は
既
に
宮
廷
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、

主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
い
っ
た
地
位
に
あ
っ
た
と
は
断
定
し
て
い
な

い
（
134
）。
し
か
し
な
が
ら
フ
ァ
ブ
リ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
フ
ァ
ン
・
ギ
ー

ス
テ
ル
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
等
の
巡
礼
記
で
は
主
席
等
の
職
位

で
記
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
貴
金
属
商

フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
話
と
し
て
彼
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

受
け
入
れ
の
独
占
権
を
ス
ル
タ
ン
か
ら
買
い
取
っ
た
こ
と
、
彼
の

許
可
無
し
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
カ
イ
ロ
に
は
入

れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
135
）
、
彼
が
相
当

の
有
力
な
地
位
と
権
限
を
持
つ
人
物
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
、
主
席

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
位
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

後
述
す
る
と
お
り
フ
ァ
ブ
リ
は
彼
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
い
人
物

評
価
を
し
て
お
り
、
主
席
と
い
っ
た
呼
称
を
用
い
な
か
っ
た
可
能

性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
７
）
社
会
的
地
位

前
述
し
た
と
お
り
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
相
当
の
地
位
と
権
限
を

持
つ
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
巡
礼
記
に
は
彼
が
宮
廷
へ
自
由

に
出
入
り
で
き
る
許
可
を
得
て
お
り
、
彼
の
案
内
で
ス
ル
タ
ン
に

謁
見
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
136
）
。
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
は
ス

ル
タ
ン
へ
の
謁
見
は
ガ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ン
（
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
）
の
取

り
計
ら
い
に
よ
る
と
述
べ
、
ま
た
ス
ル
タ
ン
の
側
に
彼
が
い
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
（
137
）
。
ま
た
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
カ
イ
ロ
で
知
遇

を
得
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
最
高
権
力
者
ベ
ン
・
ヨ
セ

フR
.Solom

on
ben

R
.Joseph

が
主
席
通
訳
の
サ
グ
リ
ー
・
ヴ

ァ
ル
デ
ィ
ー
（
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
）
か
ら
便
宜
を
得
ら
れ
る
様
に
取

り
計
ら
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
ダ
・

ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
が
エ
ル
サ
レ
ム
へ
旅
す
る
に
あ
た
り
、
サ
グ
リ

ー
・
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
ー
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
等
に
便
宜
を

図
っ
て
く
れ
る
よ
う
書
状
を
認
め
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
実
際

に
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
課
税
を
免
れ
、
十
分
な
厚
遇
を
受
け
た
の
で

あ
っ
た
（
138
）
。
そ
し
て
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
彼
が
ス
ル
タ
ン
か
ら
最

高
位
の
人
物
に
の
み
下
賜
さ
れ
る
貴
重
な
バ
ル
サ
ム
の
樹
液
を
保

持
し
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
（
139
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
タ
ン
ゲ
ル

ダ
ン
が
社
会
的
に
高
い
地
位
に
あ
る
重
要
人
物
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
８
）
人
物
像
、
職
務
執
行
状
況

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
記
さ
れ
る
タ
ン
ゲ
ル

ダ
ン
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
巡
礼
者
た
ち
の
査

問
（
140
）、
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
（
141
）
、
管
理
の
厳
重
な
バ
ル
サ
ム
・
ガ
ー
デ

ン
見
学
の
案
内
（
142
）
、
マ
タ
リ
ア
か
ら
カ
イ
ロ
市
街
ま
で
の
案
内
（
143
）
、
カ

イ
ロ
で
の
宿
舎
の
提
供
（
144
）
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
入
る
た
め
の
ス

ル
タ
ン
の
書
状
の
取
得
（
145
）
と
い
っ
た
事
項
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

史
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そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
巡
礼
者
の
査
問
以
外
は
カ
イ
ロ
に

お
け
る
事
柄
で
あ
る
。
な
お
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
エ
ル
サ
レ
ム
で

は
巡
礼
者
た
ち
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
送
り
届
け
る
こ
と
を

約
束
し
た
が
（
146
）
、
カ
イ
ロ
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
は
ハ
リ
ュ
を

代
理
人
に
任
命
し
、
自
ら
は
随
伴
し
な
か
っ
た
（
147
）
。

フ
ァ
ブ
リ
た
ち
の
一
行
が
カ
イ
ロ
で
の
行
程
を
無
事
に
終
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
し
て
の
一
応

の
職
務
を
遂
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
巡
礼
記
に
は
何
か
に
つ

け
て
金
銭
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ハ
リ
ュ
が
随

行
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
の
行
程
で
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
に
費

用
を
支
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
度
の
支
払
い
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
こ
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
入
る
た
め
に
結
果
的
に
不
要

な
ス
ル
タ
ン
の
書
状
を
取
得
す
る
費
用
を
払
わ
さ
れ
た
こ
と
（
148
）
、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
対
し
て
巡
礼
者
た
ち
が
裕
福

で
高
い
金
額
を
要
求
で
き
る
こ
と
を
入
れ
知
恵
し
た
と
こ
と
（
149
）
が
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
相
当
卑
劣
で
強
欲
な
人
物
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
巡
礼
記
に
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
強
欲
な
人
間
で
あ
る

と
す
る
貴
金
属
商
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
話
も
記
さ
れ
て
い
る
が
（
150
）
、
フ
ァ

ブ
リ
自
身
も
彼
を
「
羊
の
皮
を
被
っ
た
腹
黒
い
狼
（
151
）
」
と
記
し
、
別

れ
の
際
に
「
財
布
が
軽
く
な
っ
て
も
皮
を
剥
が
れ
ず
に
救
わ
れ
た

こ
と
は
幸
せ
で
あ
っ
た
（
152
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン

に
対
す
る
人
物
評
は
す
こ
ぶ
る
芳
し
く
な
く
、
如
何
に
彼
が
タ
ン

ゲ
ル
ダ
ン
を
嫌
っ
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ワ
ン

ズ
ブ
ロ
ー
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
残
る
一
四
八
九
年
の
史
料
に
は

タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー
（
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
）
は
重
要
人
物
で
あ

り
有
能
で
交
渉
相
手
と
し
て
申
し
分
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

一
五
〇
〇
年
代
初
頭
に
は
カ
イ
ロ
で
の
彼
の
評
価
が
大
き
く
変
化

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
（
153
）
、
彼
が
毀
誉
褒
貶
の
激
し
い
人

物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

４

ハ
リ
ュ

H
alliu

ハ
リ
ュ
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
カ
イ
ロ
の
ブ
ー
ラ
ー
ク
で
離
任
す

る
に
当
た
り
、
代
理
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
指
名
し
た
男
で
あ
る
（
154
）
。
第
三

章
で
述
べ
る
と
お
り
彼
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
し
て
の
職
責
を
ほ
と
ん

ど
果
た
さ
ず
、
考
察
対
象
と
し
て
は
適
性
を
欠
く
が
、
タ
ン
ゲ
ル

ダ
ン
が
自
ら
の
代
理
と
し
て
指
名
し
た
と
い
う
経
緯
、
そ
し
て
他

の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
対
照
と
い
う
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。

（
１
）
随
伴
期
間
と
随
伴
地
域

随
伴
期
間
お
よ
び
担
当
地
域
は
巡
礼
者
た
ち
が
ブ
ー
ラ
ー
ク
を

出
発
す
る
十
月
一
九
日
か
ら
二
四
日
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
到

着
す
る
ま
で
の
六
日
間
で
あ
る
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

八
九
（
八
九
）



（
２
）
信
仰
、
マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か

巡
礼
記
に
「
ハ
リ
ュ
と
い
う
以
前
見
か
け
た
こ
と
の
あ
る
マ
ム

ル
ー
ク
（
155
）
」
と
記
さ
れ
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
自
ら
の
代
理
ド
ラ
ゴ
マ

ン
と
し
て
連
れ
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ

ン
の
マ
ム
ル
ー
ク
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
職
位
・
職
名

ハ
リ
ュ
に
つ
い
て
は
代
理
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（substitut

du

truchem
an

）
と
い
う
表
記
以
外
、
職
位
・
職
名
に
類
す
る
も
の

は
記
さ
れ
て
い
な
い
（
156
）
。

（
４
）
人
物
像
、
職
務
執
行
の
状
況

フ
ァ
ブ
リ
は
ハ
リ
ュ
に
つ
い
て
、
初
対
面
の
時
か
ら
反
感
、
警

戒
心
を
持
っ
た
と
記
し
て
お
り
（
157
）
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
職
責
を
果
た
さ

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
マ
ム
ル
ー
ク
と

記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
や
後
述
す
る
シ
ャ
ム
ベ
ッ

ク
の
よ
う
な
地
元
住
民
等
に
対
す
る
存
在
感
は
全
く
感
じ
ら
れ
な

い
。
フ
ァ
ブ
リ
も
彼
に
対
し
「
ガ
イ
ド
で
悪
人
、
ず
る
が
し
こ
い

男
」
等
と
付
記
し
て
お
り
（
158
）
、
全
く
信
頼
を
置
か
ず
強
い
嫌
悪
感
を

抱
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
な
お
、
ハ
リ
ュ
の
言
語
能
力

お
よ
び
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
は
記
述
が
無
く
不
明
で
あ
る
。

５

シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク

Scham
beck

（
１
）
随
伴
期
間
と
随
伴
地
域

随
伴
期
間
は
一
行
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
街
に
入
っ
た
一
〇

月
二
四
日
か
ら
帰
国
の
船
に
乗
船
す
る
一
一
月
三
日
ま
で
の
一
一

日
間
で
あ
る
。
な
お
、
翌
四
日
に
も
街
で
偶
然
出
会
っ
た
と
の
記

述
が
見
ら
れ
る
（
159
）
。
そ
し
て
彼
に
関
す
る
記
述
は
す
べ
て
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
の
城
壁
内
に
お
け
る
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
信
仰
、
マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か

シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
マ
ム
ル
ー
ク
で
あ
る
と
明
記
さ
れ

て
い
る
（
160
）
。

（
３
）
職
位
・
職
名

シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（truchem

an

）
と
の
み
記
さ

れ
て
お
り
、「
主
席
」
な
ど
の
職
位
を
示
す
表
記
は
見
ら
れ
な
い
（
161
）
。

（
４
）
社
会
的
地
位

税
関
検
査
な
ど
で
は
現
地
係
官
の
横
暴
な
態
度
に
対
し
厳
し
く

抗
議
す
る
な
ど
十
分
な
発
言
力
を
有
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
窺

わ
れ
、
ま
た
巡
礼
者
た
ち
は
彼
の
案
内
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の

知
事
を
訪
問
し
た
が
（
162
）
、
そ
の
様
な
面
会
を
段
取
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
一
定
の
社
会
的
地
位
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
言
語
能
力

言
語
能
力
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ブ
リ
た
ち
と
の
初
対
面
の
場
で

史
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完
璧
な
イ
タ
リ
ア
語
を
話
し
た
と
記
述
さ
れ
（
163
）
、
イ
タ
リ
ア
語
に
精

通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
６
）
人
物
像
、
職
務
執
行
の
状
況

フ
ァ
ブ
リ
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
威
厳
に
満
ち
、
色
黒

で
頑
健
、
長
身
、
短
気
そ
う
に
見
え
、
マ
ム
ル
ー
ク
の
権
力
を
保

持
し
た
人
物
と
記
し
、
初
対
面
の
彼
に
希
望
を
感
じ
た
と
述
べ
て

い
る
（
164
）
。
職
務
執
行
に
関
し
て
は
、
彼
は
城
門
で
の
検
査
の
際
に
事

前
に
検
査
官
に
根
回
し
を
行
い
（
165
）
、
そ
し
て
彼
ら
の
横
暴
な
態
度
に

厳
し
く
抗
議
を
す
る
一
方
、
必
要
に
応
じ
て
心
付
け
を
渡
す
よ
う

巡
礼
者
た
ち
に
助
言
を
行
う
な
ど
（
166
）
状
況
に
応
じ
て
職
務
を
適
切
か

つ
柔
軟
に
処
理
で
き
る
能
力
を
備
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ

れ
、
そ
の
結
果
巡
礼
者
た
ち
に
対
す
る
城
門
で
の
五
回
の
検
査
は

概
ね
穏
便
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
案
内

で
現
地
の
知
事
を
訪
問
し
宿
泊
の
許
可
を
得
た
こ
と
も
記
さ
れ
て

お
り
（
167
）
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
し
て
の
職
務
は
良
好
に
遂
行
さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
報
酬
に
つ
い
て
、
彼
は
内

容
を
説
明
し
て
請
求
し
て
お
り
、
理
を
通
し
た
対
応
が
感
じ
ら
れ

る
が
、
請
求
額
が
高
額
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
は
自
分
の
基
準
が

妥
当
で
あ
る
と
し
て
受
け
付
け
ず
（
168
）
、
強
引
で
厳
格
な
一
面
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
職
務
完
了
後
に
フ
ァ
ブ
リ
が
出
会
っ
た
時

に
は
、
も
は
や
巡
礼
者
た
ち
を
庇
護
す
る
立
場
に
な
い
の
で
外
出

に
は
注
意
す
る
よ
う
助
言
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
169
）
。

シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
の
着
任
以
降
の
巡
礼
者
た
ち
の
状
況
は
概
ね
良

好
に
推
移
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
フ
ァ
ブ
リ
も
、
厳
格
で
あ
る

が
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
た
人
物
と
し
て
評
価
し
信
頼
を
寄
せ
て

い
る
こ
と
が
判
る
（
170
）
。
そ
し
て
高
額
の
報
酬
金
額
に
つ
い
て
、
巡
礼

者
た
ち
は
宿
泊
先
の
領
事
か
ら
誠
実
で
皆
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
シ

ャ
ム
ベ
ッ
ク
を
敵
に
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
助
言
さ
れ
て

お
り
（
171
）
、
人
望
の
あ
る
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
な
お
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
に
は
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
「
ジ
ェ
ニ
ー
ベ
イJennibey

」
と
い
う
マ
ム

ル
ー
ク
の
通
訳
と
接
触
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
172
）
。
彼
は
商
人

と
し
て
ジ
ェ
ニ
ー
ベ
イ
か
ら
査
問
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
が
、

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
現
れ
る
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
同
一
人
物
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
的
側
面

１

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
遂
行
場
面

（
１
）
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
随
伴
に
至
る
経
緯

最
初
に
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
か
ら
随
伴
し
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
サ
バ
テ
ィ

タ
ン
コ
と
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
で
あ
っ
た
。
七
月
二
十
二
日
に
新
た
な

巡
礼
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
旅
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
の

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

九
一
（
九
一
）



契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
巡
礼
者
た
ち
と
彼
ら
二
人
の
間

は
直
接
の
契
約
関
係
に
な
く
（
173
）
、
彼
ら
の
随
伴
の
経
緯
や
巡
礼
者
た

ち
が
彼
ら
を
指
名
し
た
と
い
っ
た
記
述
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
エ

ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
へ
至
る
新
た
な
契
約
に
よ
る
巡
礼
行
も
彼

ら
二
名
が
随
伴
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
行
程
に
彼
ら
が
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
記
述

が
な
い
。
ガ
ザ
で
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
離
任
し
た
後
の
行
程
は
エ

ル
フ
ァ
ー
ロ
が
随
伴
し
た
が
、
ガ
ザ
ま
で
の
行
程
に
彼
も
随
伴
し

て
い
る
こ
と
に
伴
う
も
の
と
推
察
さ
れ
、
巡
礼
契
約
書
に
は
「
指

名
」
で
は
な
く
「
願
う
（
174
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
巡
礼
者
た

ち
が
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
対
す
る
指
名
権
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
随
伴
は
、
彼
が
巡
礼
者
た
ち
の
査
問

の
た
め
に
エ
ル
サ
レ
ム
を
訪
れ
た
時
に
決
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
が
（
175
）
、
随
伴
を
前
提
に
彼
が
査
問
に
訪
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
ス
ル
タ
ン
の
命
に
よ
り
査
問
に
訪
れ
た
人
物
に
随
伴

を
依
頼
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
巡
礼
者
た
ち
の
意
向
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ハ
リ
ュ
の
随
伴
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン

が
指
名
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
に
つ
い
て
も

巡
礼
者
た
ち
が
彼
を
指
名
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
見
ら
れ

な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
五
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
随
伴
や
人
選
は

巡
礼
者
た
ち
の
指
名
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
（
176
）
。

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
の
新
た
な
巡
礼
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て

は
、「
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
契
約
を
締
結
す
べ
く
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ

ラ
セ
ン
の
有
力
者
た
ち
（saracen

lords
of

Jerusalem

）
と
合

意
し
、
そ
れ
に
よ
り
彼
が
エ
ジ
プ
ト
ま
で
の
荒
野
を
巡
礼
者
た
ち

に
随
伴
し
、
通
行
・
滞
在
許
可
を
供
与
す
べ
き
こ
と
と
な
る
（
177
）
」
と

の
記
述
が
見
ら
れ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
の
契
約
に
は

「（
船
長
は
）
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
へ
行
く
巡
礼
者
を
誠
実
に
援

助
し
、
彼
ら
と
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
間
の
友
好
的
な
契
約
条
文
を
作

成
す
る
こ
と
（
178
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
コ
ー
ス
は
ド

ラ
ゴ
マ
ン
の
随
伴
が
必
須
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
179
）
。
背
景
に
は

こ
の
コ
ー
ス
が
一
般
的
で
な
く
、
過
酷
で
危
険
を
伴
う
こ
と
の
他
、

マ
ッ
カ
や
マ
デ
ィ
ー
ナ
に
近
い
紅
海
沿
岸
地
域
で
は
マ
ム
ル
ー
ク

朝
が
外
国
人
の
立
ち
入
り
を
厳
し
く
監
視
し
て
い
た
可
能
性
も
推

察
さ
れ
る
。

（
２
）
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
遂
行
場
面

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
関

す
る
記
述
は
、
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
上
陸
当
初
、
七
月
十
六
日
の
ベ
ツ
レ

ヘ
ム
へ
の
小
旅
行
、
七
月
十
九
日
の
ヨ
ル
ダ
ン
渓
谷
へ
の
小
旅
行
、

七
月
二
十
二
日
の
新
た
な
巡
礼
契
約
の
締
結
時
、
八
月
十
一
日
の

死
海
小
旅
行
を
段
取
っ
た
と
き
（
180
）
、
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ

ロ
に
至
る
荒
野
の
旅
の
道
中
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
出
入
り
す

史
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る
時
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
エ
ル
サ
レ
ム
や
カ
イ
ロ
、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
滞
在
中
は
記
述
の
出
現
頻
度
は
極
め
て
小
さ
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
巡
礼
者
に
と
っ
て
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
都
市
へ
の
出
入

り
や
都
市
を
離
れ
て
移
動
す
る
時
に
そ
の
必
要
性
が
高
か
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

２

ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
巡
礼
契
約
書
（
181
）

こ
こ
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
巡
礼
契
約
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ

と
交
わ
し
た
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
の
巡
礼
契
約
の
内
容

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
十
一
条
に
書
面
に
し
て
文
書
庁
（chan-

cery

）
に
保
管
す
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
の
で
、
書
面
に
よ
る
契
約

を
交
わ
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
他
の
三
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

の
随
伴
に
つ
い
て
は
契
約
に
関
す
る
記
述
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
口

頭
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
①
前
述
し
た
と
お
り
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ

イ
ロ
へ
の
ル
ー
ト
は
一
般
的
で
は
な
く
、
か
つ
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
随

伴
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
書
面
に
よ
る
契
約
が

必
須
で
あ
っ
た
。
②
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
の
ド
ラ
ゴ
マ

ン
の
随
伴
期
間
は
四
十
四
日
と
長
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
十
四
日
、
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
は
十
一
日
と
随
伴
期
間

が
短
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
リ
ュ
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
代
理
ド
ラ
ゴ

マ
ン
で
あ
り
、
随
伴
期
間
も
六
日
と
短
か
っ
た
。
③
サ
バ
テ
ィ
タ

ン
コ
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
随
伴
区
域
は
荒
野
を
越
え
る
長
距
離
の

過
酷
な
旅
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
シ
ャ
ム
ベ

ッ
ク
の
随
伴
区
域
は
カ
イ
ロ
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
市
街
に
限

ら
れ
て
い
た
。

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
の
巡
礼
契
約
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
、
第

三
条
、
第
六
条
は
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
を
対
象
と
し
て

い
る
。
第
二
条
、
第
四
条
は
ガ
ザ
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、

ガ
ザ
以
降
に
つ
い
て
改
め
て
交
渉
や
契
約
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す

記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
契
約
内
容
の
協
議
は
、
エ
ル
サ
レ

ム
で
巡
礼
を
終
え
帰
国
す
る
メ
ン
バ
ー
が
出
発
し
た
後
だ
と
異
教

徒
に
足
元
を
見
ら
れ
る
の
で
、
法
外
な
要
求
が
な
さ
れ
た
時
に
は

旅
を
取
り
や
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
彼
ら
が
エ
ル
サ
レ
ム
を

発
つ
前
に
ガ
レ
ー
船
船
長
や
エ
ル
サ
レ
ム
管
区
長
（Father

G
uardian

）
同
席
の
も
と
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
（
182
）
。
な
お
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
カ
イ
ロ
で
の
随
伴
延
長
は

新
た
な
金
額
で
合
意
し
た
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
（
183
）
、
四
日
間
と

短
期
間
で
あ
り
口
頭
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

九
三
（
九
三
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３

巡
礼
契
約
書
に
見
ら
れ
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
締
結
し
た
巡
礼
契
約
書
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン

の
職
務
に
関
し
て
、
目
的
地
ま
で
の
安
全
・
確
実
な
誘
導
（
第
一

条
）、
聖
地
等
の
案
内
（
第
十
二
条
）、
ロ
バ
、
駱
駝
等
の
移
動
手

段
、
ガ
ザ
で
の
宿
舎
の
手
配
、
テ
ン
ト
や
水
を
入
れ
る
革
袋
の
準

備
と
い
っ
た
便
宜
提
供
（
第
三
条
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九

条
）
が
定
め
ら
れ
、
そ
し
て
ド
ラ
ゴ
マ
ン
へ
の
支
払
い
に
は
通

行
・
滞
在
許
可
な
ど
の
費
用
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
す
記
述
（
第

一
〇
条
）
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
は

旅
行
案
内
人
的
職
務
が
あ
り
、
巡
礼
行
を
一
括
し
て
請
け
負
う
形

態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
以
下
で
は
巡
礼
契
約
書

の
記
述
を
踏
ま
え
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
記
さ
れ
た
具
体
的
事
例

を
、（
１
）
目
的
地
へ
の
確
実
な
誘
導
、
聖
地
等
の
案
内
に
関
わ

る
職
務
、（
２
）
旅
の
途
中
で
の
援
助
・
便
宜
提
供
に
関
わ
る
職

務
、（
３
）
安
全
配
慮
に
関
わ
る
職
務
の
三
つ
の
視
点
か
ら
見
て

ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
目
的
地
へ
の
確
実
な
誘
導
、
聖
地
等
の
案
内
に
関
わ
る

職
務

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
目
的
地
へ
の
誘
導
、
聖
地
等
の
案
内
と
い
っ
た

職
務
は
巡
礼
記
に
以
下
の
様
な
具
体
的
記
述
が
見
ら
れ
る
。

エ
ル
サ
レ
ム
滞
在
中
の
八
月
五
日
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
入
れ

な
い
聖
母
誕
生
の
地
へ
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
内
密
に
息
子
に
案
内

さ
せ
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
（
184
）
、
ま
た
十
日
に
は
巡
礼
者
た
ち
の
死

海
を
見
た
い
と
の
希
望
に
対
し
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
統
治
者
（gover-

nor
of

B
ethlehem

）
の
ア
メ
スA

m
eth

に
案
内
を
依
頼
し
た

と
記
さ
れ
（
185
）
、
そ
の
小
旅
行
を
段
取
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
八
月
二

十
七
日
に
は
、
ア
ダ
ム
創
造
の
場
所
で
カ
リ
ヌ
ス
を
通
し
て
土
地

所
有
者
と
交
渉
し
案
内
さ
れ
た
こ
と
、
ヘ
ブ
ロ
ン
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム

の
聖
墳
墓
（
マ
ク
ペ
ラ
の
洞
窟
）
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
地
元
有
力

者
と
交
渉
し
入
り
口
ま
で
行
く
こ
と
が
出
来
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
巡
礼
者
た
ち
の
聖
地
訪
問
に
尽
力
し
て
い
る
姿
が

描
か
れ
て
い
る
（
186
）
。

オ
レ
ブ
山
と
シ
ナ
イ
山
を
望
む
高
台
で
は
、
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修

道
院
ま
で
六
時
間
か
か
る
と
の
巡
礼
者
た
ち
の
感
想
に
対
し
エ
ル

フ
ァ
ー
ロ
は
三
日
は
必
要
と
述
べ
て
お
り
、
実
際
に
修
道
院
到
着

は
三
日
後
で
あ
っ
た
（
187
）
。
こ
の
記
述
か
ら
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
状
況

を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
確
実
な
誘
導
と
い
う
職

務
の
遂
行
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
十
月
七
日
に
は
マ
タ

リ
ア
の
バ
ル
サ
ム
・
ガ
ー
デ
ン
の
見
学
を
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
に
依
頼

し
た
と
の
記
述
が
あ
り
（
188
）
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ

ク
に
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
殉
教
の
地
へ
の
案
内
を
依
頼
し
た
と
記
さ
れ
（
189
）
、

こ
れ
ら
が
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

史
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ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
よ
る
案
内
は
新
た
な
巡
礼
契
約
を
締
結
す
る
七

月
二
二
日
以
前
に
も
見
ら
れ
る
。
七
月
九
日
に
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ

が
ラ
ー
マ
の
街
の
商
人
街
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
と
記
述
さ
れ
（
190
）
、

そ
し
て
十
九
日
の
ヨ
ル
ダ
ン
へ
の
小
旅
行
に
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ

と
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
同
行
し
て
い
る
（
191
）
。

（
２
）
旅
の
援
助
に
関
わ
る
職
務

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
記
述
さ
れ
た
旅
の
援
助
に
関
す
る
ド
ラ

ゴ
マ
ン
の
職
務
と
し
て
、
①
駱
駝
等
の
手
配
・
調
達
、
②
宿
舎
の

手
配
、
③
都
市
の
出
入
り
の
際
の
援
助
、
通
行
・
滞
在
許
可
の
取

得
・
援
助
と
い
っ
た
事
柄
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
で
は

こ
れ
ら
に
つ
い
て
具
体
的
事
例
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

①
駱
駝
、
ロ
バ
の
手
配
・
調
達
に
関
す
る
事
項

ロ
バ
、
駱
駝
の
調
達
は
巡
礼
契
約
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
行
う
と
の

定
め
が
見
ら
れ
（
192
）
、
ま
た
「（
エ
ル
サ
レ
ム
を
出
発
す
る
時
に
は
、）

主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
契
約
条
項
に
基
づ
き
駱
駝
と
ロ
バ
を
調
達
し
、

巡
礼
の
出
発
日
時
を
取
り
決
め
る
こ
と
」
が
必
要
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
（
193
）
、
そ
し
て
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
カ
イ
ロ
市
街
か
ら
ブ
ー
ラ
ー

ク
ま
で
の
ロ
バ
の
費
用
を
請
求
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
194
）
。
八

月
二
十
四
日
に
は
、「
主
席
カ
リ
ヌ
ス
の
下
僕
が
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は

準
備
が
整
い
駱
駝
と
ロ
バ
を
連
れ
て
シ
ナ
イ
山
へ
向
け
エ
ル
サ
レ

ム
を
出
発
す
る
た
め
待
っ
て
い
る
と
告
げ
た
（
195
）
」
と
記
さ
れ
、
ま
た

ガ
ザ
出
発
の
日
に
は
「
駱
駝
使
い
が
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
共
に
や
っ
て

来
た
（
196
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
197
）
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
市
街
へ

入
る
た
め
の
検
査
が
終
了
後
、「
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
は
街
に
行
き

我
々
と
荷
物
を
運
ぶ
駱
駝
を
連
れ
て
き
た
（
198
）
」
と
の
記
述
や
、
宿
舎

を
引
き
払
う
際
に
「
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
が
連
れ
て
来
た
ロ
バ
と
ラ
バ

に
荷
を
積
み
宿
舎
の
人
に
別
れ
の
挨
拶
を
す
る
（
199
）
」
と
い
っ
た
記
述

が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
記
述
か
ら
ロ
バ
や
駱
駝
の
手
配
が
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
職
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

②
宿
舎
の
手
配
に
関
す
る
事
項

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
の
巡
礼
契
約
書
第
五
条
に
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン

が
ガ
ザ
で
の
宿
舎
の
手
配
を
行
う
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
（
200
）
、
到
着
し

た
巡
礼
者
宿
泊
施
設
（hospice

des
pèlerins

）
が
劣
悪
で
あ
っ

た
た
め
、
巡
礼
者
た
ち
の
苦
情
を
受
け
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
奔
走
し

て
別
の
宿
舎
を
手
当
て
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
（
201
）
。
巡
礼
者
た
ち

は
エ
ル
サ
レ
ム
滞
在
中
は
修
道
院
、
聖
ヨ
ハ
ネ
巡
礼
者
宿
泊
所

（hospitalof
St.John

）、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
自
宅
に
分
宿
し
（
202
）
、

ガ
ザ
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
は
街
の
宿
泊
所
に
宿
泊
し
、
野
営
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
（
203
）
。
カ
イ
ロ
で
は
一
行
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
自
宅

に
投
宿
し
（
204
）
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
事
前
に
派
遣
し
た
騎
士
が

手
配
し
た
カ
タ
ロ
ニ
ア
商
館
に
宿
を
取
っ
た
と
記
さ
れ
（
205
）
、
こ
れ
ら

の
都
市
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
宿
舎
を
探
し
て
手
配
す
る
必
要
は
無

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

九
五
（
九
五
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か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
巡
礼
者
に
対
す
る
宿

舎
提
供
の
権
利
は
、
こ
れ
に
伴
う
全
て
の
利
益
機
会
を
含
め
、
ス

ル
タ
ン
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
帰
属
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
206
）
、

後
述
す
る
と
お
り
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
は
巡
礼
者
を
監
視
す
る
職
務
も

あ
り
、
彼
ら
に
宿
舎
選
択
の
自
由
を
与
え
な
い
た
め
で
あ
っ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

③
都
市
へ
の
出
入
り
の
際
の
援
助
、
通
行
・
滞
在
許
可
に
関
す

る
援
助

こ
れ
ら
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
重
要
な
職
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

以
下
で
巡
礼
記
に
記
さ
れ
た
具
体
例
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
カ
イ
ロ
ま
で
の
巡
礼
契
約
を
サ
バ
テ
ィ

タ
ン
コ
と
締
結
し
た
際
に
は
、
カ
イ
ロ
近
郊
の
マ
タ
リ
ア
ま
で
の

警
護
と
通
行
・
滞
在
許
可
（safe-conduct

）
に
関
す
る
契
約
条

項
を
作
成
し
た
と
述
べ
ら
れ
（
207
）
、
第
十
条
の
旅
行
費
用
に
通
行
・
滞

在
許
可
に
関
わ
る
費
用
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
（
208
）
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
職
務
と
し
て
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。ガ

ザ
で
は
到
着
の
翌
日
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
と
も
に
街
の
統
治
者

（governor
of

the
city

）
の
と
こ
ろ
で
滞
在
、
街
へ
の
外
出
な

ど
の
許
可
を
要
請
し
た
と
あ
り
（
209
）
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
同
行
し
滞
在
な

ど
に
関
す
る
支
援
を
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
カ
イ
ロ
で

は
街
に
入
る
際
の
通
行
・
滞
在
許
可
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ

な
い
が
、
前
述
し
た
と
お
り
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
カ
イ
ロ
の
ド

ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
か
ら
ス
ル
タ
ン
の
命
に
よ
る
査

問
を
受
け
た
時
に
彼
の
カ
イ
ロ
に
お
け
る
随
伴
が
決
ま
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
カ
イ
ロ
に
お
け
る
外
国
人
の
受

け
入
れ
の
独
占
権
を
保
持
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
カ
イ
ロ
に
お
け
る
通
行
・
滞
在
許
可
が

認
め
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

カ
イ
ロ
を
出
発
す
る
際
に
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
助
言
に
よ
り
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
入
る
た
め
の
ス
ル
タ
ン
の
書
状
を
取
得
し
て

い
る
（
210
）
。
フ
ァ
ブ
リ
は
こ
の
書
状
は
彼
が
金
銭
を
得
る
た
め
の
策
略

で
あ
り
本
来
不
要
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
211
）
、
後
述
す
る
通
り

書
状
は
通
行
・
滞
在
許
可
の
効
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
そ
の
取
得
費
用
を
請
求
し
て
い
る
（
212
）
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
彼
が
巡
礼
者
た
ち
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
通
行
・
滞

在
許
可
の
取
得
に
も
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
で
は
、
到
着
翌
日
の
市
街
へ
入
る
た
め
の
城
門
（
海
の

・

門B
āb

al-B
ahr

（
213
）
）
で
の
検
査
の
際
に
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
が
ス
ル
タ

ン
の
書
状
を
係
官
に
提
示
す
る
よ
う
指
示
し
た
こ
と
（
214
）
、
彼
が
非
礼

の
な
い
よ
う
検
査
官
に
強
く
頼
み
自
ら
も
検
査
に
立
ち
会
っ
た
こ

史
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と
が
記
さ
れ
（
215
）
、
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
が
検
査
が
穏
便
に
済
む
よ
う
尽
力

し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
同
じ
日
に
彼
の
案
内
で
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
知
事
（préfet

）
を
訪
問
し
宿
泊
の
許
可
を

得
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
（
216
）
、
彼
が
巡
礼
者
た
ち
の
滞
在
許
可
の
取
得

を
支
援
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

十
月
二
七
日
に
帰
国
の
ガ
レ
ー
船
を
下
見
に
行
っ
た
際
に
は
港

へ
通
じ
る
海
の
門
で
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
が
巡
礼
者
た
ち
を
検
査
官

（contrôleurs

）、
税
関
吏
（douaniers

）
ら
に
紹
介
し
、
巡
礼

者
た
ち
が
税
（tribut

）
を
支
払
い
済
み
で
あ
り
、
ス
ル
タ
ン
の

通
行
・
滞
在
許
可
（sauf-conduit

du
seigneur

sultan

）
を
保

持
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
れ
ゆ
え
検
査
は
形
式
的
で
た
び
た

び
無
検
査
で
城
門
を
通
過
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
217
）
。
ま
た
帰
り
の

船
に
荷
を
積
み
込
む
十
一
月
二
日
に
は
、
海
の
門
の
街
側
の
城
門

で
の
検
査
官
の
巡
礼
者
た
ち
に
対
す
る
粗
雑
な
扱
い
に
対
し
シ
ャ

ム
ベ
ッ
ク
は
抗
議
す
る
と
同
時
に
幾
ら
か
の
金
銭
を
渡
す
よ
う
巡

礼
者
た
ち
に
助
言
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
厳
し
い
検
査
が
行
わ
れ
る

と
さ
れ
る
海
の
門
の
海
側
の
城
門
で
も
彼
は
検
査
官
と
交
渉
す
る

と
と
も
に
、
彼
ら
に
幾
ら
か
の
金
銭
を
渡
す
こ
と
を
助
言
、
結
果

と
し
て
穏
便
に
城
門
を
通
過
で
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
218
）
。
そ
し

て
彼
の
請
求
に
は
通
行
・
滞
在
許
可
（le

sauf-conduit

）、
街
を

散
策
す
る
自
由
（la

liberté
de

déam
buler

en
ville

）
の
費
用

が
含
ま
れ
て
い
る
（
219
）
。
ま
た
帰
国
の
際
の
城
門
で
の
検
査
が
終
了
し

た
時
点
で
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
は
通
行
・
滞
在
許
可
（le

sauf-

conduit

）
は
終
了
し
た
と
告
げ
た
と
記
さ
れ
（
220
）
、
職
務
終
了
後
に

フ
ァ
ブ
リ
が
彼
に
街
で
出
会
っ
た
時
に
は
既
に
通
行
・
滞
在
許
可

は
失
効
し
て
い
る
の
で
（
221
）
、
巡
礼
者
た
ち
を
保
護
す
る
立
場
に
は
な

い
と
言
わ
れ
た
（
222
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
も
ド
ラ
ゴ
マ

ン
が
通
行
・
滞
在
許
可
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
都
市
の
出
入
り
の
際
の
支
援
や
通
行
・
滞
在
許

可
に
関
す
る
事
項
が
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
（
223
）。フ

ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
は
カ
イ
ロ
に
到
着
の
際
に
タ
ン
ゲ
ル
ダ

ン
の
査
問
を
受
け
、
彼
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
シ
オ
ン
山
の
大
司
教
の

書
状
を
提
示
し
て
税
（droits

）
を
支
払
っ
た
こ
と
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
到
着
時
に
も
同
様
に
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
の
査
問
を
受
け
、

税
（droits

）
を
支
払
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
224
）
。
そ
し
て
フ

ォ
ン
・
ハ
ル
フ
も
カ
イ
ロ
に
入
る
に
あ
た
り
許
可
（perm

it

）
が

必
要
で
あ
り
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
援
助
に
よ
り
速
や
か
に
取
得
し
た

と
記
し
て
い
る
（
225
）
。
こ
れ
ら
の
記
述
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
都
市
へ
の
出

入
り
や
通
行
・
滞
在
許
可
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

九
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（
３
）
行
程
の
安
全
に
関
す
る
職
務

巡
礼
者
た
ち
が
締
結
し
た
巡
礼
契
約
書
第
一
条
に
は
「（
ド
ラ

ゴ
マ
ン
が
）
エ
ジ
プ
ト
ま
で
安
全
に
案
内
す
る
こ
と
（
226
）
」
と
謳
わ
れ

て
お
り
、
随
伴
中
の
安
全
配
慮
は
重
要
な
職
務
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
巡
礼
記
に
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
巡
礼
者
の
擁

護
者
で
あ
り
守
護
者
で
あ
る
と
記
さ
れ
（
227
）
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
か

ら
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
安
全
配
慮
等
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
行
為
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
。

ガ
ザ
を
出
発
し
た
九
月
十
日
に
は
先
を
急
ご
う
と
す
る
巡
礼
者

た
ち
に
対
し
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
行
程
を
考
え
ペ
ー
ス
配
分
に
注

意
す
る
よ
う
助
言
を
行
っ
て
お
り
（
228
）
、
シ
ナ
イ
山
へ
向
か
う
途
中
の

夜
営
で
は
現
地
の
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
襲
撃
を
恐
れ
明
か
り
が
漏
れ

な
い
よ
う
に
注
意
を
促
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
229
）
。
ま
た
聖
カ

ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
に
向
か
う
途
中
で
は
つ
き
ま
と
う
現
地
の
ア
ラ

ブ
遊
牧
民
に
対
し
て
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
追
い
払
う
と
か
え
っ
て
危

険
と
し
て
水
と
パ
ン
を
提
供
す
る
よ
う
助
言
し
て
い
る
（
230
）
。
こ
れ
ら

の
行
為
は
現
地
の
状
況
を
踏
ま
え
た
安
全
に
配
慮
し
た
対
応
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
到
着
前
日
に
は
ア

ラ
ブ
遊
牧
民
の
襲
撃
に
遭
う
が
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
通
行
料
を
支

払
う
こ
と
で
折
り
合
い
を
つ
け
（
231
）
、
修
道
院
出
発
の
際
は
彼
と
伴
に

ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
首
領
と
交
渉
し
、
遊
牧
民
側
が
警
護
を
つ
け
る

こ
と
を
取
り
決
め
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
（
232
）
。

ま
た
紅
海
付
近
で
は
、
フ
ァ
ブ
リ
た
ち
七
名
が
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ

の
制
止
を
聞
か
ず
紅
海
を
見
に
行
き
砂
漠
で
迷
う
と
い
う
事
件
が

あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
関
し
彼
は
残
っ
た
巡
礼
者
た
ち
に
、
彼
ら

の
行
為
が
死
の
危
険
を
伴
う
行
為
で
あ
り
、
彼
ら
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン

の
制
止
を
無
視
し
て
出
か
け
た
こ
と
、
そ
し
て
ス
ル
タ
ン
に
知
れ

れ
ば
自
分
が
直
接
弁
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に

責
任
が
無
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
告

げ
て
い
る
が
（
233
）
、
こ
の
言
動
は
彼
が
巡
礼
者
た
ち
の
安
全
管
理
に
責

任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
そ
し
て
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
が
職

務
終
了
後
に
、
も
は
や
巡
礼
者
た
ち
を
庇
護
す
る
立
場
に
な
い
と

述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
職
務
と
し
て
巡
礼
者
た
ち

の
安
全
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
（
234
）
。

七
月
十
九
日
の
ヨ
ル
ダ
ン
訪
問
時
に
も
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
サ

バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
同
行
し
、
途
中
で
の
現
地
の
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
と

の
ト
ラ
ブ
ル
を
納
め
た
と
記
さ
れ
（
235
）
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
安
全
配
慮
に

つ
い
て
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
の
契
約
に
基
づ
く
巡
礼
期
間

中
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
の
具
体
的
な
記
述
か
ら
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
巡
礼
者
た
ち
の
安

全
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
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４

契
約
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
職
務

以
下
で
は
巡
礼
契
約
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
巡
礼
記
の

記
述
等
か
ら
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
る
。

（
１
）
通
訳
の
職
務

ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
通
訳
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
最
初
に
考
え

ら
れ
る
の
が
通
訳
の
職
務
で
あ
る
。
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
実

際
に
通
訳
の
職
務
を
行
っ
た
場
面
の
記
述
は
少
な
い
が
、
五
人
の

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
う
ち
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
、
シ
ャ

ム
ベ
ッ
ク
は
充
分
な
言
語
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

巡
礼
記
に
は
十
月
二
日
に
カ
イ
ロ
に
向
か
う
途
中
で
遭
遇
し
た
高

位
の
マ
ム
ル
ー
ク
と
思
わ
れ
る
人
物
に
イ
ン
ド
か
ら
の
香
辛
料
が

既
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
運
ば
れ
て
行
っ
た
か
を
エ
ル
フ
ァ
ー

ロ
を
通
じ
て
尋
ね
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
（
236
）
、
こ
れ
は
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
通
訳
と
し
て
の
役
割
を
表
す
一
例
で
あ
る
。

フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
に
は
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
国
の

大
使
が
ス
ル
タ
ン
に
謁
見
す
る
際
に
ガ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ン
（
タ
ン
ゲ

ル
ダ
ン
）
が
大
使
の
言
葉
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
し
て
奏
上
し
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
（
237
）
。
ま
た
、
一
四
七
〇
年
〜
七
一
年
に
中
東
地
域

を
旅
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
商
人
ア
ン
セ
ル
ム
・
ア
ド
ル
ノA

nserm
e

A
dorno

と
そ
の
息
子
に
よ
る
旅
行
記
に
は
ス
ル
タ
ン
の
通
訳
が

重
要
な
役
職
で
あ
り
、
外
国
人
を
援
助
し
、
彼
ら
の
代
わ
り
に
話

し
、
彼
ら
に
随
伴
す
る
役
目
を
持
つ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
238
）
。

以
上
の
こ
と
か
ら
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
は
言
語
能
力
が
重
要
で
あ
り
、

通
訳
と
し
て
の
職
務
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

（
２
）
謁
見
等
に
関
わ
る
職
務

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
、
十
月
十
五
日
に
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の

案
内
で
ス
ル
タ
ン
・
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
に
謁
見
し
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
お
り
（
239
）
、
ま
た
十
月
二
十
四
日
に
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
の
案
内

で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
知
事
を
訪
問
し
滞
在
許
可
を
得
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
（
240
）
。
ま
た
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
に
は

ス
ル
タ
ン
の
大
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
ガ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ン
の
案
内
で

ス
ル
タ
ン
に
謁
見
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
（
241
）
、
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
の

巡
礼
記
に
も
昵
懇
と
な
っ
た
ス
ル
タ
ン
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
取

り
計
ら
い
で
ス
ル
タ
ン
に
謁
見
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
242
）
。

以
上
の
事
例
か
ら
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
や
地

域
の
高
位
者
と
の
面
会
を
段
取
る
行
為
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
も
ド

ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
の
一
環
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
３
）
巡
礼
者
に
対
す
る
監
視
的
職
務

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
、
ス
ル
タ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ

ダ
ヤ
教
徒
の
外
国
人
と
巡
礼
者
を
統
治
す
る
た
め
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン

を
任
命
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
（
243
）
、
こ
こ
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
は

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

九
九
（
九
九
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巡
礼
者
に
対
す
る
監
視
・
監
督
の
職
務
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

シ
ャ
レ
イ
ロ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
侯
た
ち
に
と
っ
て
巡
礼
行

が
中
東
地
域
の
状
況
を
探
る
時
の
隠
れ
蓑
と
な
り
、
ム
ス
リ
ム
の

支
配
者
は
巡
礼
者
た
ち
の
出
入
国
を
厳
し
く
監
視
し
た
と
述
べ
て

い
る
（
244
）
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
支
配
下

の
西
ア
ル
メ
ニ
ア
の
洪
水
の
状
況
を
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
シ
リ
ア
の

財
務
長
官
（defterdar

of
Syria

）
に
報
告
し
た
書
簡
の
草
稿
を

残
し
て
い
る
が
、
そ
の
編
者
リ
ヒ
タ
ーIrm

a
A

.R
ichter

は
、

彼
の
履
歴
に
は
一
四
八
二
年
〜
八
七
年
に
不
詳
な
部
分
が
あ
る
と

述
べ
、
彼
が
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
諜
報
活
動
に
関
与
し
て
い
た
こ
と

を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
（
245
）
。
シ
ャ
レ
イ
ロ
ン
の
指
摘
や
ダ
・
ヴ
ィ
ン

チ
の
草
稿
か
ら
中
東
地
域
に
お
い
て
諜
報
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記

の
具
体
的
な
記
述
か
ら
も
、
当
時
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
が
外
国
人
の

出
入
国
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

フ
ァ
ブ
リ
は
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
上
陸
の
際
、
検
査
が
非
常
に
厳
し
か

っ
た
こ
と
を
述
べ
（
246
）
、
多
く
の
兵
士
が
い
た
の
は
巡
礼
者
た
ち
の
護

衛
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
マ
デ
ィ
ー
ナ
を
支
配
す
る
こ
と

を
恐
れ
、
巡
礼
者
た
ち
の
陰
謀
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る
と
聞
い

た
と
記
し
て
い
る
（
247
）
。
そ
し
て
巡
礼
者
た
ち
が
新
た
な
巡
礼
契
約
を

締
結
し
た
後
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
エ
ル
サ
レ
ム
に

出
向
い
て
来
た
が
、
目
的
は
ス
ル
タ
ン
の
命
に
よ
る
巡
礼
者
た
ち

の
査
問
で
あ
っ
た
（
248
）
。
ま
た
、
ロ
ゼ
ッ
タ
で
の
記
述
で
は
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
は
皆
ス
パ
イ
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
、
海
へ
の
交
通
手

段
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
ナ
イ
ル
の
河
口
の
上
流
で
彼
ら
を
下
船
さ

せ
る
と
記
し
て
い
る
（
249
）
。
そ
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
の
検
査
は

五
回
（
250
）
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
マ
ム
ル
ー
ク
朝
が
外
国
人
の
出
入

り
に
厳
し
い
監
視
体
制
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
は
行
動
を
疑
わ
れ
危
う
く
命
を
落
と
し
か
け

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
（
251
）
、
そ
の
巡
礼
記
の
導
入
部
で
は
彼
が
ス

パ
イ
と
間
違
わ
れ
た
か
ら
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
252
）
。
フ
ァ
ン
・
ギ
ー

ス
テ
ル
も
カ
イ
ロ
到
着
後
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
直
ち
に
現
れ
、
国
籍

や
渡
航
目
的
な
ど
の
尋
問
を
受
け
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
シ

ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
思
わ
れ
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
か
ら
召
喚
、
査
問
を
受
け

た
と
述
べ
て
い
る
（
253
）
。

さ
ら
に
巡
礼
者
た
ち
の
宿
泊
場
所
に
つ
い
て
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の

監
視
的
な
役
割
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
フ
ァ

ブ
リ
た
ち
一
行
は
、
聖
職
者
は
修
道
院
、
そ
の
他
は
巡
礼
者
宿
泊

施
設
や
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
自
宅
に
滞
在
し
た
が
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン

コ
と
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
宿
泊
施
設
の
管
理
者
で
も
あ
っ
た
（
254
）
。
そ
し

て
カ
イ
ロ
で
は
巡
礼
者
た
ち
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
自
宅
に
滞
在
し
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た
が
（
255
）
、
彼
ら
は
貴
金
属
商
フ
ラ
ン
ソ
ワ
か
ら
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
卑

劣
で
強
欲
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
別
の
宿
舎
の
斡
旋
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
か
ら
彼
の
庇
護
を
離
れ
る
と
身
の
安
全
は

保
証
で
き
な
い
と
露
骨
な
恫
喝
を
受
け
宿
舎
の
変
更
を
断
念
し
た

と
記
さ
れ
て
い
る
（
256
）
。
こ
れ
ら
は
巡
礼
者
た
ち
に
宿
舎
選
択
の
自
由

を
与
え
ず
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
監
督
で
き
る
範
囲
内
で
の
宿
泊
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
巡
礼
者
た
ち
の
監

視
や
ス
パ
イ
対
策
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

５

巡
礼
行
に
お
け
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
有
用
性

フ
ァ
ブ
リ
た
ち
の
旅
は
、
カ
イ
ロ
ま
で
は
砂
漠
横
断
の
厳
し
さ

や
現
地
の
人
た
ち
の
妨
害
な
ど
多
く
の
困
難
（
257
）
に
出
会
い
、
ま
た
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
強
欲
さ
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
に

せ
よ
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
よ
る
支
援
が
得
ら
れ
た
旅
で
あ
り
、
ま
た

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
も
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
の
随
伴
に
よ
り
旅
は
大

き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
カ
イ
ロ
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
の
五
日
間
は

苦
難
の
旅
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
ハ
リ
ュ
は
ま
と

も
に
そ
の
職
務
を
遂
行
せ
ず
、
船
や
駱
駝
の
手
配
を
巡
礼
者
た
ち

が
自
ら
交
渉
す
る
な
ど
の
困
難
に
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
支
援
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ

の
区
間
の
記
述
か
ら
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
有
用
性
を
逆
に
窺
い
知
る

こ
と
が
出
来
る
。

十
月
十
九
日
に
ブ
ー
ラ
ー
ク
を
出
港
し
た
一
行
は
順
調
に
ナ
イ

ル
を
下
り
、
二
十
二
日
に
ロ
ゼ
ッ
タ
に
到
着
し
た
が
、
タ
ン
ゲ
ル

ダ
ン
に
支
払
っ
た
船
賃
を
彼
が
指
名
し
た
代
理
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
ハ

リ
ュ
に
再
度
請
求
さ
れ
、
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
258
）
。
ロ
ゼ
ッ

タ
で
は
下
船
後
（
259
）
、
ハ
リ
ュ
は
駱
駝
の
手
配
が
出
来
ず
、
巡
礼
者
た

ち
が
自
ら
傭
船
の
交
渉
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
260
）
。
交
渉
は
困

難
を
極
め
よ
う
や
く
小
さ
な
船
を
雇
う
こ
と
が
出
来
た
が
、
途
中

で
想
定
外
の
通
行
料
を
取
ら
れ
、
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
の
襲
撃
に
遭
遇

し
た
時
に
は
巡
礼
者
た
ち
が
現
地
の
年
配
者
た
ち
と
直
接
交
渉
す

る
な
ど
、
自
ら
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
261
）
。
そ
し
て
翌
二

十
三
日
に
は
ア
ブ
ー
・
キ
ー
ル
（
262
）
に
到
着
し
た
が
船
賃
の
割
り
増
し

を
要
求
さ
れ
、
支
払
う
ま
で
下
船
さ
せ
な
い
と
い
う
妨
害
に
も
あ

っ
た
（
263
）
。

そ
の
後
ア
ブ
ー
・
キ
ー
ル
で
も
巡
礼
者
た
ち
が
自
ら
駱
駝
使
い

と
の
交
渉
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
商
人
よ
り
荷
が
少
な
く
運

賃
が
高
く
取
れ
る
巡
礼
者
と
の
交
渉
は
商
人
を
巻
き
込
ん
だ
三
つ

巴
の
悶
着
に
発
展
、
難
渋
を
極
め
た
。
結
局
ず
る
賢
く
手
荒
な
一

人
の
「
ム
ー
ア
人
（m

aure

）」
と
合
意
し
た
が
そ
の
対
応
は
酷

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
〇
一
（
一
〇
一
）



く
、
何
か
に
つ
け
て
追
加
の
駱
駝
賃
を
強
要
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
264
）
。

そ
し
て
こ
の
「
ム
ー
ア
人
」
と
の
交
渉
に
は
ハ
リ
ュ
の
名
は
全
く

記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
ま
た
、
ロ
バ
の
確
保
も
十
分
で
は
な
く
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
ま
で
の
約
二
十
五
キ
ロ
を
歩
い
た
者
も
あ
り
、
死
の
恐
怖
を
感

じ
た
過
酷
な
行
程
で
あ
っ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
（
265
）
、
こ
の
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
の
旅
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ブ
リ
は
「
ド
ラ
ゴ
マ

ン
の
ハ
リ
ュ
は
名
誉
を
重
ん
じ
る
振
る
舞
い
は
せ
ず
、
我
々
の
辛

苦
を
放
置
し
、
困
難
に
介
入
せ
ず
（
266
）
」
と
述
べ
職
責
を
全
う
す
る
よ

う
な
働
き
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

以
上
の
通
り
ハ
リ
ュ
が
随
伴
し
た
行
程
は
そ
れ
以
前
の
状
況
と

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
不
案
内
な
異
国
の
地
に
あ
っ
て
巡
礼
者

た
ち
が
現
地
の
事
情
に
通
じ
た
人
の
援
助
な
し
で
旅
を
続
け
る
こ

と
の
困
難
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ド
ル
商
人
ア

ン
セ
ル
ム
・
ア
ド
ル
ノ
と
そ
の
息
子
の
旅
行
記
に
は
砂
漠
を
越
え

て
旅
を
す
る
に
は
、
善
良
で
誠
実
、
思
慮
に
富
む
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を

雇
う
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
値
段
が
高
く
と
も
そ
の
職
務
の
質
は

充
分
に
価
値
が
あ
る
と
記
さ
れ
（
267
）
、
こ
の
記
述
か
ら
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン

の
有
用
性
が
窺
え
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
ハ
リ
ュ
の
事
例
か
ら
も

異
国
か
ら
の
巡
礼
者
た
ち
に
と
っ
て
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
存
在
が
如
何

に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
逆
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
が
一
括
し
て
請
け
負
う
形
態
の

巡
礼
行
に
お
い
て
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
共
同
し
て
巡
礼
者
た
ち
の
対

応
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
既
に
述
べ
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船

船
長
に
と
っ
て
も
現
地
の
事
情
に
精
通
し
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
必
要

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
こ
こ
に
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
有
用
性
を
窺

う
こ
と
が
出
来
る
。

第
四
章

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
制
度
的
側
面

１

ド
ラ
ゴ
マ
ン
（dragom

an

）
の
呼
称
に
つ
い
て

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
ラ
テ
ン
語
版
原
典
で
は

ド
ラ
ゴ
マ
ン
はtrutschelm

annus

あ
る
い
はcalinus

と
表
記

さ
れ
、
そ
れ
に
職
位
の
上
下
を
表
すm

agnus

、parvus

、
そ
の

比
較
級
で
あ
るm

ajor

、m
inor

と
い
っ
た
言
葉
が
合
わ
せ
て
用

い
ら
れ
て
い
る
（
268
）
。
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
はm

ajor
trutschelm

annus

de
Jerusalem

,Sabathytanco

、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
はtrutschel-

m
annus

と
記
さ
れ
（
269
）
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
はm

am
aluccum

,chris-

tianorum
truschelm

aunum
in

C
hayro （

270
）

、dom
inus

T
an-

guardinus
trutschelm

anuus
C

ahirinus

（
271
）
、
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
は

trutschelm
annus

A
lexandrinus,dictus

Scham
beck （

272
）
と
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
巡
礼
記
の
英
訳
版
で
はdragom

an

あ
る
い

はcalinus
と
表
記
さ
れ
、
そ
れ
に
職
位
を
表
すchief

、upper

、

史
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under

、lesser

等
の
言
葉
が
併
せ
て
用
い
ら
れ
（
273
）
、
仏
訳
版
で
は

truchem
an

あ
る
い
はcali

と
表
記
さ
れ
、
職
位
の
上
下
は

grand
、petit

等
の
言
葉
が
付
さ
れ
て
い
る
（
274
）
。

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
の
間
で
締
結
し
た
巡
礼
契
約
書
は
正
式
な

職
位
、
職
名
を
用
い
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
版
原

典
で
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
はcalinus

m
ajor

、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ

はcalinus
m

inor

と
表
記
さ
れ
（
275
）
、
英
訳
版
で
はchief

calinus

、

lesser
calinus

と
訳
さ
れ
て
い
る
（
276
）
。

な
お
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
や
通
訳
は
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡

礼
記
で
はgrand

interprète
du

sultan （
277
）
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ

の
巡
礼
記
で
はchief

interpreter
of

the
king （

278
）
、
フ
ォ
ン
・
ハ

ル
フ
の
巡
礼
記
で
はgreat

dragom
an

ま
た
はprincipal

dragom
an （

279
）
、
そ
し
て
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
の
巡
礼
記
で
はsultan’s

chief
interpreter （

280
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
は
仏
訳

や
英
訳
に
見
る
限
り
で
は
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
と
類
似
し
た
表
記

と
言
え
る
。

２

カ
リ
ヌ
ス
（calinus

）
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て

フ
ァ
ブ
リ
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を
カ
リ
ヌ
ス
（calinus,cali

）
と

呼
称
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、「
上
位
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
サ
バ
テ

ィ
タ
ン
コ
と
呼
ば
れ
、
上
位
カ
リ
ヌ
ス
（upper

calinus

）、
下

位
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
と
呼
ば
れ
、
下
位
カ
リ
ヌ
ス
（low

er

calinus

）、
こ
れ
ら
二
人
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
（
281
）
」
と
記

し
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
同
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

カ
リ
ヌ
ス
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
はF

riar

F
elix

at
Large （

282
）
に
お
い
て
、
用
い
た
史
料
の
う
ち
フ
ァ
ブ
リ
の

巡
礼
記
以
外
で
は
同
じ
巡
礼
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
フ
ォ
ン
・

ブ
ラ
イ
デ
ン
バ
ッ
ハvon

B
reydenbach

、
パ
ウ
ル
・
ヴ
ァ
ル
タ

ーPaulW
alter （

283
）
が
用
い
て
い
る
こ
と
、
他
に
は
そ
れ
よ
り
二
十

年
程
前
に
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
滞
在
し
た
ル
イ
・
ド
ゥ
・
ロ
シ
ュ
シ

ョ
ー
ルLouis

de
R

ochechouart

（
284
）
（
一
四
三
三
頃
〜
一
四
九
五

年
頃
）
が
ス
ル
タ
ン
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
対
し
て
記
し
て
い
る

の
み
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
友
人
を
表

すkhalı̄l

、
あ
る
い
は
ガ
イ
ド
を
表
わ
すdalı̄l

の
い
ず
れ
か
が
訛

っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は
そ
の
呼
称
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
エ

ル
フ
ァ
ー
ロ
の
二
名
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
（
285
）
、
こ
の
二
名
と
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
、
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
の
違
い
は
最
初
の
二
名
が
マ
ム

ル
ー
ク
で
な
い
こ
と
、
そ
し
て
都
市
離
れ
て
移
動
す
る
長
期
の
旅

に
随
伴
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
リ
ヌ
ス
の
呼
称
は
巡
礼
者
に

随
伴
し
て
長
期
の
旅
を
共
に
し
信
頼
関
係
が
築
か
れ
た
ド
ラ
ゴ
マ

ン
に
対
し
て
用
い
た
と
考
え
れ
ば
、
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
の
推
定
は
肯

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
〇
三
（
一
〇
三
）



け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
時
に
保
護
者
を
意
味
す
るkāli’

で

あ
る
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
カ
イ
ロ
か
ら
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
随
伴
し
た
ハ
リ
ュ
と
は
信
頼
関
係
が
全
く
な

く
、
期
間
も
六
日
間
と
短
い
の
で
そ
の
呼
称
を
用
い
な
か
っ
た
と

し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

３

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
公
的
性
格

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
、
巡

礼
者
に
随
伴
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
公
的
な
性
格
を
有
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

①「
各
都
市
で
は
ス
ル
タ
ン
が
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
同
行

し
保
護
す
る
特
別
の
権
限
（privilege
）
を
与
え
た
人
た
ち

が
お
り
、
ス
ル
タ
ン
の
宮
廷
よ
り
職
権
（pow

er

）
を
与
え

ら
れ
た
ス
ル
タ
ン
の
官
吏
で
あ
り
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
ま
た
は
カ

リ
ヌ
ス
と
呼
ば
れ
る
（
286
）
。」

②
行
政
体
制
に
つ
い
て
、「
彼
ら
（
ス
ル
タ
ン
、
官
房
長
官

（diodar

）、
ア
ミ
ー
ル
（am

iral

））
は
ス
ル
タ
ン
が
支
配
す

る
各
地
域
（les

provinces

）
に
統
治
者
（préfets

）
を
派

遣
し
、
各
地
区
の
長
に
マ
ム
ル
ー
ク
と
役
人
で
あ
る
ド
ラ
ゴ

マ
ン
（des

fonctionaires
truchem

ans

）
を
任
命
し

た
（
287
）
。」

③
「
ス
ル
タ
ン
は
そ
こ
（
エ
ル
サ
レ
ム
）
の
長
で
あ
り
、
…
…

キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
外
国
人
と
巡
礼
者
を
統
治

す
る
た
め
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を
任
命
す
る
（
288
）
。」

そ
し
て
フ
ァ
ブ
リ
自
身
が
見
聞
、
体
験
し
た
以
下
の
事
例
は
ド

ラ
ゴ
マ
ン
の
公
的
性
格
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
巡
礼
者
た
ち
が
カ
イ
ロ
へ
の
新
た
な
巡
礼
契
約
を
締
結
し
た

後
に
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
巡
礼
者
た
ち
の
査
問
に
エ
ル
サ
レ
ム

に
来
訪
し
た
の
は
ス
ル
タ
ン
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
人
の
場
合
は
拘
束
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て

お
り
（
289
）
、
査
問
や
拘
束
の
権
限
を
有
し
て
い
た
。

②
シ
ナ
イ
山
に
向
か
う
途
中
で
の
巡
礼
者
間
の
刃
傷
沙
汰
に
つ

い
て
、
フ
ァ
ブ
リ
は
ス
ル
タ
ン
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
か
ね
な

い
重
大
事
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
場
は
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
ス
ル
タ
ン
の
名
前
に
お
い
て
和
睦

を
命
じ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
290
）
。
ま
た
、
シ
ナ
イ
山
か
ら
カ

イ
ロ
に
向
か
う
途
中
で
は
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
許
可
の
も
と

で
巡
礼
者
た
ち
は
護
身
用
の
武
器
を
携
え
て
い
た
が
、
出
会

っ
た
高
位
の
マ
ム
ル
ー
ク
と
思
わ
れ
る
騎
士
に
そ
の
こ
と
を

問
わ
れ
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
事
情
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

騎
士
は
直
ち
に
納
得
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
（
291
）
、
こ
の
こ
と
は

ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
ト
ラ
ブ
ル
の
処
理
や
武
器
携
行
の
裁
定
権
限

史
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を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

③
巡
礼
者
た
ち
が
マ
タ
リ
ア
に
到
着
時
、
同
行
の
駱
駝
引
き
た

ち
に
カ
イ
ロ
ま
で
荷
を
運
ぶ
こ
と
を
依
頼
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
到
着
を
待
た
ず
に
離
任
し
た
こ
と

が
巡
礼
記
に
は
記
さ
れ
て
い
る
（
292
）
。
十
五
世
紀
の
記
述
者
不
詳

の
巡
礼
記
に
は
、
巡
礼
者
た
ち
が
道
中
で
の
ア
ラ
ブ
人
た
ち

の
行
動
に
不
満
を
述
べ
る
と
、
ア
ラ
ブ
人
た
ち
は
カ
イ
ロ
の

主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
か
ら
鞭
に
よ
る
打
擲
を
受
け
た
と
す
る
記

述
が
見
ら
れ
る
（
293
）
。
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
は
こ
の
記
述
を
も
と
に
ア

ラ
ブ
人
の
駱
駝
引
き
に
と
っ
て
は
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
査
問

は
恐
怖
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
収
入
の
機
会
を
放
棄
し
て
で
も

離
任
を
選
ん
だ
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
（
294
）
、
こ
の
こ
と
は
ド
ラ

ゴ
マ
ン
が
処
罰
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

④
カ
イ
ロ
の
貴
金
属
商
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
話
と
し
て
、
タ
ン
ゲ
ル

ダ
ン
が
マ
ム
ル
ー
ク
と
な
っ
た
後
、
ス
ル
タ
ン
か
ら
カ
イ
ロ

に
来
る
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
受
け
入

れ
の
独
占
権
を
買
い
取
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
295
）
。
ま
た
、
タ
ン

ゲ
ル
ダ
ン
の
邸
宅
内
の
牢
獄
に
未
決
囚
の
キ
リ
ス
ト
教
教
徒

が
収
監
さ
れ
て
い
た
（
296
）
。

⑤
前
章
で
述
べ
た
が
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
随
伴
や
人
選
が
巡
礼
者

の
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
制
度
的
な
枠
組
み

の
中
で
決
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド

ラ
ゴ
マ
ン
に
は
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
や
地
域
の
高
位
者
と
の

会
見
を
段
取
る
な
ど
の
行
為
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
巡
礼
者
に

対
す
る
監
視
的
職
務
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

そ
し
て
以
下
の
事
例
に
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
公
的
な
性
格
が
背
景

に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
①
前
述
し
た
武
器
携
行
に
つ
い

て
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
説
明
に
騎
士
が
疑
義
を
唱
え
ず
直
ち
に
納
得

し
た
こ
と
。
②
一
行
が
死
海
に
行
く
時
に
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
統
治
者
（governor

of
B

ethlehem

）
に
同
行

を
依
頼
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
（
297
）
、
統
治
者
の
地
位
に
あ
る
人
物

に
こ
の
よ
う
な
依
頼
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
。
③
前
章
で
述
べ
た

巡
礼
者
た
ち
数
名
が
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
制
止
を
無
視
し
て
紅
海
を

見
に
行
き
、
途
中
で
迷
い
危
険
な
目
に
あ
っ
た
事
件
で
は
、
彼
は

ス
ル
タ
ン
の
査
問
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
残
っ
た
巡
礼
者
た
ち
に

自
分
に
落
ち
度
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
て
い

る
こ
と
（
298
）
。

ま
た
、
フ
ァ
ブ
リ
以
外
の
史
料
に
も
公
的
性
格
を
窺
わ
せ
る
記

述
が
見
ら
れ
る
。
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
で
は
カ
イ
ロ

に
到
着
す
る
と
、
ス
ル
タ
ン
の
大
通
訳
（grand

interprète
du

sultan

）
で
あ
る
ガ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ン
か
ら
召
喚
さ
れ
査
問
を
受
け

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
〇
五
（
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五
）



た
こ
と
（
299
）
、
ま
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
ジ
ェ
ニ
ー
ベ
イ
と
い
う

名
の
マ
ム
ル
ー
ク
の
通
訳
か
ら
召
喚
さ
れ
査
問
を
受
け
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
（
300
）
。
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
巡
礼
記
で
は
王
の
主

席
通
訳
（chief

interpreter
of

the
king

）
で
あ
る
サ
グ
リ
ー
・

ヴ
ァ
ル
デ
ィ
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
（
301
）
、
そ
の
役
職
か
ら
彼
が
公
的

な
位
置
づ
け
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
稿
第
二
章
に
述

べ
た
と
お
り
ガ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ン
、
サ
グ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
は
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
、
ジ
ェ
ニ
ー
ベ
イ
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
同
一
人
物
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
の
巡
礼
記
で
は
カ
イ
ロ
で
昵
懇
と
な
っ
た
サ

イ
ム
（Saym

）
と
い
う
名
の
通
訳
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

彼
に
つ
い
て
は
ス
ル
タ
ン
の
主
席
通
訳
（sultan’s

chief
inter-

preter

）、
ス
ル
タ
ン
の
通
訳
（sultan’s

interpreter

）
と
い
っ

た
表
記
が
随
所
に
見
ら
れ
る
（
302
）
。
サ
イ
ム
は
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
が
キ

プ
ロ
ス
王
か
ら
預
か
り
所
持
し
て
い
た
ス
ル
タ
ン
宛
の
書
状
を
公

式
の
場
で
奏
上
す
る
前
に
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
ス
ル
タ
ン
と
事

前
協
議
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
303
）
。
ま
た
、
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
は

ス
ル
タ
ン
の
主
席
通
訳
か
ら
の
書
状
を
携
え
て
い
た
の
で
ダ
ミ
エ

ッ
タ
の
統
治
者
か
ら
敬
意
を
持
っ
て
遇
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
（
304
）
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
こ
の
主
席
通
訳
が
公
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
に
つ
い
て

は
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
第

三
章
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
松
田
俊
道
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
サ
フ
ユ
ー
ン
修
道
院
に
残

る
ス
ル
タ
ン
・
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
（
在
位
一
四
六
一
〜
六
七
年
）
の

布
告
に
は
「
ラ
ム
ラ
お
よ
び
エ
ル
サ
レ
ム
の
通
訳
に
関
し
て
は
、

フ
ラ
ン
ク
人
に
通
訳
を
行
う
者
は
通
訳
許
可
証
（
マ
ル
ス
ー
ム
ま

た
は
マ
ン
シ
ュ
ー
ル
）
を
交
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
通
訳
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
305
）
、
こ
の
記

述
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
公
的
性
格
を
窺
わ
せ
る
。

４

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
階
層
性

（
１
）
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
非
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ

ゴ
マ
ン

フ
ァ
ブ
リ
た
ち
に
随
伴
し
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
関
す
る
以
下
の
記

述
か
ら
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
非
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ

マ
ン
で
は
そ
の
職
務
内
容
に
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
の
階
層
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

①
非
マ
ム
ル
ー
ク
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
エ

ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
に
至
る
巡
礼
行
に
随
伴
し
た
が
、
マ

ム
ル
ー
ク
で
あ
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
は
い
ず

れ
も
都
市
間
を
移
動
す
る
よ
う
な
随
伴
の
記
述
は
な
く
、
カ

史
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イ
ロ
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
を
離
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ

る
（
306
）
。
ま
た
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
、

フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
は
カ
イ
ロ
で
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
接
触
し
た

こ
と
が
判
る
が
、
い
ず
れ
も
彼
が
カ
イ
ロ
を
離
れ
て
彼
ら
に

随
伴
し
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
砂
漠
を
横
断
す
る
巡
礼
行

に
随
行
す
る
こ
と
は
生
命
の
危
険
を
伴
い
（
307
）
、
カ
イ
ロ
や
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
様
な
都
市
を
離
れ
ず
に
そ
の
職
務
を
遂
行

す
る
こ
と
に
比
べ
る
と
遙
か
に
過
酷
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
巡
礼
者
が
ス
ル
タ
ン
に
謁
見
す
る
際
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
関
わ

っ
た
こ
と
を
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
行
為
は
マ
ム
ル
ー
ク
の

ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
限
ら
れ
、
非
マ
ム
ル
ー
ク
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン

コ
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
２
）
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
ド
ラ
ゴ
マ
ン

フ
ァ
ブ
リ
は
エ
ル
サ
レ
ム
や
カ
イ
ロ
の
よ
う
な
巡
礼
者
が
多
く

訪
れ
る
と
こ
ろ
で
は
上
位
カ
リ
ヌ
ス
（upper

calinus
）
と
下
位

カ
リ
ヌ
ス
（low

er
calinus

）
が
い
る
と
述
べ
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の

職
位
に
階
層
性
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
308
）
。
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ

と
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
随
伴
し
た
区
間
で
は
以
下
の
よ
う
な
具
体
的

事
例
が
見
ら
れ
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
位
に
は
階
層
性
が
あ
り
職
務

行
為
に
も
差
異
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

①
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
ま
で
の
巡
礼
契
約
の
契
約
当
事
者

は
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
で
あ
り
、
彼
が
ガ

ザ
で
離
任
し
た
後
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
み
が
随
伴
し
た
が
、

契
約
上
の
彼
の
位
置
づ
け
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
の
代
理
と
し

て
で
あ
っ
た
（
309
）
。

②
七
月
二
十
九
日
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
有
力
者
た
ち
が
シ
オ
ン
山

の
修
道
院
で
饗
応
を
受
け
る
場
面
で
は
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ

も
同
席
し
て
お
り
、
ロ
ー
ド
・
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
（lord

Sa-

bathytanco （
310
）
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の

名
は
無
く
、
こ
の
場
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

③
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
査
問
の
際
、
一
行
が
フ

ラ
ン
ス
人
で
あ
れ
ば
逮
捕
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
の
記
述
が
見
ら

れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
な
い
こ
と
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
を

通
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
（
311
）
、
カ
イ
ロ
の
主
席
ド

ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
に
対
し
て
は
主
席
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
対
応
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

④
巡
礼
者
た
ち
の
死
海
見
学
の
際
に
は
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
の

依
頼
を
受
け
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
統
治
者
で
あ
る
ア
メ
ス
が
同
行

し
た
こ
と
を
前
述
し
た
が
、
地
域
の
統
治
者
に
対
す
る
依
頼

は
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
行
っ
て
い

る
（
312
）
。

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
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（
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フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
で
は
ガ
ザ
ま
で
の
行
程
に
二
名
の
ド
ラ
ゴ

マ
ン
が
随
伴
し
た
こ
と
か
ら
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
下
位
ド
ラ
ゴ
マ

ン
の
差
異
を
比
較
・
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
も
し
随
伴
す

る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
一
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ

の
職
務
の
多
く
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
が
行
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
思

わ
れ
、
職
位
の
階
層
性
は
確
認
で
き
る
が
実
際
の
職
務
行
為
に
ど

れ
ほ
ど
の
差
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
な
お
、
他
の
巡
礼

記
で
も
職
位
の
上
下
を
表
す
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
等
の
表
記
は
見
ら

れ
る
が
、
そ
の
階
層
性
を
比
較
、
考
察
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
事

例
の
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
は
二
種
類
の
階
層
性
が
み
ら
れ
る
こ

と
を
考
察
し
た
が
、
特
に
マ
ム
ル
ー
ク
か
否
か
に
よ
っ
て
そ
の
職

務
に
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

５

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
担
当
地
域

（
１
）
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
見
る
担
当
地
域

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
前
述
し
た
と
お
り
、
各
都
市
に
は
ス

ル
タ
ン
か
ら
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
同
行
し
保
護
す
る
権
限
を

与
え
ら
れ
た
ド
ラ
ゴ
マ
ン
ま
た
は
カ
リ
ヌ
ス
が
い
る
こ
と
が
記
さ

れ
（
313
）、
ま
た
ス
ル
タ
ン
と
そ
の
側
近
は
各
地
区
に
役
人
の
ド
ラ
ゴ
マ

ン
を
置
い
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
314
）
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は

地
域
を
定
め
て
任
命
、
配
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
フ
ァ
ブ
リ
た
ち
の
ヤ
ッ

フ
ォ
ー
上
陸
時
よ
り
随
伴
し
て
お
り
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
新
た

な
巡
礼
契
約
を
締
結
す
る
際
の
記
述
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
通
行
・
滞
在
許
可
（safe-conduct

）
の
及
ぶ
範
囲
は
マ

タ
リ
ア
ま
で
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
315
）
、
そ
の
管
轄

域
は
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
、
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
近
郊
の
マ
タ
リ
ア

ま
で
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
巡
礼
者
た
ち
が
マ
タ
リ

ア
に
到
着
時
、
同
行
の
駱
駝
引
き
た
ち
が
カ
イ
ロ
の
主
席
ド
ラ
ゴ

マ
ン
の
査
問
を
恐
れ
彼
の
到
着
を
待
た
ず
に
離
任
し
た
こ
と
を
述

べ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
マ
タ
リ
ア
が
そ
の
分
岐
点
で
あ
っ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。

タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
に
つ
い
て
は
マ
タ
リ
ア
か
ら
カ
イ
ロ
市
街
の
区

域
を
随
伴
し
た
が
、
当
初
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

ま
で
の
随
伴
を
約
し
て
い
た
こ
と
（
316
）
、
そ
し
て
ブ
ー
ラ
ー
ク
か
ら
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
随
伴
し
た
ハ
リ
ュ
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
代

理
で
あ
る
こ
と
か
ら
カ
イ
ロ
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
管
轄
域
は
ア
レ
ク

サ
ン
ド
リ
ア
で
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
に
引
き
継
い
だ
城

門
の
と
こ
ろ
ま
で
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

巡
礼
者
た
ち
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
到
着
し
た
際
、
シ
ャ
ム

ベ
ッ
ク
は
海
の
門
の
二
重
に
な
っ
た
街
側
の
門
の
と
こ
ろ
か
ら
担

史
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当
し
て
い
る
が
（
317
）
、
帰
国
の
船
に
荷
を
積
み
込
む
際
の
検
査
で
は
彼

は
海
側
の
門
で
の
検
査
ま
で
立
ち
会
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
後

の
城
門
の
外
で
の
最
後
の
検
査
で
は
城
門
の
外
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク

の
権
限
が
及
ば
な
い
と
言
わ
れ
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
（
318
）
。
こ
れ

ら
の
記
述
か
ら
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
の
管
轄
域
は
海
の
門
の
海
側
の
門

ま
で
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
319
）
。

以
上
の
と
お
り
、
巡
礼
記
の
具
体
的
記
述
か
ら
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に

は
そ
れ
ぞ
れ
担
当
地
域
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
な
お
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
管
轄
域

が
マ
タ
リ
ア
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
が
随
伴
は
ガ
ザ
ま
で
で
あ
り
、

ま
た
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
の
管
轄
域
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
と
考

え
ら
れ
る
が
随
伴
は
カ
イ
ロ
の
ブ
ー
ラ
ー
ク
ま
で
で
あ
り
、
主
席

ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
つ
い
て
は
管
轄
域
と
随
伴
す
る
区
域
が
異
な
っ
て

い
る
（
320
）
。

（
２
）
フ
ァ
ブ
リ
以
外
の
巡
礼
記
に
み
る
担
当
地
域

フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
で
は
カ
イ
ロ
で
タ
ン
ゲ
ル
ダ

ン
と
、
そ
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
接
触

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
321
）
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
イ
ロ
と
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
彼
ら
の
管

轄
範
囲
が
ど
こ
ま
で
及
ん
だ
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
市
街
を
離
れ

た
と
い
っ
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
巡
礼

記
に
も
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
会
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
見
ら
れ
る

が
場
所
は
カ
イ
ロ
で
あ
っ
た
（
322
）
。
そ
し
て
こ
の
巡
礼
記
に
お
い
て
も

管
轄
範
囲
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
カ
イ
ロ
を
離
れ
た
と
の
記
述

は
見
ら
れ
な
い
。
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
の
巡
礼
記
で
は
そ
の
管
轄
範

囲
を
推
察
で
き
る
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
カ
イ
ロ
で
タ

ン
ゲ
ル
ダ
ン
と
考
え
ら
れ
る
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
家
に
滞
在
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
323
）
、
彼
が
カ
イ
ロ
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
の
通
り
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
以
外
の
史
料
に
見
ら
れ
る

ド
ラ
ゴ
マ
ン
も
特
定
の
場
所
で
巡
礼
者
た
ち
と
接
触
し
て
お
り
、

範
囲
は
不
明
な
が
ら
も
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

６

ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
い
う
職
種
・
職
名
、
及
び
他
職
と
の
兼
職

の
可
能
性

既
に
『
イ
ス
ラ
ー
ム
百
科
事
典
』
や
『
新
イ
ス
ラ
ム
事
典
』
に

は
通
訳
（
ド
ラ
ゴ
マ
ン
）
に
つ
い
て
、
官
庁
に
籍
を
置
き
外
交
に

関
わ
る
職
務
に
も
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
公
的
な
性
格
を
有
し
、

そ
の
行
政
制
度
上
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
こ
と

を
述
べ
た
。
従
っ
て
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
行
政
上
の
職
種
、
職
名
と
し

て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ポ
ッ
パ
ー
が
イ
ブ
ン
・
タ
グ

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
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リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー
の
年
代
記
に
基
づ
き
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
行
政

体
制
や
官
職
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
整
理
し
た
研
究
書
に
は
ド
ラ

ゴ
マ
ン
に
該
当
す
る
職
種
や
職
名
は
見
ら
れ
な
い
（
324
）
。
そ
し
て
ワ
ン

ズ
ブ
ロ
ー
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
・
タ
グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー
の
職
務
は

特
殊
書
記
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
エ
ジ
プ
ト
に
来
訪
す
る
人
の
世
話

役
で
あ
る
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ル
（m

ihm
andār

（
325
）
）
の
職
務
を
結
合
さ

せ
た
も
の
（
326
）
と
思
わ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
327
）
。

と
こ
ろ
で
巡
礼
記
の
十
月
二
日
の
記
述
に
は
、
カ
イ
ロ
に
向
か

う
途
中
で
出
会
っ
た
高
位
の
マ
ム
ル
ー
ク
と
思
わ
れ
る
人
物
に
香

辛
料
が
既
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
運
ば
れ
た
か
を
尋
ね
（
328
）
、
ま
た

十
月
十
六
日
の
記
述
で
は
、
カ
イ
ロ
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
い

る
船
が
荷
の
積
み
込
み
を
完
了
し
出
航
の
準
備
を
し
て
い
る
と
聞

き
、
速
や
か
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
案
内
す
る
よ
う
タ
ン
ゲ
ル

ダ
ン
に
要
求
し
た
と
述
べ
ら
れ
、
香
辛
料
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
運

ぶ
船
に
乗
り
遅
れ
る
と
巡
礼
者
た
ち
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
冬

を
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
し
て
い
る
（
329
）
。
こ
の
記
述
は
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
の
船
便
は
時
期
や
そ
の
運
行
数
が
限
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ア
シ
ュ
ト
ー
ル
は
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
末
に
か
け
て
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
航
海
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ガ
レ
ー
船
は

香
辛
料
の
取
引
期
間
に
合
わ
せ
て
運
行
さ
れ
た
と
述
べ
（
330
）
、
通
年
運

行
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
運
行
数
の
多
か
っ
た
一

四
八
一
年
か
ら
一
四
九
〇
年
は
合
計
四
十
六
隻
で
あ
っ
た
と
述
べ
（
331
）
、

そ
の
運
行
数
が
年
間
で
数
隻
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
、
ク
リ
ス
ト
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
〜
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
間
の

船
便
は
定
常
的
な
運
行
で
は
な
く
、
風
の
条
件
の
良
い
時
季
を
選

ん
だ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
332
）
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
東
地
域
を
結
ぶ

船
の
便
数
や
時
季
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
巡
礼
者
の
み
な
ら

ず
外
交
使
節
や
商
人
の
多
く
が
あ
る
限
ら
れ
た
時
季
に
カ
イ
ロ
や

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
等
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の

こ
と
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
が
季
節
性
が
高
く
、
通
年
で
常
時
そ

の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。

ま
た
、
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
に
は
フ
ァ
ブ
リ
の
み
な
ら
ず
、
ダ
・
ヴ

ォ
ル
テ
ッ
ラ
、
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
、
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
が
カ

イ
ロ
で
接
触
し
て
お
り
、
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
に
は
フ
ァ
ブ
リ
の
他
に

フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
会
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ペ
ロ
・
タ
フ
ー
ル
が
会
っ
た
ド
ラ
ゴ
マ

ン
の
サ
イ
ム
に
つ
い
て
は
ビ
ア
ッ
ジ
オ
・
ド
ル
フ
ィ
ンB

iagio

D
olfin （

333
）
の
残
し
た
史
料
に
も
同
一
人
物
と
見
ら
れ
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン

の
記
述
が
見
ら
れ
る
（
334
）
。
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
訪
れ
る
複

数
の
人
物
が
同
一
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
接
触
し
て
お
り
、
ま
た
フ
ァ

ブ
リ
は
第
一
回
目
の
巡
礼
行
で
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
に
会
っ
た
と
記
し

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号
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て
い
る
が
（
335
）
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
人
数
が
限
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
フ
ァ
ブ
リ
等
の
巡
礼
記
に
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
同
時
に

他
の
職
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
及
び
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ブ
リ

の
巡
礼
記
で
は
巡
礼
者
宿
泊
所
及
び
巡
礼
者
の
管
理
者
（m

aster

of
the

hospitaland
of

the
pilgrim

s

）
で
あ
る
と
い
っ
た
記
述

が
見
ら
れ
（
336
）
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
宿
泊
所
の
管
理
に
携

わ
る
職
務
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
・

ギ
ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
に
は
大
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
）

が
カ
イ
ロ
の
バ
ル
サ
ム
・
ガ
ー
デ
ン
見
学
の
権
限
を
保
持
し
て
い

る
こ
と
（
337
）
、
そ
し
て
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
が
進
呈
し
た
宝
石
に
対

す
る
返
礼
と
し
て
彼
か
ら
少
量
の
バ
ル
サ
ム
の
樹
液
を
も
ら
っ
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
338
）
。
ま
た
、
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
の
記
述

か
ら
は
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
が
バ
ル
サ
ム
・
ガ
ー
デ
ン
の
管
理
に
関
す

る
職
務
に
従
事
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
巡
礼

者
た
ち
の
見
学
希
望
に
対
し
そ
の
見
学
を
取
り
仕
切
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
（
339
）
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
彼
が
バ
ル
サ
ム
・
ガ
ー
デ

ン
の
管
理
に
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
窺
う
こ

と
が
出
来
る
。
ま
た
、
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
王
の
主
席
通
訳
で

あ
る
サ
グ
リ
・
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
（
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
）
か
ら
聞
い
た
カ

イ
ロ
の
人
口
数
に
つ
い
て
、
彼
の
と
こ
ろ
に
は
毎
日
出
生
数
と
死

亡
数
が
報
告
さ
れ
る
の
で
そ
の
数
は
正
確
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
（
340
）
、

彼
が
カ
イ
ロ
の
人
口
動
勢
を
把
握
で
き
る
職
務
に
携
わ
っ
て
い
た

こ
と
が
推
察
で
き
る
。
な
お
、
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
ハ
リ
ュ
に
つ
い

て
は
他
の
職
務
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
全
く

無
く
不
詳
で
あ
る
。

以
上
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
種
・
職
名
、
そ
し
て
他
職
と
の
兼
務

な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
巡
礼
者
に
随
伴
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン

は
ス
ル
タ
ン
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
公
的
な
位
置
づ
け
を
有
す
る

行
政
上
の
職
務
・
職
名
で
あ
る
が
、
季
節
性
を
帯
び
た
職
務
で
あ

り
、
人
数
は
限
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
ミ
フ
マ
ン

ダ
ー
ル
の
職
と
一
体
と
見
な
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
他
の
職
務

を
同
時
に
兼
務
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

む

す

び

本
稿
の
目
的
は
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
現
れ
る
立
場
や
随
伴
区

間
の
異
な
る
五
人
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
実
態
は

次
の
通
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
現
れ
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
か
ら
来
訪
す
る
巡
礼
者
に
随
伴
す
る
人
た

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
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ち
で
あ
り
、
そ
の
職
務
は
公
的
な
性
格
を
持
つ
。
そ
の
職
に
当
た

る
人
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
は
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー

ル
の
職
に
合
体
さ
れ
て
い
た
可
能
性
、
そ
し
て
季
節
性
が
高
く
、

通
年
の
職
務
で
は
な
い
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
ド
ラ
ゴ
マ

ン
が
他
の
職
務
を
同
時
に
兼
務
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
職

種
と
し
て
存
在
し
た
が
高
い
関
心
を
持
っ
て
認
識
さ
れ
る
職
務
で

な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
は
担
当
区
域
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
非
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
、

そ
し
て
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
下
位
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
い
う
二
種
類

の
階
層
性
が
見
ら
れ
る
。
階
層
性
に
伴
う
職
務
の
最
も
大
き
な
相

違
は
、
非
マ
ム
ル
ー
ク
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
砂
漠
を
横
断
す
る
よ
う

な
長
期
の
過
酷
な
巡
礼
行
に
随
伴
し
た
の
に
対
し
、
マ
ム
ル
ー
ク

の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
カ
イ
ロ
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
と
い
っ
た
都
市

を
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
ス
ル

タ
ン
へ
の
謁
見
を
段
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
巡
礼
者

た
ち
に
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
対
す
る
指
名
や
選
択
の
権
限
は
無
く
、

巡
礼
者
に
対
す
る
随
伴
や
人
選
は
何
ら
か
の
制
度
的
枠
組
み
の
中

で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
巡
礼
ル
ー
ト

や
場
所
に
よ
っ
て
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
随
伴
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
に
は
巡
礼
行
の
旅
行
案
内
人
と
し
て
の
役

割
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
職
務
は
具
体
的
に
は
、
①
目
的
地

へ
の
誘
導
、
巡
礼
場
所
へ
の
案
内
、
②
巡
礼
者
た
ち
の
安
全
確

保
・
庇
護
、
③
都
市
へ
の
出
入
り
の
検
査
に
際
し
て
の
支
援
、
通

行
・
滞
在
許
可
の
取
得
援
助
、
④
ス
ル
タ
ン
へ
の
謁
見
や
地
域
の

高
位
者
へ
の
面
会
の
段
取
り
、
⑤
通
訳
、
駱
駝
や
ロ
バ
の
手
配
・

調
達
、
宿
舎
の
確
保
・
提
供
、
⑥
旅
の
必
要
備
品
の
提
供
等
で
あ

っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
来
訪
し
た
巡
礼
者
た
ち
に
と
っ
て
ド
ラ
ゴ
マ

ン
の
存
在
は
極
め
て
有
用
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船

船
長
が
主
宰
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
様
な
巡
礼

行
に
お
い
て
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
公
的
な
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が

共
同
し
て
巡
礼
者
た
ち
の
対
応
に
あ
た
る
協
業
体
制
が
採
ら
れ
、

こ
こ
に
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
有
用
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
務
は
実
態
的
に
は
旅
行
案
内
人
の
性
格
を
持

っ
て
い
た
が
、
同
時
に
巡
礼
者
た
ち
に
対
す
る
指
揮
命
令
権
限
、

統
治
・
裁
定
の
権
限
を
保
持
し
、
彼
ら
に
対
す
る
監
視
や
管
理
監

督
の
責
任
を
負
う
公
的
役
割
も
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
巡
礼
記
に
見
ら
れ
る
様
々
な
記
述
か
ら
、
金
銭
を
受
領
し

て
役
務
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
的
職
務
と
は
明
ら
か
に
異
な
る

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
一
二
（
一
一
二
）



ド
ラ
ゴ
マ
ン
像
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
え
、
同
時
に
マ
ム
ル

ー
ク
朝
の
持
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
異
文
化
世
界
か
ら
の
来
訪
者

を
受
け
入
れ
る
社
会
的
な
枠
組
み
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
残
さ
れ
た
史
料

に
は
記
述
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
既
に
述
べ
た
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
一
時
滞
在
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
巡
礼
者
に

関
わ
る
季
節
性
を
帯
び
た
職
務
で
あ
り
、
人
数
も
限
ら
れ
て
い
た

た
め
同
時
代
の
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
可
能
性
、
そ
し
て
も
と
も
と
通
訳
や
旅
行
案
内
人
と
い
っ
た
職

務
は
異
文
化
の
人
と
の
間
の
仲
立
ち
的
・
黒
子
的
な
性
格
が
強
く
、

そ
れ
自
体
が
注
目
の
対
象
と
な
り
に
く
い
職
務
と
思
わ
れ
、
宗
教

や
生
活
習
慣
、
言
語
な
ど
を
同
じ
く
す
る
現
地
の
人
た
ち
に
と
っ

て
は
関
心
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
本
稿
で
考
察
し
た
そ
の
姿
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
と

っ
て
の
異
文
化
の
民
の
残
し
た
史
料
で
あ
る
が
故
に
表
出
し
た
諸

相
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
①
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
残
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
史
料
に
よ
る
考
察
が
充
分
で
な
く
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・

キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
史
料
に
よ
る
考
察
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

②
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
行
政
制
度
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
巡
礼
記
等

に
記
さ
れ
た
事
柄
に
基
づ
い
て
の
考
察
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

註

│
│

（
１
）

C
.

E
.

B
osw

orth,
“T

ardjum
ān,”

E
ncyclopaedia

of
Islam

,
Second

E
dition,ed.

P
.

B
earm

an,
T

h.
B

ianquis,
C

.
E

.
B

os-
w

orth,E
.van

D
onzeland

W
.P.H

einrichs,B
rillO

nline.

（
２
）
黒
木
英
充
「
ド
ラ
ゴ
マ
ン
」『
新
イ
ス
ラ
ム
事
典
』、
日
本
イ
ス

ラ
ム
協
会
、
嶋
田
襄
平
、
板
垣
雄
三
、
佐
藤
次
高
監
修
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
二
年
、
三
六
三
頁
。

（
３
）
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
首
都
テ
ル
・
ア
ヴ
ィ
ヴ
内
の
ヤ
ッ
フ
ォ

ー
（
ヤ
ー
フ
ァ
ー
）
で
あ
る
。

（
４
）

Ibn
Iyās,

hisoire
des

m
am

louks
circassiens,

trans.
G

.
W

eit,C
airo

:Institute
Français

d’A
rchéologie

O
rientale

du
C

aire,1945,p.409.

（
５
）

Ibn
T

aghrı̄
B

irdı̄,
H

istory
of

E
gypt,

1382

�1469
A

.D
.,

trans.
W

.
Popper,

B
erkeley

and
Los

A
ngeles

:U
niversity

of
C

alifornia
Press,1963.

（
６
）

R
.

Salicrú
Lluch

,
“T

ranslators,
Interpreters

and
C

ul-
turalM

ediators
in

Late
M

edievalE
astern

Iberia
and

W
est-

ern
Islam

ic
D

iplom
atic

R
elationships,”

Paper
presented

at
the

N
inth

M
editerranean

R
esearch

M
eeting

,
Florence

&
M

ontecatini
T

erm
e,

25

�28
M

arch
2009,

organized
by

the
M

editerranean
Program

m
e

of
the

R
obert

Schum
an

C
en-

tre
for

A
dvanced

Studies
at

the
E

uropean
U

niversity
Insti-

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
一
三
（
一
一
三
）



tute.

（
７
）

Fratris
Felicis

Fabri,
F

ratris
F

elicis
F

abri
E

vagarorium
in

T
errae

Sanctae,
A

rabiae
et

E
gypti

Peregrinationem
,

vol.
1

�3,
ed

.
K

.
D

.
H

assler,
T

übingen
:B

ibliotek
des

literi-
schen

V
ereins

in
Stuttgart,

1843

�49.

本
稿
で
はE

vagato-
rium

と
略
記
す
る
。

（
８
）

Felix
Fabri,

T
he

W
anderings

of
F

elix
F

abri,
trans.

A
.

Stew
art,

T
he

Library
of

the
Palestine

Pilgrim
s’

T
ext

Soci-
ety,vol.7

�10,1893
�96,
（R

eprint,2
vols.,

N
ew

Y
ork

:A
M

S
Press,1971.

本
稿
で
はW

anderings

と
略
記
す
る
）。

（
９
）

Félix
Fabri,

le
voyage

en
E

gypte
de

F
élix

F
abri,

1483
,

vol.
1

�2,
trans.

J.
M

asson
,

C
airo

:
Institute

Français
d’A

rchéologie
O

rientale
du

C
aire,1975.

本
稿
で
はV

oyage

と
略
記
す
る
。

（
１０
）

Félix
Fabri,

le
voyage

en
E

gypte
de

F
élix

F
abri,

1483
,

vol.
3,

trans
.

G
.

H
urseaux

,
C

airo
:

Institute
Français

d’A
rchéologie

O
rientale

du
C

aire,
1975.

本
稿
で
はV

oyage

と
略
記
す
る
。
な
お
、vol.1

�2

お
よ
びvol.3

は
ペ
ー
ジ
の
表
記

が
通
し
て
付
さ
れ
て
い
る
。

（
１１
）
ラ
テ
ン
語
版
原
典
お
よ
び
英
訳
版
で
はcalinus

、
そ
の
複
数

形
のcalini

、
仏
語
版
で
はcali

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）

J.
E

.
W

ansbrough,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
B

ulletin
ofthe

School
ofO

riental
and

A
frican

Studies
26

（1963

）,U
niversity

of
London,pp.503

�530.

（
１３
）

H
.

F
.

M
.

Prescott,
F

riar
F

elix
at

large
:

a
fifteenth-

century
pilgrim

age
to

the
H

oly
Land

,
N

ew
H

aven
:Y

ale

U
niversity

Press,1950.

（
１４
）

Prescott,
Jerusalem

journey
:

pilgrim
age

to
the

H
oly

Land
in

the
fifteenth

century,
London

:
E

yre
&

Spottis-
w

oode,1954.

（
１５
）

Prescott,
O

nce
to

Sinai,
N

ew
Y

ork
:T

he
M

acm
illan

C
om

pany,1958.

（
１６
）

G
.W

.
M

urray,
“Ferix

Fabri’s
Pilgrim

age
from

G
aza

to
M

ount
Sinaiand

C
airo,A

.D
.1483,”

T
he

G
eographical

Jour-
nal,122

（3

）,1956,pp.335

�342.

（
１７
）

R
.

Salicrú
Lluch

,
“T

ranslators,
Interpreters

and
C

ul-
turalM

ediators
in

Late
M

edievalE
astern

Iberia
and

W
est-

ern
Islam

ic
D

iplom
atic

R
elationships,”

p.3.

（
１８
）
黒
木
英
充
「
オ
ス
マ
ン
期
ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
領
事
通
訳
」『
一
橋
論
叢
』
第
一
一
〇
巻
第
四
号
、
一
九
九
三

年
、
五
五
六
―
五
六
八
頁
。

（
１９
）

E
.

N
atalie

R
othm

an
,

“
Interpreting

D
ragom

ans
:

B
oundaries

and
C

rossings
in

the
E

arly
M

odern
M

editer-
ranean

,”
C

om
parative

Studies
in

Society
and

H
istory

51

（2009

）,Society
for

the
C

om
parative

Study
of

Society
and

H
istory,pp.771

�800.

（
２０
）

E
lkan

N
athan

A
dler

ed
.,

Jew
ish

T
ravellers,

London
:

G
eorge

R
outledge

&
Sons,

Ltd.,
1930,

pp.
156

�208.

本
稿

で
はV

olterra

と
略
記
す
る
。

（
２１
）

V
olterra,p.172.

（
２２
）

V
olterra,p.163.

（
２３
）

Joos
van

G
histele

,
le

voyage
en

É
gypte

de
Joos

van

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
一
四
（
一
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四
）



G
histele,

1482

�1483
,trans.R

.B
auw

ens-Préaux,
C

airo
:In-

stitute
Françsais

d’A
rchéologie

O
rientale

du
C

aire,
1976.

本
稿
で
はG

histele

と
略
記
す
る
。

（
２４
）
一
四
八
一
年
〜
八
五
年
の
四
年
間
と
さ
れ
る
。（G

histele,
avant-propos,pp.II,V

II

）

（
２５
）

G
histele,avant-propos,p.IX

.

（
２６
）

G
histele,pp.17

�19,20

�21,43

�44.

（
２７
）

G
histele,pp.16

�17,115.

（
２８
）

A
rnold

von
H

arff,
T

he
Pilgrim

age
of

A
rnold

von
H

arff
knight

from
C

ologne,
through

Italy,
Syria

,
E

gypt,
A

rabia
,

E
thiopia

,
N

ubia
,

Palestine,
T

urkey,
F

rance,
and

Spain

（1496

�99

）,trans.
M

.
Letts,

London
:H

akluyt
Society

,
1946.

（R
eprint,M

illw
ood,N

ew
Y

ork
:K

raus,1990.

本
稿
で

はH
arff

と
略
記
す
る
。）

（
２９
）

H
arff,introduction,p.xiii.

（
３０
）

H
arff,introduction,p.xvi.

（
３１
）

H
arff,pp.101

�102.

（
３２
）

Pero
T

afur,
T

ravels
and

A
dventures

（1435
�1439

）,
trans.and

ed.
M

.
Letts,

London
:R

outledge,
1926.

本
稿
で

はT
afur

と
略
記
す
る
。

（
３３
）

T
afur,p.72.

（
３４
）

N
.C

hareyron,Pilgrim
s

to
Jerusalem

in
the

M
iddle

A
ges,

trans.
W

.
D

.
W

ilson
,

N
ew

Y
ork

:
C

olum
bia

U
niversity

Press,2005,p.127.

（
３５
）
櫻
井
康
人
が
一
五
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
巡
礼
記

を
用
い
た
論
考
に
お
い
て
、
史
料
と
し
て
掲
げ
た
八
二
編
の
巡
礼

記
の
う
ち
エ
ル
サ
レ
ム
に
加
え
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
、

シ
ナ
イ
山
を
訪
れ
た
巡
礼
行
は
一
九
編
で
あ
る
。
櫻
井
は
巡
礼
記

の
数
が
そ
の
ま
ま
巡
礼
者
全
体
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
を
訪
れ
る
巡
礼
行
が
一
般
的
で
な

か
っ
た
と
推
察
で
き
る
（
櫻
井
康
人
「
一
四
五
〇
年
〜
一
四
八
〇

年
の
聖
地
巡
礼
記
に
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム
観
・
ム
ス
リ
ム
観
・
十
字

軍
観
―
後
期
十
字
軍
再
考
（
４
）―
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
史
研

究
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。
櫻
井
康

人
「
一
四
八
一
年
〜
一
五
〇
〇
年
の
聖
地
巡
礼
記
に
見
る
イ
ス
ラ

ー
ム
観
・
ム
ス
リ
ム
観
・
十
字
軍
観
―
後
期
十
字
軍
再
考
（
５
）

―
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
史
研
究
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
二

一
三
―
二
一
四
頁
、
二
一
六
頁
）。

（
３６
）
二
回
目
の
巡
礼
行
の
行
程
等
に
つ
い
て
は
資
料
（
１
）
を
参
照

せ
よ
。

（
３７
）
資
料
（
２
）
を
参
照
せ
よ
。

（
３８
）

W
anderings,vol.2,pp.93,96

�101.

（
３９
）
ラ
ー
マ
は
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
に
至
る
途
中
、
テ

ル
・
ア
ヴ
ィ
ヴ
の
南
東
約
一
五
キ
ロ
に
あ
る
街
ラ
ム
ラR

am
la

で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
巡
礼
者
な
ど
を
統
括

す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
拠
点
で
あ
り
、
そ
の
知
事
は
巡
礼
者
た
ち
を

妨
害
行
為
か
ら
保
護
す
る
責
任
者
で
あ
っ
た
（
松
田
俊
道
『
聖
カ

テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文
書
の
歴
史
的
研
究
』、
中
央
大
学
出
版
部
、
二

〇
一
〇
年
、
一
一
五
頁
）。

（
４０
）

W
anderings,vol.1,p.219.

（
４１
）

W
anderings,vol.1,pp.248

�255.

（
４２
）
櫻
井
康
人
は
「
こ
の
時
期
（
一
四
五
〇
〜
一
四
八
〇
年
）
に
な

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
一
五
（
一
一
五
）



る
と
、
ツ
ア
ー
と
し
て
の
聖
地
巡
礼
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
こ

と
が
巡
礼
記
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
（
櫻
井
康
人

「
一
四
五
〇
年
〜
一
四
八
〇
年
の
聖
地
巡
礼
記
に
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム

観
・
ム
ス
リ
ム
観
・
十
字
軍
観
―
後
期
十
字
軍
再
考
（
４
）―
」、

二
〇
五
頁
）。
松
田
俊
道
は
ス
ル
タ
ン
・
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
一
四

七
一
年
の
布
告
に
も
と
づ
き
、
当
時
の
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
宗
教
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
比
較
的
寛
容
な
政
策
が
執
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
松
田
俊
道
『
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文

書
の
歴
史
的
研
究
』、
一
一
九
頁
）。

（
４３
）

C
hareyron,Pilgrim

s
to

Jerusalem
in

the
M

iddle
A

ges,
p.

3,5.

（
４４
）

C
hareyron

,
Pilgrim

s
to

Jerusalem
in

the
M

iddle
A

ges,
pp.13

�14.

（
４５
）

C
hareyron

,
Pilgrim

s
to

Jerusalem
in

the
M

iddle
A

ges,
pp.4,6.

（
４６
）

V
oyage,vol.1,introduction,p.X

.

（
４７
）

H
asan

S
.

K
halilieh

,
“A

m
ān

,”
E

ncyclopaedia
of

Islam
,

T
hree,

ed.
K

.
Fleet,

G
.

K
räm

er,
D

.
M

atringe,
J.

N
aw

as
and

E
.R

ow
son,B

rillO
nline.

（
４８
）

M
ajid

K
hadduri,

W
ar

and
Peace

in
the

Law
of

Islam
,

B
altim

ore
:T

he
Johns

H
opkins

Press,1955,pp.168

�169.

（
４９
）

W
anderings,vol.1,p.88.

（
５０
）

W
anderings,vol.1,pp.212

�213.

（
５１
）

W
anderings,vol.2,p.93.

（
５２
）

W
anderings,vol.2,p.432.

（
５３
）

V
oyage,vol.2,pp.512

�513,519.

（
５４
）

V
oyage,vol.2,pp.663

�664,684.

（
５５
）

V
oyage,vol.2,p.666.

（
５６
）
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
ア
マ
ー
ン
をsafe-conduct

と
訳
す
こ
と
が
適

切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。（W

ansbrough,“T
he

Safe-C
onduct

in
M

uslim
C

hancery
Practice,”

B
ulletin

of
the

School
of

O
riental

and
A

frican
Studies

34

（1971

）,p.25
note

18

）

（
５７
）
ラ
テ
ン
語
版
原
典
で
はsalvus

conductus

あ
る
い
は
単
に

conductus

と
記
さ
れ
て
い
る
。（E

vagatorium
,vol.1,pp.90,

186

�187
;vol.2,pp.99

�100
;vol.3,pp.152,158

）

（
５８
）

E
vagatorium

,vol.2,p.361.

（
５９
）

E
vagatorium

,vol.3,p.149.

（
６０
）

E
vagatorium

,vol.3,pp.74

�75,148.

（
６１
）

V
oyage,vol.1,introduction,pp.I-V

.

（
６２
）
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
西
北
西
約
百
キ
ロ
に
あ
る
街
。

（
６３
）

W
anderings,vol.2,p.518.

（
６４
）

W
anderings,vol.1,p.243.

（
６５
）

V
oyage,vol.1,p.5.

（
６６
）

W
anderrings,vol.2,pp.645

�653.

（
６７
）

W
anderings,vol.1,pp.7

�47.

（
６８
）

W
anderings,vol.1,pp.48

�49.

（
６９
）

W
anderings,vol.1,p.24.

（
７０
）
資
料
（
１
）
を
参
照
せ
よ
。

（
７１
）

W
anderings,vol.1,p.79.

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
到
着
時
の
巡
礼

団
の
人
数
は
一
二
名
と
記
さ
れ
て
い
る
。（W

anderings,vol.1,
p.81

）

（
７２
）
資
料
（
２
）
を
参
照
せ
よ
。

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
一
六
（
一
一
六
）



（
７３
）
フ
ァ
ブ
リ
は
そ
の
年
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
は
ペ
ー
タ
ー
・
ラ

ン
ド
船
長
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
・
コ
ン
タ
リ
ー
ニ
船
長
の
二
隻
の

巡
礼
船
が
出
港
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（W

anderings,vol.1,
p.83

）。
櫻
井
康
人
は
当
時
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
巡
礼
船
の
許
可

は
二
隻
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
櫻
井
康
人

「
無
料
で
運
ぶ
わ
け
で
は
な
い
し
、
神
の
愛
の
た
め
に
運
ぶ
わ
け
で

も
な
い
―
中
世
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ガ
レ
ー
巡
礼
船
の
パ

ト
ロ
ン
た
ち
―
」『
史
林
』
第
九
七
巻
第
一
号
、
二
〇
一
四
年
、
四

六
頁
）。

（
７４
）
七
月
二
二
日
の
記
述
で
は
新
た
な
巡
礼
団
の
人
数
は
一
八
名
と

さ
れ
（W

anderings,vol.2,p.93

）、
二
三
日
の
記
述
に
は
二
〇

名
の
巡
礼
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（W

anderings,vol.2,p.
104

）。

（
７５
）
資
料
（
３
）
を
参
照
せ
よ
。

（
７６
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
７７
）
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
随
伴
期
間
等
に
つ
い
て
は
資
料
（
１
）
を
参
照

せ
よ
。

（
７８
）
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
は
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
も
同
行
し
た
。

（
７９
）

V
oyage,vol.1,introduction,pp.III-IV

.

（
８０
）
ラ
テ
ン
語
版
原
典
と
ド
イ
ツ
語
版
原
典
、
英
訳
版
と
仏
訳
版
の

構
成
は
資
料
（
１
）
を
参
照
せ
よ
。

（
８１
）

V
oyage,vol.2,p.791

;vol.3,p.977.

（
８２
）

V
oyage,vol.1,introduction,p.IX

.

（
８３
）

V
oyage,vol.1,introduction,p.X

.

（
８４
）

W
anderings,vol.2,p.153.

（
８５
）

W
anderings,vol.2,pp.539

�540.

（
８６
）

V
oyage,vol.2,p.649.

（
８７
）

V
oyage,vol.2,p.660.

（
８８
）

W
anderings,vol.1,pp.221,566.

（
８９
）

W
anderings,vol.2,p.442.

（
９０
）

W
anderings,vol.2,p.491.

（
９１
）

W
anderings,

vol.
1,

p.
221

;vol.
2,

pp.
92

�93
;V

oyage,
vol.1,p.10.

（
９２
）

W
anderings,vol.2,p.112.

（
９３
）

W
anderings,vol.1,p.566.

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
ド
ラ
ゴ
マ

ン
（
通
訳
）
で
あ
り
な
が
ら
外
国
語
に
習
熟
し
て
い
な
い
点
に
つ

い
て
は
後
に
触
れ
る
。

（
９４
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
９５
）

W
anderings,vol.2,p.493.

（
９６
）

W
anderings,vol.2,pp.106

�107.

エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
は
ド
イ

ツ
人
騎
士
の
巡
礼
に
同
行
の
折
、
ド
イ
ツ
に
行
く
こ
と
を
勧
め
ら

れ
る
も
同
意
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拉
致
さ
れ
た

と
い
う
経
験
を
持
つ
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
を
拒
否
し
エ

ル
サ
レ
ム
に
戻
っ
た
。

（
９７
）

W
anderings,vol.1,

p.
228

;vol.
2,

pp.
94,

105
;V

oyage,
vol.1,p.101.

（
９８
）

W
anderings,vol.2,p.103.

（
９９
）

V
oyage,vol.3,p.805.

（
１００
）

W
anderings,vol.2,p.106.

（
１０１
）

W
anderings,vol.2.p.106.

（
１０２
）

V
oyage,vol.2,pp.426

�427.

（
１０３
）

W
anderings,vol.2,pp.513

�514.

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
一
七
（
一
一
七
）



（
１０４
）

W
anderings,vol.2,pp.526

�527.
（
１０５
）

G
histele,pp.16

�17.
（
１０６
）

V
olterra,pp.166

�167,173,174.
（
１０７
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
p.504.

（
１０８
）

H
arff,pp.101

�102.

（
１０９
）

H
arff,p.102

note
1.

フ
ォ
ン
・
ハ
ル
フ
と
フ
ァ
ブ
リ
の
巡

礼
行
に
は
一
五
年
程
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
タ

グ
リ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ー
は
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イQ

āitbāy

（
在
位
一

四
六
八
年
〜
九
六
年
）
か
ら
カ
ン
ス
ー
フ
・
ア
ル
ガ
ウ
リ
ーQ

ān-
sūh

al-G
hūrı̄

（
在
位
一
五
〇
一
年
〜
一
六
年
）
ま
で
の
六
代
の
ス

ル
タ
ン
の
治
世
に
三
〇
年
以
上
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
職
に
あ
っ
た
と
記

し
て
い
る
（W

ansbrough
,

“A
M

am
luk

A
m

bassador
to

V
enice

in
913/1507,”

p.505
note

1
）。

（
１１０
）

V
oyage,vol.2,p.402.

（
１１１
）

G
histele,p.17.

（
１１２
）

V
olterra,p.167.

（
１１３
）

H
arff,p.102.

（
１１４
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
p.504.

（
１１５
）
マ
リ
ン
出
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
チ
ュ
ー
ト
ン

人
と
記
さ
れ
て
い
る
（V

oyage,vol.1,p.402

）。
フ
ァ
ン
・
ギ

ー
ス
テ
ル
の
巡
礼
記
で
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
マ
リ
ン
生
ま
れ
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
商
人
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
テ
ゥ
デ
ス
コFrancisco

T
udesco

と
記
さ
れ
る
。
フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
は
彼
の
家
に
宿

泊
し
た
と
記
述
さ
れ
、
金
銀
細
工
師
、
水
晶
細
工
師
で
も
あ
る
彼

は
ス
ル
タ
ン
と
そ
の
后
の
覚
え
が
め
で
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（G
histele,p.16

）。
な
お
、
マ
リ
ン
は
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
の
メ
ヘ

レ
ン
で
あ
る
。

（
１１６
）

V
oyage,vol.2,pp.401

�402.

（
１１７
）

V
oyage,vol.3,p.915.

（
１１８
）

G
histele,pp.16

�17.

（
１１９
）

V
olterra,p.167.

（
１２０
）

V
olterra,p.173.

（
１２１
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
p.503.

（
１２２
）

V
oyage,vol.2,p.402.

（
１２３
）

H
arff,p.102.

（
１２４
）
佐
藤
次
高
『
マ
ム
ル
ー
ク
異
教
の
世
界
か
ら
き
た
イ
ス
ラ
ム

の
支
配
者
た
ち
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
一
二
五

―
一
二
九
頁
、
一
五
〇
頁
。
佐
藤
次
高
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
家
と

王
権
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
六
―
一
四
一
頁
。

（
１２５
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
p.503.

（
１２６
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
１２７
）

G
histele,p.44.

（
１２８
）

V
olterra,p.167.

（
１２９
）

W
anderings,vol.2,p.148

;V
oyage,vol.1,pp.366

�367.
（
１３０
）

G
histele,p.43.

（
１３１
）

V
olterra,pp.166,173.

（
１３２
）

H
arff,p.101.

（
１３３
）

Prescott,O
nce

to
Sinai,pp.117,124.

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
一
八
（
一
一
八
）



（
１３４
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
p.505.

（
１３５
）

V
oyage,vol.2,p.402

;vol.3,p.896.
（
１３６
）

V
oyage,vol.2,p.510.

（
１３７
）

G
histele,p.44.

（
１３８
）

V
olterra,p.173.

（
１３９
）

V
olterra,p.175.

バ
ル
サ
ム
は
樹
木
か
ら
分
泌
さ
れ
る
粘
稠

性
の
樹
液
で
、
芳
香
性
を
持
つ
樹
脂
は
香
料
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
。

（
１４０
）

W
anderings,vol.2,pp.147

�148.

（
１４１
）

V
oyage,vol.2,p.510.

（
１４２
）

V
oyage,vol.1,p.369.

バ
ル
サ
ム
・
ガ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
、

ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
は
そ
の
庭
は
壁
で
囲
ま
れ
バ
ル
サ
ム
の
木
に

は
一
本
ご
と
に
五
人
の
警
備
が
付
け
ら
れ
、
そ
の
樹
液
は
全
て
ス

ル
タ
ン
の
元
に
運
ば
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（V

olterra,p.175

）。

フ
ァ
ン
・
ギ
ー
ス
テ
ル
も
庭
の
警
備
は
厳
し
く
、
見
学
に
は
特
別

の
許
可
が
必
要
と
記
し
て
い
る
（G

histele,pp.70,73

）。

（
１４３
）

V
oyage,vol.2,p.399.

（
１４４
）

V
oyage,vol.2,p.401.

（
１４５
）

V
oyage,vol.2,pp.512

�513,519.

（
１４６
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
１４７
）

V
oyage,vol.2,p.582.

（
１４８
）

V
oyage,vol.2,p.512

;vol.3,p.936.

第
三
章
で
触
れ
る
が
、

こ
の
書
状
は
通
行
・
滞
在
許
可
と
し
て
効
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
１４９
）

V
oyage,vol.2,p.519.

（
１５０
）

V
oyage,vol.2,p.401.

（
１５１
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
１５２
）

V
oyage,vol.2,p.582.

（
１５３
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
pp.508,511.

（
１５４
）

V
oyage,vol.2,p.582.

ハ
リ
ュ
は
ラ
テ
ン
語
版
原
典
お
よ
び

そ
の
仏
訳
版
で
はH

alliu

と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
稿
で

は
ハ
リ
ュ
と
記
す
が
、
ド
イ
ツ
語
版
原
典
の
仏
訳
版
で
は
ア
リA

li

と
記
さ
れ
て
い
る
。（E

vagatorium
,vol.3,p.107

;V
oyage,

vol.2,p.582
;vol.3,p.938

）

（
１５５
）

V
oyage,vol.2,p.582.

（
１５６
）

V
oyage,vol.2,pp.658,667.

（
１５７
）

V
oyage,vol.2,p.582.

（
１５８
）

V
oyage,vol.2,p.596.

（
１５９
）

V
oyage,vol.2,p.787.

ド
イ
ツ
語
版
原
典
で
は
一
一
月
六
日

（V
oyage,vol.3,p.974

）。

（
１６０
）

V
oyage,vol.2,p.663.

（
１６１
）

V
oyage,vol.2,p.663.

（
１６２
）

V
oyage,vol.2,p.666.

（
１６３
）

V
oyage,vol.2,p.663.

（
１６４
）

V
oyage,vol.2,p.663.

（
１６５
）

V
oyage,vol.2,p.663.

（
１６６
）

V
oyage,vol.2,p.773.

（
１６７
）

V
oyage,vol.2,p.666.

（
１６８
）

V
oyage,vol.2,p.673.

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
の
希
望
す
る

総
費
用
一
人
四
五
ド
ゥ
カ
ー
ト
以
上
（
資
料
（
２
）
注
�
参
照
）、

サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
の
巡
礼
契
約
に
よ
る
総
費
用
一
人
二
三
ド
ゥ

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
一
九
（
一
一
九
）



カ
ー
ト
（
資
料
（
３
）
参
照
）
に
比
べ
、
彼
の
一
一
日
間
の
滞
在

で
一
人
一
三
ド
ゥ
カ
ー
ト
の
請
求
は
極
め
て
高
額
と
思
わ
れ
る
。

（
１６９
）

V
oyage,vol.2,p.787.

（
１７０
）

V
oyage,vol.2,p.674

;vol.3,p.951.

（
１７１
）

V
oyage,vol.2,p.679.

（
１７２
）

“interprète
de

cette
ville,

appelé
«Jennibeey»,

un
m

a-
m

eluk”

と
記
さ
れ
て
い
る
（G

histele,p.115

）。

（
１７３
）
巡
礼
者
た
ち
が
ラ
ム
ラ
の
修
道
院
で
読
み
聞
か
さ
れ
た
巡
礼
の

心
得
第
四
条
に
は
、「
現
地
の
サ
ラ
セ
ン
か
ら
暴
行
を
受
け
た
と
き

は
修
道
院
長
ま
た
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
申
し
出
る
こ
と
」
と
さ
れ
て

お
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
の
契
約
に
基
づ
く
巡
礼
行
に
お

い
て
も
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
関
与
す
る
こ
と
が
分
か
る
（W

anderings,
vol.1,p.249

）。
後
述
す
る
と
お
り
、
船
長
と
ド
ラ
ゴ
マ
ン
は
巡

礼
行
に
お
い
て
協
業
関
係
に
あ
っ
た
。

（
１７４
）
資
料
（
３
）
契
約
書
第
六
条
を
参
照
せ
よ
。
ラ
テ
ン
語
原
典
版

で
は
「
願
望
す
る
」
を
意
味
す
るpeto

と
い
う
言
葉
で
記
さ
れ
て

い
る
（E

vagatorium
,vol.2,p.100

）。

（
１７５
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
１７６
）
一
四
三
二
年
に
中
東
を
旅
し
た
ブ
ロ
キ
エ
ー
ルB

ertrandon
de

La
B

roquière

は
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
シ
ナ
イ
山
に
向
か
う
に
あ

た
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
（truchem

ent

）
が
同

行
す
る
ド
ラ
ゴ
マ
ン
を
あ
て
が
っ
た
（bailler

）
こ
と
を
述
べ
て

お
り
、
巡
礼
者
の
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（B
ertorandon

de
La

B
roquière,

“Le
V

oyage
d’O

utrem
er

de
B

ertrandon
de

La
B

roquière,”
T

he
Islam

ic
W

orld
in

F
oreign

T
ravel

A
ccounts,

vol.
5,

Frankfurt
am

M
ain

:Insti-

tute
for

the
H

istory
of

A
rabic-Islam

ic
Science

at
the

Jo-
hann

W
ofgang

G
oethe

U
niversity,

1994,

（reprint
of

the
edition

Paris
;E

rnest
Leroux,

1892,
ed

.
C

.
Schefer

）,p
.

16

）

（
１７７
）

W
anderings,vol.2,p.395.

（
１７８
）
資
料
（
２
）
契
約
書
第
一
七
条
を
参
照
せ
よ
。

（
１７９
）
ブ
ロ
キ
エ
ー
ル
は
シ
ナ
イ
山
の
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
へ
の
巡

礼
に
は
、「
エ
ル
サ
レ
ム
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
交
渉
す
る
こ
と
が

通
例
と
な
っ
て
お
り
、
彼
は
彼
に
代
わ
っ
て
砂
漠
の
ア
ラ
ブ
人
た

ち
と
通
行
に
つ
い
て
交
渉
を
行
う
ガ
ザ
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
に
そ
の
情

報
を
伝
え
る
」
と
記
し
て
お
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
主
席
ド
ラ
ゴ
マ

ン
や
ガ
ザ
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
関
与
が
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
（B

ertorandon
de

La
B

roquière,
“Le

V
oyage

d’O
utre-

m
er

de
B

ertrandon
de

La
B

roquière,”
pp.12

�16

）。

（
１８０
）

W
anderings,vol.1,p.541

;vol.2,pp.6,92

�93,153.

（
１８１
）

W
anderings,vol.2,pp.93

�96.

資
料
（
３
）
を
参
照
せ
よ
。

（
１８２
）

W
anderings,vol.2,p.93.

（
１８３
）

V
oyage,vol.2,p.399.

（
１８４
）

W
anderings,vol.2,p.133.

聖
ア
ン
ナ
教
会
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。

（
１８５
）

W
anderings,vol.2,p.153.

（
１８６
）

W
anderings,vol.2,pp.411,415.

ア
ダ
ム
創
造
の
場
所
、

お
よ
び
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
家
族
の
聖
墳
墓
（
マ
ク
ペ
ラ
の
洞

窟
）
へ
の
案
内
は
巡
礼
契
約
第
一
二
条
に
定
め
が
あ
る
。
資
料

（
３
）
を
参
照
せ
よ
。

（
１８７
）

W
anderings,vol.2,pp.530,547.

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
二
〇
（
一
二
〇
）



（
１８８
）

V
oyage,vol.1,p.369

（
１８９
）

V
oyage,vol.2,p.685.

（
１９０
）

W
anderings,vol.1,p.255.

（
１９１
）
巡
礼
者
た
ち
が
廃
墟
で
野
宿
し
た
の
に
対
し
、「
サ
ラ
セ
ン
の

ガ
イ
ド
た
ち
は
別
の
少
し
高
い
場
所
で
休
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
（W

anderings,vol.2,pp.8

�9

）。

（
１９２
）
資
料
（
３
）
契
約
書
第
三
条
、
第
五
条
を
参
照
せ
よ
。

（
１９３
）

W
anderings,vol.2,p.395.

（
１９４
）

V
oyage,vol.2.p.579.

（
１９５
）

W
anderings,vol.2,p.219.

（
１９６
）

W
anderings,vol.2,p.487.

（
１９７
）
巡
礼
契
約
で
は
駱
駝
の
費
用
は
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
負
担
で
あ
る
が
、

ガ
ザ
出
発
の
際
必
要
頭
数
に
つ
い
て
折
り
合
わ
ず
、
三
頭
の
費
用

は
巡
礼
者
達
の
追
加
負
担
と
な
っ
た
（W

anderings,vol.2,p.
487

）。

（
１９８
）

V
oyage,vol.2,p.665.

（
１９９
）

V
oyage,vol.2,p.773.

（
２００
）
資
料
（
３
）
を
参
照
せ
よ
。

（
２０１
）

W
anderings,vol.2,p.430.

（
２０２
）

W
anderings,vol.1,p.285

;vol.2,p.103.

（
２０３
）

W
anderings,vol.2,pp.504,529,639.

ヘ
ブ
ロ
ン
で
は
統

治
者
（governor

）
の
指
示
で
公
共
宿
に
宿
泊
し
（W

anderings,
vol.2,p.410

）、
マ
タ
リ
ア
で
は
要
塞
に
宿
泊
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
（V

oyage,vol.1,p.365

）。

（
２０４
）

V
oyage,vol.2,p.401.

（
２０５
）

V
oyage,vol.2,pp.515

�516,667

�668.

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
に
入
る
た
め
の
ス
ル
タ
ン
の
書
状
（
後
述
）
の
取
得
に
時
間
を

要
し
た
た
め
、
帰
国
の
船
に
乗
り
遅
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
巡
礼
者

た
ち
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
行
く
商
人
に
同
行
さ
せ
る
形
で
巡

礼
者
の
一
人
を
先
行
派
遣
し
た
。

（
２０６
）

Prescott,O
nce

to
Sinai,p.124.

フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
で
は

巡
礼
者
た
ち
が
カ
イ
ロ
を
出
発
す
る
際
に
、
費
用
の
請
求
額
以
上

の
追
加
支
払
い
を
言
外
に
強
要
さ
れ
、
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
宿
舎
提
供
に
伴
う
利
得
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
（V

oyage,vol.2,pp.579

�580

）。

（
２０７
）

W
anderings,vol.2,p.93.

（
２０８
）
資
料
（
３
）
を
参
照
せ
よ
。

（
２０９
）

W
anderings,vol.2,p.432.

（
２１０
）

V
oyage,vol.2,pp.512

�513,519.

（
２１１
）

V
oyage,vol.2,p.513

;vol.3,p.936.

（
２１２
）

V
oyage,vol.2,p.579.

・

（
２１３
）
フ
ァ
ブ
リ
は
外
国
人
は
海
の
門
（B

āb
al-B

ahr

）
以
外
の
出
入

り
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
記
し
て
お
り
（V

oyage,vol.2,p.
683

）、
街
へ
の
出
入
り
は
こ
の
門
を
通
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼

は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
到
着
時
に
巡
礼
者
た
ち
が
二
つ
の
門
の
間

に
閉
じ
込
め
ら
れ
惨
め
な
一
夜
を
過
ご
し
た
と
述
べ
、
城
門
が
二

重
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（V

oyage,vol.3,p.
959

）。
ま
た
ク
リ
ス
ト
は
海
の
門
は
港
に
隣
接
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
（G

.C
hrist,T

rading
C

onflicts:V
enetian

M
erchants

and
M

am
luk

O
fficials

on
Late

M
edieval

A
lexandria

,Leiden
and

B
oston

:B
rill,2012,p.57

）。

（
２１４
）

V
oyage,vol.2,p.664.

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
二
一
（
一
二
一
）



（
２１５
）

V
oyage,vol.2,pp.663

�664.
（
２１６
）

V
oyage,vol.2,p.666.

仏
訳
版
の
訳
者
マ
ッ
ソ
ン
は
、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
巡
礼
者
達
は
知
事
の
元
に
出
頭
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
（V

oyage,vol.1,p.11
note

9
a

）。

（
２１７
）

V
oyage,vol.2,pp.683

�684.

（
２１８
）

V
oyage,vol.2,pp.773

�775.

（
２１９
）

V
oyage,vol.2,p.673.

（
２２０
）

V
oyage,vol.2,p.775.

（
２２１
）

V
oyage,vol.3,p.974.

（
２２２
）

V
oyage,vol.2,p.787.

（
２２３
）
巡
礼
記
の
記
述
か
ら
は
通
行
・
滞
在
許
可
（
ア
マ
ー
ン
）
に
つ

い
て
は
、
巡
礼
行
中
の
主
要
各
場
所
に
お
い
て
そ
の
取
得
や
確
認

が
行
わ
れ
、
多
く
の
場
合
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
が
関
与
し
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
考
察
を
行
う
。

（
２２４
）

G
histele,pp.17,115

�116.

（
２２５
）

H
arff,p.101.

（
２２６
）
資
料
（
３
）
を
参
照
せ
よ
。

（
２２７
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
２２８
）

W
anderings,vol.2,p.494.

（
２２９
）

W
anderings,vol.2,p.501.

（
２３０
）

W
anderings,vol.2,p.506.

（
２３１
）

W
anderings,vol.2,pp.537

�538.

（
２３２
）

W
anderings,vol.2,p.626.

松
田
俊
道
は
当
時
近
く
で
は
多

く
の
遊
牧
民
の
部
族
が
修
道
院
の
警
護
や
食
料
の
運
搬
に
協
力
し

て
報
酬
を
受
け
取
る
一
方
で
修
道
院
や
修
道
士
を
襲
撃
し
て
い
た

と
指
摘
し
て
い
る
（
松
田
俊
道
『
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文
書
の

歴
史
的
研
究
』、
一
五
三
頁
）。

（
２３３
）

W
anderings,vol.2,pp.645

�646.

（
２３４
）

V
oyage,vol.2,p.787.

（
２３５
）

W
anderings,vol.2,p.9.

ア
ラ
ブ
遊
牧
民
が
巡
礼
者
た
ち
の

食
糧
袋
を
盗
ん
だ
こ
と
に
端
を
発
し
、
双
方
が
投
石
、
刃
を
抜
い

て
対
峙
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

（
２３６
）

W
anderings,vol.2,p.643.

（
２３７
）

G
histele,p.43.

（
２３８
）

A
nserm

e
A

dorno
and

Jean
A

dorno
,

itineraire
d’A

n-
selm

e
A

dorno
en

T
erre

Sainte

（1470

�1471

）,trans.J.H
eers

and
G

.
de

G
roer,

Paris
:C

entre
N

ational
de

la
R

echerche
Scientifique,1978,p.209.

シ
ャ
レ
イ
ロ
ン
は
そ
の
旅
行
記
は
有

益
で
、
住
民
、
習
慣
等
の
豊
か
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
（C

hareyron,
Pilgrim

s
to

Jerusalem
in

the
M

iddle
A

ges,p.221

）。

（
２３９
）

V
oyage,vol.2,p.510.

（
２４０
）

V
oyage,vol.2,p.666.

（
２４１
）

G
histele,p.22.

（
２４２
）

T
afur,p.72.

（
２４３
）

W
anderings,vol.2,p.226.

（
２４４
）

C
hareyron

,
Pilgrim

s
to

Jerusalem
in

the
M

iddle
A

ges,
pp.11

�13.
（
２４５
）

Irm
a

A
.

R
ichter,

T
he

N
otebooks

of
Leonardo

da
V

inci,
O

xford
:O

xford
U

niversity
Press,

1952,
pp.

263

�265,
296.

ア
ブ
ー
セ
ー
フ
も
同
趣
旨
の
論
述
を
し
て
い
る
（D

oris
B

ehrens-

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
二
二
（
一
二
二
）



A
bouseif,“E

uropean
A

rts
and

C
rafts

at
the

M
am

luk
C

ourt,
E

uropeans
at

the
Late

M
am

luk
C

ourt,”
M

uqarnas,
21,

E
s-

says
in

H
onor

of
J.M

.R
ogers,2004,p.50

）。

（
２４６
）
櫻
井
康
人
は
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
や
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
巡
礼
者
に
対
す

る
管
理
が
厳
し
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
櫻
井
康
人
「
一

四
五
〇
年
〜
一
四
八
〇
年
の
聖
地
巡
礼
記
に
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム

観
・
ム
ス
リ
ム
観
・
十
字
軍
観
―
後
期
十
字
軍
再
考
（
４
）―
」、

二
〇
六
―
二
〇
八
頁
）。

（
２４７
）

W
anderings,vol.1,pp.219

�220.

（
２４８
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
２４９
）

V
oyage,vol.2,p.594.

（
２５０
）

V
oyage,vol.2,pp.661

�663,683

�684,773

�776.

検
査
は

三
回
の
荷
物
検
査
、
人
物
と
手
続
き
の
確
認
検
査
、
お
よ
び
徴
税

検
査
で
あ
っ
た
。

（
２５１
）

T
afur,p.69.

（
２５２
）

T
afur,p.8.

（
２５３
）

G
histele,pp.17,115

�116.

（
２５４
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
２５５
）

V
oyage,vol.2,p.401

（
２５６
）

V
oyage,vol.2,pp.403

�404.

（
２５７
）
櫻
井
康
人
は
巡
礼
者
た
ち
が
遭
遇
す
る
様
々
な
困
難
に
つ
い
て

論
述
し
て
い
る
（
櫻
井
康
人
「
一
四
五
〇
年
〜
一
四
八
〇
年
の
聖

地
巡
礼
記
に
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム
観
・
ム
ス
リ
ム
観
・
十
字
軍
観

―
後
期
十
字
軍
再
考
（
４
）―
」、
二
〇
二
―
二
一
八
頁
）。

（
２５８
）

V
oyage,vol.2,pp.579,593.

（
２５９
）
ロ
ゼ
ッ
タ
の
手
前
の
フ
ー
ワ
か
ら
ナ
ー
ス
ィ
リ
ー
運
河
を
経
由

し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
へ
向
か
う
ル
ー
ト
も
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
フ
ァ
ブ
リ
た
ち
は
ロ
ゼ
ッ
タ
を
経
由
し
て
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
に
向
か
っ
た
（
フ
サ
ー
ム
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ

ル
�
ム
ウ
テ
ィ
（
太
田
（
塚
田
）
絵
里
奈
訳
）「
オ
ス
マ
ン
朝
時
代

の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
―
九
二
三
〜
一
二
一
三
年
／
一
五
一
七

〜
一
七
九
八
年
―
」
長
谷
部
史
彦
編
『
ナ
イ
ル
・
デ
ル
タ
の
環
境

と
文
明
Ⅱ
』、
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究

拠
点
早
稲
田
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
機
構
、
二
〇
一
三
年
、

一
二
一
頁
）。

（
２６０
）

V
oyage,vol.2,p.596.

（
２６１
）

V
oyage,vol.2,p.599.

（
２６２
）

“la
bouche

canopique
ou

H
éracléotique”

（V
oyage,

vol.
2,p.646

）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、ア
ブ
ー
・
キ
ー
ル
を
指
す
（V

oy-
age,

vol.
2,

pp
.

595
note

832
a,

650
note

928
a

）。

“la
bouche

canopique”

は
近
く
に
あ
っ
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
町
カ

ノ
ー
プC

anope

の
河
口
を
意
味
す
る
。

（
２６３
）

V
oyage,vol.2,p.647.

（
２６４
）

V
oyage,vol.2,p.650.

（
２６５
）

V
oyage,vol.2,p.652.

（
２６６
）

V
oyage,vol.2,p.651.

（
２６７
）

A
nserm

e
A

dorno
and

Jean
A

dorno
,

itinéraire
d’A

n-
selm

e
A

dorno
en

T
erre

Sainte

（1470

�1471

）,p.211.
（
２６８
）
例
え
ばE

vagatorium
,vol.2,pp.361,405,409.m

agnus

は

「
大
き
い
、
偉
大
な
」、parvus

は
「
小
さ
い
、
低
い
」
を
意
味
す

る
。

（
２６９
）

E
vagatorium

,vol.2,pp.108

�109.

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
二
三
（
一
二
三
）



（
２７０
）

E
vagatorium

,vol.2,p.142.

（
２７１
）

E
vagatorium

,vol.3,p.3.
（
２７２
）

E
vagatorium

,vol.3,p.147.
（
２７３
）
例
え
ばW

anderings,
vol.

1,
pp.

220

�223,
261

;vol.
2,

p.
105.

（
２７４
）
例
え
ばV

oyage,vol.1,pp.9,94,101.

（
２７５
）

E
vagatorium

,vol.2,p.100.

（
２７６
）

W
anderings,vol.2,pp.93

�94.

（
２７７
）

G
histele,p.44.

（
２７８
）

V
olterra,p.166.

（
２７９
）

H
arff,p.101.

（
２８０
）

T
afur,p.72.

（
２８１
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
２８２
）

Prescott,
F

riar
F

elix
at

large
:

A
fifteenth-century

pil-
grim

age
to

the
H

oly
Land

,p.102
note.

（
２８３
）

W
anderings,vol.2,p.104.

パ
ウ
ル
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
正
式

名
はPère

PaulW
alter

G
üglinger

で
あ
る
（V

oyage,vol.1,
Introduction,p.X

III

）。

（
２８４
）
ル
イ
・
ド
ゥ
・
ロ
シ
ュ
シ
ョ
ー
ル
（
一
四
三
三
年
頃
生
）
は
聖

職
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
改
革
的
な
姿
勢
に
よ
り
投
獄
さ
れ
、
甥

に
地
位
を
奪
わ
れ
一
四
九
五
年
頃
に
死
去
し
た
と
さ
れ
る
。
一
四

六
一
年
の
旅
行
記
か
ら
は
聖
地
に
関
す
る
書
物
を
多
く
読
ん
で
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
宗
教
、
政
治
に
つ
い
て
の
深
い
教
養
を
有
し

て
い
た
と
さ
れ
る
（C

hareyron,Pilgrim
s

to
Jerusalem

in
the

M
iddle

A
ges,p.228

）。

（
２８５
）
巡
礼
記
仏
訳
版
の
訳
者
マ
ッ
ソ
ン
は
カ
リ
ヌ
ス
・
タ
ン
ゲ
ル
ダ

ン
、
カ
リ
ヌ
ス
・
シ
ャ
ム
ベ
ッ
ク
と
記
し
て
い
る
が
（V

oyage,vol.
1,p.9

note
7

）、
ラ
テ
ン
語
版
原
典
で
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
エ

ル
フ
ァ
ー
ロ
以
外
に
は
カ
リ
ヌ
ス
と
い
う
呼
称
は
見
ら
れ
な
い
。

（
２８６
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
２８７
）

V
oyage,vol.2,pp.576

�577.

（
２８８
）

W
anderings,vol.2,p.226.

（
２８９
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
２９０
）

W
anderings,vol.2,p.540.

（
２９１
）

W
anderings,vol.2,p.643.

（
２９２
）

V
oyage,vol.2,p.366.

（
２９３
）

A
nonym

ous,
“un

pèlerinage
en

T
erre

Sainte
et

au
Sinaï

au
X

V
e

siècle.”
ed

.
H

.
M

oranville,
B

ibliothèque
de

l’É
cole

des
C

hartes,66

（1905

）,p.98.

こ
の
巡
礼
記
に
つ
い
て

シ
ャ
レ
イ
ロ
ン
は
一
四
二
〇
年
頃
の
エ
ジ
プ
ト
等
を
旅
し
た
巡
礼

記
と
思
わ
れ
、
著
述
者
は
深
い
信
仰
心
と
好
奇
心
を
合
わ
せ
持
ち
、

巡
礼
地
に
も
精
通
し
た
観
察
力
に
優
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（C

hareyron,Pilgrim
s

to
Jerusalem

in
the

M
id-

dle
A

ges,p.221

）。

（
２９４
）

Prescott,O
nce

to
Sinai,pp.116

�117.

（
２９５
）

V
oyage,vol.2,p.402.

（
２９６
）

V
oyage,vol.2,pp.412

�413.

（
２９７
）

W
anderings,vol.2,p.153.

（
２９８
）

W
anderings,vol.2,p.646.

（
２９９
）

G
histele,p.17.

（
３００
）

G
histele,p.116.

（
３０１
）

V
olterra,p.166.

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
二
四
（
一
二
四
）



（
３０２
）
例
え
ばT

afur,pp.72,81.

（
３０３
）

T
afur,p.73.

（
３０４
）

T
afur,p.102.

（
３０５
）
松
田
俊
道
『
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文
書
の
歴
史
的
研
究
』、

一
一
五
―
一
六
頁
。
な
お
、
サ
フ
ユ
ー
ン
修
道
院
は
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
修
道
院
を
指
す
（
松
田
俊
道
「
サ
フ
ユ
ー
ン
修
道
院
文
書
」

『
地
中
海
学
会
月
報
』
第
二
五
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
３０６
）
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で

の
随
伴
を
約
し
て
い
た
が
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
か
ら
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ

ア
ま
で
の
行
程
は
自
ら
は
随
伴
せ
ず
、
代
理
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
ハ
リ

ュ
に
随
伴
さ
せ
た
。

（
３０７
）

W
anderings,vol.2,p.106.

（
３０８
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
３０９
）
資
料
（
３
）
契
約
書
第
六
条
を
参
照
せ
よ
。

（
３１０
）

W
anderings,vol.2,p.112.

ラ
テ
ン
語
版
原
典
で
はdom

i-
nus

Sabathytanco

と
記
さ
れ
て
い
る
（E

vagatorium
,vol.2,p.

113

）。

（
３１１
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
３１２
）

W
anderings,vol.2,p.153.

（
３１３
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
３１４
）

V
oyage,vol.2,pp.576

�577.

（
３１５
）

W
anderings,vol.2,p.93.

（
３１６
）

W
anderings,vol.2,p.148.

（
３１７
）

V
oyage,vol.2,p.663.

（
３１８
）

V
oyage,vol.2,p.776.

（
３１９
）
堀
井
優
は
、
中
世
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
閉
鎖
性
と
開
放
性
の

両
面
を
複
合
さ
せ
た
空
間
構
造
は
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
と
異
教
徒
世
界

の
境
界
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
意
味
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
堀

井
優
「
近
世
初
頭
の
東
地
中
海
―
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
エ
ジ
プ
ト
港

湾
社
会
―
」『
史
學
研
究
』
第
二
六
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
、
四
一

―
四
二
頁
）。

（
３２０
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
兼
職
の
可
能
性
を
検

討
す
る
と
こ
ろ
で
触
れ
る
。

（
３２１
）

G
histele,pp.22,43,73,115.

（
３２２
）

V
olterra,pp.166,173.

（
３２３
）

H
arff,p.101.

（
３２４
）

W
.

Popper,
E

gypt
and

Syria
U

nder
the

C
ircassian

Sul-
tans

1382

�1468
A

.D
.

System
atic

N
otes

to
Ibn

T
aghrî

B
irdî’s

C
hronicles

of
E

gypt,
B

erkeley
and

Los
A

ngeles
:

U
niversity

of
C

alifornia
Press,1955,pp.81

�120.

（
３２５
）
ポ
ッ
パ
ー
は
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ル
の
役
目
は
地
方
か
ら
訪
れ
る
官

吏
や
使
節
、
ベ
ド
ゥ
イ
ン
の
部
族
長
の
接
遇
、
随
伴
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
（Popper,E

gypt
and

Syria
U

nder
the

C
ircassian

Sultans
1382

�1468
A

.D
.

System
atic

N
otes

to
Ibn

T
aghri

B
irdi’s

C
hronicles

ofE
gypt,p.94

）。

（
３２６
）
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
はcom

bine

と
記
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
結

合
さ
せ
た
」
と
訳
し
た
。com

bine

に
は
「
結
合
し
て
一
体
に
す

る
」
と
「
兼
務
す
る
」
の
意
味
が
あ
る
。
前
者
だ
と
ド
ラ
ゴ
マ
ン

と
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ル
の
職
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
が
希
薄
に
な
る

の
に
対
し
、
後
者
だ
と
両
職
が
個
別
性
を
保
ち
な
が
ら
併
存
す
る

こ
と
と
な
る
。
ワ
ン
ズ
ブ
ロ
ー
は
前
者
の
意
で
用
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
定
か
で
は
な
い
。
な
お
、
ス
ト
ヴ
ァ
ッ
サ
ーK

.Stow
asser

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
二
五
（
一
二
五
）



は
外
交
使
節
の
受
け
入
れ
に
あ
た
り
、
訪
問
者
の
地
位
が
高
く
な

い
場
合
は
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ル
が
接
遇
の
対
応
を
し
た
こ
と
を
指
摘

し
て
お
り
（K

.Stow
asser,“M

anners
and

C
ustom

s
at

the
M

am
luk

C
ourt”,M

uqarnas,2,1984,p.15

）、
太
田
（
塚
田
）

絵
里
奈
は
一
四
八
七
年
に
カ
イ
ロ
の
お
い
て
白
羊
朝
か
ら
の
使
者

を
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ル
が
接
遇
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
太
田

（
塚
田
）
絵
里
奈
、「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像

（
二
）
―
ザ
イ
ン
・
ア
ッ
�
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
家

系
と
経
歴
―
」
『
史
學
』
第
八
四
巻
（
二
〇
一
五
年
）、
一
四
六

頁
）。
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
行
に
お
い
て
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
か
ら
ガ
ザ
ま
で

の
行
程
に
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
他
に
外
国
語
に
習
熟
し
て
い
な
い
主

席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
が
随
伴
し
て
い
る
が
、
巡
礼

契
約
書
第
一
条
に
は
「
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
ガ
ザ
ま
で
は
サ
バ
テ
ィ

タ
ン
コ
自
身
が
自
ら
の
責
任
と
費
用
に
お
い
て
自
ら
同
行
す
る
」

と
記
さ
れ
、
巡
礼
者
た
ち
の
費
用
負
担
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
の
随
伴
は
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ル
と
し
て
の

随
伴
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
主
席
ド
ラ
ゴ
マ
ン
で

あ
る
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
と
タ
ン
ゲ
ル
ダ
ン
は
管
轄
区
域
と
随
伴
区

域
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
点
と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３２７
）

W
ansbrough

,
“A

M
am

luk
A

m
bassador

to
V

enice
in

913/1507,”
p.505

note
4.

（
３２８
）

W
anderings,vol.2,p.643.

（
３２９
）

V
oyage,vol.2,p.512.

（
３３０
）

A
shtor,

Levant
T

rade
in

the
Later

M
iddle

A
ges,

Prince-
ton,N

ew
Jersey

:Princeton
U

niversity
Press,1983,p.

389.

ア
シ
ュ
ト
ー
ル
は
一
四
八
一
年
に
は
香
辛
料
交
易
の
船
は
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
を
八
月
末
に
出
航
し
た
と
記
し
、
一
四
世
紀
末
の
事
例
で

は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
お
け
る
香
辛
料
の
交
易
期
間
は
二
〇
日

間
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
航
海
期
間
を
フ
ァ
ブ
リ
の
往
路
の

例
か
ら
約
一
ヶ
月
と
考
え
る
と
、
フ
ァ
ブ
リ
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
を
出
港
し
た
一
一
月
五
日
（
ド
イ
ツ
語
版
原
典
で
は
一
四
日
）

は
香
辛
料
交
易
の
船
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
出
港
の
時
期
と
概
ね

符
合
す
る
。

（
３３１
）

A
shtor,Levant

T
rade

in
the

Later
M

iddle
A

ges,pp.471,
474

T
able

LII.

（
３３２
）

C
hrist,T

rading
C

onflicts,p.40.

（
３３３
）
ビ
ア
ッ
ジ
オ
・
ド
ル
フ
ィ
ン
（
一
三
六
〇
年
代
後
半
〜
一
四
二

〇
年
）
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
名
家
の
出
自
で
、
商
業
関
係
の
素
養

を
身
に
つ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
東
地
域
に
お
い
て
交
易
を
行
う
と

同
時
に
、
一
五
世
紀
初
頭
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
領
事
（consul,consulate

）
を
努
め
た
人
物
で
あ
る
。

（C
hrist,T

rading
C

onflicts,pp.97

�101

）

（
３３４
）

C
hrist,T

rading
C

onflicts,pp.94,149
note

28.

（
３３５
）

W
anderings,vol.1,p.228.

（
３３６
）

W
anderings,vol.2,p.105.

（
３３７
）

G
histele,p.70.

（
３３８
）

G
histele,p.22.

（
３３９
）

V
oyage,vol.1,p.369.

（
３４０
）

V
olterra,p.166.

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
二
六
（
一
二
六
）



フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
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ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
二
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一
二
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ドラゴマンとその随伴期間

シャムベック

１０月１９日

１０月２４日 １０月２４日

１１月３日

以降はサバティタンコとの巡礼契約に基づく。

ハリュ
タンゲルダン

（主席ドラゴマン）

７月２２日（注２）

１０月６日（注３）１０月６日

１０月１９日

エルファーロ

７月６日

１０月１０日

サバティタンコ
（主席ドラゴマン）

７月５日

７月２２日（注２）

９月１０日

Félix Fabri、Evagatorium の構成

Evagatorium vol. 1�3
（ラテン語版原典）

vol. 1 p.61（folio 23a）

p.83（folio 32a）

p.480（folio 182b）
vol. 2 p.1（folio 183a）

p.328（folio 291）
p.329（folio 2a）

vol. 3 p.793（folio 155b）

p.545（folio 74a）
vol. 3 p.1（folio 74a）

p.214（folio 148a）
p.977（folio 180b）

Voyage vol. 3
（独語版原典→仏語） 史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
二
八
（
一
二
八
）



資料（１） 巡礼行の行程、巡礼記の構成、随伴ドラゴマン

The Wanderings of Felix Fabri、le voyage en Egypte de

Voyage vol. 1�2
（ラテン語版原典→仏語）

vol. 1 p.3（folio 12a）

vol. 2
p.398（folio 80a）
p.399（folio 80a）

p.792（folio 148a）

（注１） 特に言及しない場合はラテン語版による。
（注２） サバティタンコ、エルファーロの随伴は、７月２２日まではヴェネツィア船船長との契約に基づき、それ
（注３）１０月６日～１０日は担当ドラゴマンはタンゲルダンであるが、エルファーロも同行した。

Wanderings vol. 1�2
（ラテン語版原典→英語）

vol. 1 p.48（folio 23a）

p.79（folio 32a）

vol. 2
p.641（folio 192b）
p.1（folio 192b）

p.392（folio 291）
p.393（folio 2a）

p.675（folio 74a）

巡礼行の行程（注 1）

ウルム出発
↓
ヴェネツィア到着
ヴェネツィア船長と巡礼契約
ヴェネツィア出港
↓
ヤッフォー入港
ヤッフォー上陸／サバティタンコ来訪
エルファーロ来訪
ヤッフォー出発／ラーマ到着／巡礼の心
得２７ヶ条の伝達
エルサレム到着

（エルサレム滞在中）

ヴェネツィア船船長との巡礼契約終了
サバティタンコとの巡礼契約締結
（エルサレム→カイロ）
タンゲルダンとの最初の出会い
（カイロより査問に来訪）
エルサレム出発（シナイ半島へ向かう）
ガザ到着
ガザ出発
サバティタンコ離任（エルサレムへ戻る）
シナイ半島 聖カトリーヌ修道院到着

マタリア到着（タンゲルダン来訪）
マタリア出発、夜にカイロ到着（タンゲル
ダン随伴）
エルファーロ離任（エルサレムへ戻る）
カイロ（ブーラーク）出発、タンゲルダン
離任、ハリュ着任
ロゼッタ港到着
アレキサンドリア到着
検閲の後、アレキサンドリアの街に入る
シャムベック来訪、ハリュ解任
シャムベックの任務期間終了
アレキサンドリア港出港
アレキサンドリア港出港（ドイツ語版によ
る）
↓
ヴェネツィア到着（仏訳版導入部による）
ウルム帰着（仏訳版導入部による）

日 程

１４８３年４月１４日

１４８３年４月２７日
４月３０日
６月１日

７月１日
７月５日
７月６日

７月９日

７月１２日
７月１６日
７月１７日
７月１８日

７月２２日

８月９日

８月２４日
８月２９日
９月９日
９月１０日
９月２２日
１０月５日
１０月６日

１０月７日

１０月１０日

１０月１９日

１０月２２日
１０月２３日

１０月２４日

１１月３日
１１月５日

１１月１４日

１４８４年１月８日
１月３０日

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
二
九
（
一
二
九
）



資
料
（
２
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
船
長
と
の
巡
礼
契
約
書
（
�
）

第
一
条船

長
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
聖
地
の
港
で
あ
る
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
へ
の

往
復
の
旅
を
提
供
す
る
。
そ
の
為
、
最
大
一
四
日
以
内
に
準
備
を

整
え
出
港
す
る
こ
と
。

第
二
条船

長
は
如
何
な
る
風
に
も
対
処
で
き
る
航
海
術
に
長
け
た
水
夫
を

載
せ
た
ガ
レ
ー
船
を
適
切
に
準
備
し
、
必
要
の
際
に
海
賊
や
敵
の

攻
撃
を
防
御
す
る
十
分
な
ガ
レ
ー
船
の
装
備
を
整
え
る
こ
と
。

第
三
条ガ

レ
ー
船
の
食
料
調
達
の
目
的
で
寄
港
す
る
場
合
を
除
き
、
不
案

内
な
港
へ
の
寄
港
を
避
け
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
途
中
の

寄
港
は
避
け
直
行
す
る
こ
と
。
キ
プ
ロ
ス
の
空
気
は
ド
イ
ツ
人
に

は
好
ま
し
く
な
い
と
伝
統
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特

に
キ
プ
ロ
ス
王
国
寄
港
を
避
け
、
寄
港
の
場
合
も
三
日
以
内
と
す

る
こ
と
。

但
し
、
巡
礼
者
の
中
に
ニ
コ
シ
ア
を
表
敬
訪
問
し
、
キ
プ
ロ
ス
の

女
王
の
栄
に
浴
す
る
こ
と
を
望
む
者
が
あ
る
場
合
は
、
国
王
の
在

位
す
る
国
に
対
す
る
貴
族
の
古
く
か
ら
慣
わ
し
で
あ
る
か
ら
、
彼

の
帰
船
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条船

長
は
一
日
二
回
食
事
と
飲
み
物
を
確
実
に
提
供
す
る
こ
と
。
船

長
と
食
卓
を
伴
に
す
る
の
を
望
ま
な
い
場
合
、
夕
食
を
と
り
に
来

る
の
を
望
ま
な
い
場
合
、
皆
が
寝
床
（berth

）
に
い
る
こ
と
を

望
む
場
合
は
、
異
議
を
唱
え
ず
食
事
と
飲
み
物
を
届
け
る
こ
と
。

第
五
条船

長
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
聖
地
ま
で
、
及
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に

戻
る
航
海
に
お
い
て
パ
ン
と
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
ワ
イ
ン
、
飲
み
水
、

肉
、
卵
、
そ
の
他
の
食
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

第
六
条船

上
の
習
慣
に
従
い
、
毎
朝
食
事
の
前
に
は
マ
ル
ヴ
ォ
ワ
ジ
ー
・

ワ
イ
ン
を
出
す
こ
と
。

第
七
条航

路
途
中
で
巡
礼
者
が
近
く
の
港
に
寄
港
を
望
む
と
き
は
、
食
料
、

薬
等
の
必
要
品
の
入
手
と
い
っ
た
理
に
適
っ
た
目
的
で
あ
れ
ば
、

港
が
拒
否
し
な
い
限
り
水
夫
を
付
け
て
港
へ
艀
を
出
す
こ
と
。

第
八
条巡

礼
者
が
必
要
物
資
の
調
達
が
で
き
な
い
無
人
の
港
に
寄
港
す
る

と
き
は
、
船
上
と
同
じ
く
食
料
を
提
供
す
る
こ
と
。
良
港
（good

port

（
�
）
）
の
場
合
は
、
巡
礼
者
は
自
分
で
食
事
を
準
備
す
る
こ
と
。

第
九
条船

長
は
ガ
レ
ー
船
の
内
外
に
お
い
て
、
巡
礼
者
が
ガ
レ
ー
船
の
奴

隷
か
ら
攻
撃
や
虐
待
を
受
け
た
と
き
、
奴
隷
と
一
緒
の
ベ
ン
チ
に

座
る
こ
と
を
望
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
追
い
出
さ
れ
た
と
き
は
（
�
）
、
巡

礼
者
を
保
護
す
る
こ
と
。
陸
上
で
ガ
レ
ー
船
の
奴
隷
か
ら
危
害
を

受
け
る
こ
と
を
出
来
る
限
り
阻
止
す
る
こ
と
と
し
、
巡
礼
者
の
寝

床
に
は
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

第
一
〇
条

船
長
は
聖
地
で
は
急
き
た
て
る
こ
と
な
く
十
分
な
期
間
滞
在
さ
せ
、

主
な
と
こ
ろ
に
は
自
ら
案
内
す
る
こ
と
。
行
く
の
に
常
に
困
難
が

伴
う
ヨ
ル
ダ
ン
へ
案
内
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
ず
、
異
教
徒
と

史

学
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の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
巡
礼
者
を
守
る
こ
と
。

第
一
一
条

通
行
・
滞
在
許
可
、
ロ
バ
代
、
そ
の
他
名
目
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、

ど
こ
で
支
払
い
が
発
生
し
よ
う
と
も
、
支
払
う
べ
き
も
の
は
す
べ

て
巡
礼
者
に
何
ら
負
担
な
く
、
船
長
が
代
わ
っ
て
支
払
う
。
チ
ッ

プ
に
つ
い
て
も
同
じ
く
多
額
の
も
の
は
船
長
が
支
払
い
、
少
額
の

も
の
は
自
分
た
ち
で
対
処
す
る
。

第
一
二
条

必
要
な
出
費
及
び
船
長
が
行
う
事
項
の
対
価
と
し
て
、
新
た
に
鋳

造
さ
れ
た
貨
幣
を
意
味
す
るde

Zecha （
�
）
で
一
人
四
〇
ド
ゥ
カ
ー

ト
を
彼
に
支
払
う
。
支
払
い
条
件
は
半
額
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、

残
額
を
ヤ
ッ
フ
ォ
ー
で
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
一
三
条

巡
礼
者
が
死
去
し
た
場
合
は
、
船
長
は
そ
の
所
有
物
に
は
手
を
触

れ
ず
、
故
人
の
指
定
す
る
人
へ
引
き
渡
す
こ
と
。

第
一
四
条

聖
地
到
着
以
前
に
巡
礼
者
が
死
去
し
た
場
合
、
船
長
は
受
領
し
た

金
額
の
半
額
を
返
却
す
る
も
の
と
し
、
故
人
の
指
示
に
従
い
遺
言

執
行
人
に
よ
り
分
配
さ
れ
る
。

第
一
五
条

船
中
で
巡
礼
者
が
死
去
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
水
葬
し
て
は
な
ら

ず
、
ど
こ
か
陸
地
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
こ
と
。
ガ
レ
ー
船
が
陸
か

ら
遠
い
と
き
は
、
ど
こ
か
の
港
に
到
着
す
る
ま
で
か
、
故
人
の
仲

間
が
水
葬
に
同
意
す
る
ま
で
遺
体
を
保
持
す
る
こ
と
。

第
一
六
条

シ
ナ
イ
山
の
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
へ
行
く
こ
と
を
希
望
す
る
巡

礼
者
に
対
し
て
は
、
船
長
は
既
支
払
額
の
内
、
一
〇
ド
ゥ
カ
ー
ト

を
引
き
渡
す
こ
と
。

第
一
七
条

船
長
は
エ
ル
サ
レ
ム
出
発
の
際
、
聖
カ
ト
リ
ー
ヌ
修
道
院
へ
行
く

巡
礼
者
を
誠
実
に
援
助
し
、
彼
ら
と
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
間
の
友
好

的
な
契
約
条
文
を
作
成
す
る
こ
と
。

第
一
八
条

船
長
は
巡
礼
者
に
ガ
レ
ー
船
内
に
鶏
等
を
飼
う
場
所
を
提
供
す
る

こ
と
。
船
の
料
理
人
は
巡
礼
者
の
料
理
人
が
料
理
の
た
め
火
口
を

随
意
に
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

第
一
九
条船

上
で
巡
礼
者
が
具
合
が
悪
く
船
内
の
悪
臭
に
耐
え
ら
れ
な
い

と
き
は
、
船
長
は
上
部
甲
板
、
船
首
楼
、
船
尾
楼
、
漕
ぎ
手
の
ベ

ン
チ
な
ど
に
休
息
の
場
を
用
意
す
る
こ
と
。

第
二
〇
条

こ
の
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
記
載
が
不
十
分
な
こ

と
が
あ
っ
た
場
合
、
法
や
慣
習
に
従
い
船
長
が
行
う
べ
き
と
さ
れ

る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
契
約
書
に
定
め
が
あ
る
と
同
じ
く
扱
う
。

（
�
）

W
anderings,vol.1,pp.86

�91.

巡
礼
記
に
記
さ
れ
た
契
約

内
容
に
つ
い
て
は
船
長
よ
り
、
第
一
条
の
一
四
日
は
短
か
す
ぎ
、

二
六
日
経
過
後
で
あ
れ
ば
風
の
よ
い
日
に
い
つ
で
も
出
港
が
可
能

で
あ
る
こ
と
、
第
一
二
条
に
つ
い
て
は
四
五
ド
ゥ
カ
ー
ト
以
下
で

は
同
意
し
な
い
こ
と
、
第
一
五
条
に
つ
い
て
遺
体
を
船
上
に
保
持

す
る
の
は
よ
い
が
海
上
で
は
無
理
だ
ろ
う
し
、
航
海
の
支
障
と
な

る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
協
議
の
末
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
後

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
三
一
（
一
三
一
）



巡
礼
者
た
ち
は
船
長
と
と
も
に
赴
い
た
街
の
書
記
長
（protono-

taries

）
の
と
こ
ろ
で
来
訪
の
目
的
、
名
前
、
身
分
を
大
き
な
帳
面

に
記
帳
さ
れ
、
契
約
が
承
認
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

実
際
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
出
港
し
た
の
は
契
約
締
結
の
三
二
日
後

で
あ
っ
た
。

（
�
）
前
文
を
受
け
、「
必
要
物
資
の
調
達
が
可
能
な
有
人
の
港
」
の

意
と
解
さ
れ
る
。

（
�
）
ガ
レ
ー
船
の
食
堂
の
座
席
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
巡
礼
者
た
ち

は
奴
隷
た
ち
と
同
じ
ベ
ン
チ
に
座
る
こ
と
が
あ
っ
た（W

anderings,
vol.1,p.152

）。

（
�
）

de
Zecha

の
意
は
定
か
で
は
な
い
が
、
イ
タ
リ
ア
語
にzecca

（
造
幣
所
）
と
言
う
言
葉
が
あ
り
、nuovo

dizecca

は
「
真
新
し

い
」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
新
た
に
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
を
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

資
料
（
３
）

エ
ル
サ
レ
ム
〜
カ
イ
ロ
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン
と
の
巡
礼
契
約
書
（
�
）

第
一
条主

席
カ
リ
ヌ
ス
の
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
（Lord

Sabathytanco,
chief

calinus

）
は
前
述
の
場
所
（
ガ
ザ
、
シ
ナ
イ
山
）
を
経
て

エ
ジ
プ
ト
ま
で
安
全
に
案
内
す
る
こ
と
を
請
け
負
う
。
エ
ル
サ
レ

ム
か
ら
ガ
ザ
ま
で
は
彼
（
�
）
自
身
が
自
ら
の
責
任
と
費
用
に
お
い
て
同

行
す
る
こ
と
と
し
、
彼
自
身
が
そ
の
旨
を
明
言
し
た
。

第
二
条エ

ル
サ
レ
ム
か
ら
ガ
ザ
の
全
て
の
旅
費
、
諸
税
、
そ
の
他
支
払
い

を
要
す
る
費
用
は
彼
自
身
の
所
持
金
か
ら
我
々
に
代
わ
り
彼
が
支

払
う
（
�
）
。

第
三
条彼

は
各
巡
礼
者
に
ロ
バ
と
そ
の
御
者
（m

ucreli

）
を
用
意
し
、

御
者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
。
御
者
は
エ
ジ
プ
ト
の
マ
タ

リ
ア
ま
で
我
々
に
同
行
す
る
も
の
と
し
、
巡
礼
者
が
自
ら
の
意
志

で
自
発
的
に
与
え
る
も
の
を
除
き
、
御
者
自
身
と
ロ
バ
の
食
料
は

自
ら
の
責
任
と
す
る
。

第
四
条御

者
は
ワ
イ
ン
を
除
く
衣
類
、
ポ
ッ
ト
、
そ
の
他
全
て
の
物
を
自

ら
の
費
用
で
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
ガ
ザ
ま
で
運
搬
す
る
。
ワ
イ
ン
は

巡
礼
者
が
自
ら
の
責
任
で
自
ら
運
搬
す
る
。

第
五
条ガ

ザ
に
お
い
て
は
、
彼
は
自
ら
の
負
担
に
お
い
て
シ
ナ
イ
山
、
エ

ジ
プ
ト
の
マ
タ
リ
ア
へ
の
駱
駝
を
調
達
し
、
自
由
に
利
用
で
き
る

適
切
な
宿
舎
を
準
備
す
る
。

史
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第
六
条彼

は
ガ
ザ
か
ら
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
ま
で
彼
に
代
わ
り
同
行
す
る

代
理
者
を
指
名
す
る
。

我
々
は
下
位
カ
リ
ヌ
ス
（lesser

calinus

）
で
あ
り
、
砂
漠
の
巡

礼
行
に
経
験
豊
富
な
エ
ル
フ
ァ
ー
ロ
の
派
遣
を
願
う
（
�
）
。
彼
（
エ
ル

フ
ァ
ー
ロ
）
の
食
料
は
我
々
の
蓄
え
か
ら
提
供
す
る
。

第
七
条道

中
何
日
も
水
場
が
無
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
彼
は
各
巡
礼
者
に

砂
漠
で
水
を
運
ぶ
革
袋
を
準
備
す
る
。

第
八
条彼

は
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
東
方
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
ワ
イ
ン
を

買
う
こ
と
を
承
認
し
、
サ
ラ
セ
ン
か
ら
侮
辱
を
受
け
ず
に
ロ
バ
、

駱
駝
に
乗
せ
て
運
べ
る
よ
う
配
慮
す
る
。
ワ
イ
ン
の
購
買
と
運
搬

に
十
二
分
な
注
意
が
な
け
れ
ば
巡
礼
者
達
は
安
全
で
は
な
い
。

第
九
条彼

は
太
陽
の
熱
か
ら
防
護
す
る
た
め
砂
漠
で
設
営
す
る
三
張
り
の

天
幕
（pavillions

）
か
小
テ
ン
ト
（sm

alltents
）
を
貸
与
す
る
。

第
十
条我

々
は
通
行
・
滞
在
許
可
、
通
行
料
、
そ
の
他
前
述
の
事
柄
に
対

し
各
人
が
二
十
三
デ
ュ
カ
ー
ト
を
支
払
う
も
の
と
し
、
そ
の
半
額

を
エ
ル
サ
レ
ム
で
、
合
意
内
容
と
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
従
い

駱
駝
や
そ
の
他
前
述
の
事
項
が
履
行
さ
れ
た
後
に
残
額
を
ガ
ザ
に

お
い
て
支
払
う
。

第
十
一
条

こ
の
契
約
の
全
文
を
書
面
に
し
、
エ
ル
サ
レ
ム
総
督
（lord

gov-
ernor

of
Jerusalem

）
並
び
に
主
席
カ
リ
ヌ
ス
の
公
印
を
も
っ

て
認
め
、
文
書
庁
（chancery

）
に
保
管
す
る
。

第
十
二
条

エ
ル
サ
レ
ム
滞
在
中
は
街
の
内
外
を
問
わ
ず
聖
地
の
訪
問
が
出
来

る
も
の
と
す
る
。
ア
ナ
ス
タ
シ
ス
教
会
（C

hurch
of

A
nasta-

sis （
�
）
）
に
随
時
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
シ
ナ
イ

山
へ
出
発
後
は
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
へ
案
内
し
、
そ
こ
で
数
日
の
滞
在
を

認
め
る
も
の
と
す
る
。
ア
ダ
ム
が
土
か
ら
創
ら
れ
た
場
所
（
�
）
と
二
つ

の
洞
窟
（double

cave （
�
）
）
を
見
る
た
め
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
か
ら
ヘ
ブ

ロ
ン
へ
案
内
す
る
も
の
と
す
る
。

（
�
）

W
anderings,vol.2,pp.93

�96.

（
�
）
以
下
、
特
に
言
及
し
な
い
場
合
は
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
を
指
す
。

（
�
）
フ
ァ
ブ
リ
は
道
中
サ
ラ
セ
ン
か
ら
法
外
な
支
払
い
を
要
求
さ
れ

る
の
を
避
け
る
た
め
、
サ
バ
テ
ィ
タ
ン
コ
に
こ
の
条
項
を
無
理
に

承
諾
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
（W

anderings,vol.2,p.94

）。
櫻

井
康
人
は
ほ
と
ん
ど
の
巡
礼
者
た
ち
が
現
地
で
不
当
な
代
金
や
税

の
要
求
な
ど
を
経
験
し
た
と
論
じ
て
い
る
（
櫻
井
康
人
「
一
四
五

〇
年
〜
一
四
八
〇
年
の
聖
地
巡
礼
記
に
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム
観
・
ム

ス
リ
ム
観
・
十
字
軍
観
―
後
期
十
字
軍
再
考
（
４
）―
」、
二
〇
二

―
二
一
六
頁
）。

（
�
）
巡
礼
記
ラ
テ
ン
語
版
原
典
で
は
「
願
望
す
る
」
を
意
味
す
る

peto

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（E

vagatorium
,vol.2,

p.100

）。

（
�
）
フ
ァ
ブ
リ
は
ア
ナ
ス
タ
シ
ス
（A

nastasis

）
は
主
の
復
活
の

教
会
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
（W

anderings,vol.2,p.262

）、

エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
墳
墓
教
会
の
聖
堂
（A

nastasis
R

otonda

）
を

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
ブ
リ
の
巡
礼
記
に
み
る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
ド
ラ
ゴ
マ
ン

一
三
三
（
一
三
三
）



指
す
。

（
�
）
ヒ
ル
ホ
ル
ス
トH

ilhorst

は
ア
ダ
ム
創
造
の
場
所
は
ヘ
ブ
ロ
ン

の
マ
ク
ペ
ラ
の
洞
窟
付
近
と
指
摘
し
て
い
る
（A

.H
ilhorst,A

ger
D

am
ascenus

�V
iew

s
on

the
place

of
A

dam
’s

C
reation

,
W

arszaw
skie

Stuia
T

eologiczne,X
X

,2007,p.131

）。

（
�
）
ヘ
ブ
ロ
ン
に
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
家
族
が
葬
ら
れ
た
と
さ

れ
る
マ
ク
ペ
ラ
の
洞
窟
を
指
す
。

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

一
三
四
（
一
三
四
）


